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史
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紹
介
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翻
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明
治
二
〇
年
「
民
度
調
　
河
沼
郡
」
と
そ
の
作
成

に
関
わ
る
史
料

川
　
口
　
　
　
洋

は
じ
め
に

本
稿
で
は
、「
明
治
二
十
年
七
月
、
一
種
庶
第
二
号
、
民
度
區
畫
調
上
申
綴
　

庶
務
課
」（
福
島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
明
治
・
大
正
期
福
島
県
庁
文
書
、
資

料
番
号
：
一
〇
五
九
）
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
「
南
會
津
、
北
會
津
、
耶
麻
、

大
沼
、
河
沼
　
民
度
區
域
調
　
第
一
部
庶
務
課
」
の
う
ち
、「
民
度
調
　
河
沼

郡
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料
を
紹
介
・
翻
刻
す
る
。
明
治
中
期
の
河
沼
郡

に
お
け
る
社
会
経
済
的
状
況
の
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
日
常
生
活
の
諸
相
、

末
端
消
費
・
最
終
需
要
、
生
産
活
動
、
商
品
流
通
、
労
働
需
要
、
お
よ
び
人
口

構
造
の
変
容
を
史
料
か
ら
読
み
取
り
た
い
。

「
民
度
區
畫
調
上
申
綴
」
と
「
東
白
川
、
石
川
、
田
村
、
菊
田
、
磐
前
、

磐
城
、
楢
葉
、
行
方
、
標
葉
、
宇
多

　
民
度
區
域
調

　
第
一
部
庶
務
課
」

（
福
島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
明
治
・
大
正
期
福
島
県
庁
文
書
、
資
料
番
号
：

一
〇
五
八
）
に
合
綴
さ
れ
て
い
る
各
郡
長
か
ら
福
島
縣
に
進
達
さ
れ
た
民
度

区
域
調
は
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
九
月
に
福
島
縣
知
事
・
折
田
平
内

が
、
各
郡
長
に
令
達
し
た
「
訓
令
庶
秘
第
二
號
」
に
指
示
し
た
項
目
に
準
拠
し

て
作
成
さ
れ
た
（
川
口
、
二
〇
二
〇
）
。
す
な
わ
ち
、
管
下
の
郡
を
数
区
に
地

域
区
分
し
て
、
区
域
ご
と
に
、
気
候
、
地
形
、
耕
地
宅
地
、
町
村
戸
口
地
租
、

風
俗
生
計
、
物
産
、
職
業
、
学
事
、
宗
教
、
物
価
、
衛
生
、
犯
罪
、
諸
税
及
協

議
費
、
お
よ
び
雑
件
の
報
告
文
に
、
各
郡
の
農
産
物
・
水
産
物
収
穫
表
、
諸
物

価
・
諸
職
工
賃
銭
表
、
輸
出
入
品
高
及
び
金
額
表
を
加
え
た
構
成
に
統
一
さ
れ

て
い
る
。

民
度
区
域
調
は
、
郡
区
町
村
制
か
ら
市
制
・
町
村
制
へ
の
移
行
期
に
当
た
る

一
八
八
〇
年
代
の
日
常
生
活
を
描
い
た
第
一
級
の
地
誌
と
み
と
め
ら
れ
る
。
と

く
に
、
風
俗
生
計
と
雑
件
の
両
項
目
は
、
社
会
階
層
別
の
衣
食
住
を
含
む
日
常

生
活
を
描
い
た
他
に
類
例
を
見
な
い
史
料
で
あ
る
。
風
俗
生
計
の
項
目
に
は
、

生
計
費
、
常
用
衣
服
、
晴
着
、
食
物
、
講
、
自
家
用
酒
造
戸
数
、
家
屋
、
日
用

品
の
流
通
、
県
会
議
員
の
有
権
者
数
、
お
よ
び
徴
兵
状
況
が
、
雑
件
の
項
目
に

は
、
出
稼
ぎ
、
生
活
時
間
、
夜
業
、
休
日
な
ど
が
活
写
さ
れ
て
い
る
。

「
民
度
調

　
河
沼
郡
」
を
明
治
二
〇
年
に
進
達
し
た
吉
見
輝
は
、
明
治
十
九

（
一
八
八
六
）
年
八
月
二
八
日
か
ら
明
治
二
四
（
一
八
九
一
）
年
一
月
二
七
日

ま
で
、
河
沼
郡
長
を
務
め
た
（
１
）

。
輝
は
、
安
政
三
（
一
八
五
六
）
年
五
月
、

水
戸
藩
士
・
川
邊
重
左
衛
門
の
三
男
と
し
て
生
ま
れ
、
吉
見
治
郎
左
衛
門
の
養
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い
る
。

（
乙
部
）
北
会
津
郡
と
耶
麻
郡
に
境

を
接
す
る
阿
賀
川
（
大
川
）
以
東
の

二
六
カ
村
は
、
会
津
盆
地
中
央
部
に

位
置
す
る
水
田
地
帯
で
あ
る
。「
民
情

ハ
少
シ
ク
慓
悍
ノ
向
ア
ル
モ
、
稍
開

進
ノ
方
タ
リ
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

（
丙
部
）
只
見
川
以
西
の
十
九
カ
村

は
、
新
潟
に
向
か
う
県
道
沿
い
の
野

澤
、
上
野
尻
、
群
岡
の
三
カ
村
を
除

く
と
耕
地
の
少
な
い
山
間
集
落
で
、

陸
運
業
の
ほ
か
は
山
仕
事
で
生
計
を

立
て
て
い
る
。
屋
敷
、
下
谷
、
正
中

な
ど
の
村
々
は
、
銀
・
銅
・
鉛
の
小

規
模
鉱
山
が
あ
る
だ
け
で
、
産
業
も

な
く
、
こ
と
に
生
活
が
困
難
な
地
域

で
あ
る
。「
民
情
ハ
概
シ
テ
、
氣
慨
ア

リ
ト
雖
ト
モ
、
進
度
ハ
東
部
大
川
東

ニ
亜
ク
モ
ノ
ト
ス
」
と
報
告
さ
れ
て

い
る
。

（
丁
部
）
河
沼
郡
の
西
南
端
の
山
間

子
と
な
っ
た
。
福
島
県
警
部
か
ら
河
沼
郡
長
を
経
て
、
北
会
津
郡
長
、
富
山

県
・
熊
本
県
・
広
島
県
・
長
崎
県
・
大
阪
府
警
部
長
、
群
馬
県
知
事
な
ど
を
歴

任
し
て
、
昭
和
十
一
年
（
一
九
三
六
）
年
十
月
に
八
〇
歳
で
歿
し
た
。

史
料
三
の
「
民
度
調
　
河
沼
郡
」
は
、
縦
二
六
㎝
、
横
三
六
㎝
の
竪
帳
で
、

朱
色
で
罫
線
と
用
紙
の
中
央
下
部
に
「
福
島
縣
河
沼
郡
役
所
」
と
刷
ら
れ
た

四
九
丁
の
和
紙
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

一
　
史
料
の
作
成
過
程

「
民
度
調
　
河
沼
郡
」
の
作
成
過
程
は
表
１
に
要
約
で
き
る
。
明
治
二
〇

（
一
八
八
七
）
年
七
月
四
日
、
福
島
縣
第
一
部
長
・
永
峰
彌
吉
は
「
一
庶
第

二
九
七
号
」
を
各
郡
長
に
送
達
し
て
、
所
轄
の
郡
を
数
区
に
区
分
す
る
「
民

度
区
畫
見
込
」
を
七
月
二
〇
日
ま
で
に
提
出
す
る
よ
う
求
め
た
（
川
口
、

二
〇
二
〇
）。
こ
れ
を
受
け
た
河
沼
郡
長
・
吉
見
輝
は
、
七
月
十
七
日
、
福
島

縣
知
事
・
折
田
平
内
に
「
河
沼
郡
民
度
調
」
を
進
達
し
た
（
史
料
一
）。
史
料

一
で
は
、
河
沼
郡
を
つ
ぎ
の
四
方
部
に
区
分
し
て
い
る
。

（
甲
部
）
阿
賀
川
以
西
、
只
見
川
以
東
の
一
町
四
五
カ
村
は
水
田
が
多
く
、

青
木
・
青
津
・
坂
下
・
牛
川
で
は
、
近
年
、
養
蚕
を
行
う
者
が
増
加
し
て
い

る
。
坂
下
町
は
、
若
松
と
新
潟
を
結
ぶ
県
道
に
沿
う
商
品
流
通
の
要
で
あ
り
、

県
道
沿
線
の
零
細
農
民
は
、
陸
運
業
に
従
事
す
る
者
が
多
い
。「
民
心
ハ
概
シ

テ
浮
薄
ノ
方
ナ
ル
モ
、
民
度
ノ
進
捗
ハ
郡
内
ニ
冠
タ
ル
ベ
シ
」
と
報
告
さ
れ
て

表１　河沼郡における民度調の作成過程

年月日 事項

明治 20 年 6 月下旬から 7 月上旬か 福島縣第一部長・永峰彌吉と各郡長、福島縣廳で民度取調について面談。

明治 20 年 7 月 4 日
福島縣庶務課長・沼澤七郎、7 月 20 日までに民度区畫見込の差出を各郡
長に求める一庶第二九七号按伺を起案。同日付で、第一部長が各郡長に 
送達。

明 20 年 7 月 17 日 河沼郡長・吉見輝、福島縣第一部長に「河沼郡民度調」を進達（史料一）

明治 20 年 9 月 8 日
福島縣知事・折田平内、9 月 30 日までに民度区域調の差出を各郡長に 
求める訓令庶秘第二號を令達。

明治 20 年 11 月 17 日
河沼郡長、福島縣知事に「河甲第一九三三號　民度調之儀ニ付内申）」を
上申（史料三）。

明治 20 年 11 月 18-22 日か
河沼郡長、第一部長から一庶第五九四号を受理。民度区域調の督促か 

（史料二）

明治 20 年 11 月 22 日 河沼郡長、第一部長に「河乙第一四四六號」を進達（史料二）。
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部
に
位
置
す
る
柳
津
村
周
辺
九
カ
村
は
、
耕
地
が
少
な
く
、
山
仕
事
と
大
沼
郡

軽
井
沢
銀
山
な
ど
へ
の
運
送
業
で
生
活
す
る
者
が
過
半
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

「
民
情
質
朴
、
開
進
ノ
氣
ニ
乏
シ
ク
、
民
度
ハ
坂
下
方
部
ニ
比
シ
、
幾
分
ヲ
譲

ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
厳
し
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。

江
戸
時
代
、
甲
部
は
会
津
藩
坂
下
組
、
牛
澤
組
、
青
津
組
、
乙
部
は
会
津
藩

代
田
組
と
笈
川
組
、
丙
部
は
会
津
藩
野
澤
組
と
海
道
組
、
丁
部
は
会
津
藩
牛
澤

組
に
所
属
し
て
い
た
。

九
月
八
日
に
福
島
縣
知
事
・
折
田
平
内
は
、「
訓
令
庶
秘
第
二
號
」
を
各
郡

長
に
令
達
し
て
、
九
月
三
〇
日
ま
で
に
民
度
区
域
を
別
添
項
目
に
準
拠
し
て
進

達
す
る
よ
う
求
め
た
。
訓
令
庶
秘
第
二
號
に
は
、
調
査
項
目
が
詳
細
に
説
明
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
に
準
拠
し
て
各
郡
の
民
度
區
域
調
も
作
成
さ
れ
た
。

訓
令
を
受
け
た
河
沼
郡
長
は
、
十
一
月
十
七
日
に
甲
部
、
乙
部
、
丙
部
、

お
よ
び
丁
部
に
関
す
る
「
民
度
調
　
河
沼
郡
」（
史
料
三
）
を
福
島
縣
知
事
に

進
達
し
た
。
こ
れ
と
入
れ
違
い
に
河
沼
郡
に
送
達
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
一
庶

五
九
四
号
は
、
民
度
調
進
達
を
督
促
す
る
内
容
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
（
史

料
二
）。

二
　
日
常
生
活
の
諸
相

風
俗
生
計
の
項
目
で
は
、
生
活
費
、
衣
服
、
食
物
、
住
居
の
地
域
間
格
差
と

階
層
間
格
差
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
史
料
に
記
録
さ
れ
る
こ
と
が
稀
な
主
食
に

つ
い
て
も
、
甲
部
と
乙
部
で
は
、
全
て
の
階
層
が
一
日
三
食
と
も
米
飯
で
、
季

節
に
よ
り
麦
を
混
炊
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
丙
部
で
は
、
上
・
中
層
が
米

飯
で
、
季
節
に
よ
り
上
層
は
麦
や
蕎
麦
、
中
層
は
蕎
麦
、
麦
、
粟
、
稗
を
米
と

昏
炊
し
て
い
た
が
、
下
層
は
野
菜
を
米
と
混
炊
し
て
米
の
量
を
減
ら
し
て
い
た

（
表
２
）。
丙
部
の
屋
敷
村
（
阿
賀
川
支
流
の
亀き

こ
う
ず

光
頭
川
流
域
に
位
置
す
る
現
、

耶
麻
郡
西
会
津
町
宝
坂
大
字
屋
敷
）
で
は
、「
草
根
、
木
葉
ヲ
煮
、
之
レ
ニ
米

小
許
ヲ
加
ヘ
、
食
ス
ル
ア
リ
」
と
特
記
さ
れ
て
い
る
。
丁
部
で
は
、
上
層
が
時

節
に
よ
り
小
豆
や
粟
、
中
層
と
下
層
が
乾
菜
、
小
豆
、
粟
を
米
と
混
炊
し
て
い

た
。
本
史
料
は
、
一
日
三
食
と
も
米
を
主
食
と
す
る
習
慣
が
、
明
治
二
〇
年
以

前
か
ら
甲
部
と
乙
部
を
含
む
会
津
盆
地
で
始
ま
り
、
山
間
に
位
置
す
る
丙
部
の

上
層
と
中
層
、
丁
部
の
上
層
に
及
び
始
め
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

家
屋
の
屋
根
は
、
甲
部
・
乙
部
の
下
層
と
乙
部
の
中
層
の
一
部
が
藁
葺
、
丙

部
の
下
層
と
中
層
の
一
部
が
杉
皮
葺
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
甲
部
・
乙
部
・
丙

部
・
丁
部
の
上
層
と
甲
部
の
中
層
は
木
羽
葺
ま
た
は
萱
葺
、
甲
部
・
乙
部
・
丙

部
の
中
層
の
一
部
と
丁
部
の
中
層
は
萱
葺
で
あ
る
（
表
２
）。
建
坪
は
、
下
層

が
十
五
坪
（
乙
部
）
か
ら
三
〇
坪
（
丁
部
）、
中
層
が
三
五
坪
（
丙
部
）
か
ら

五
〇
坪
（
丁
部
）、
上
層
は
八
〇
坪
（
乙
部
）
か
ら
二
二
九
坪
（
甲
部
）
と
記

さ
れ
て
い
る
。

一
年
間
の
地
代
を
含
め
た
借
家
料
は
、
甲
部
・
丙
部
・
丁
部
の
下
層
が
四
円

か
ら
八
円
四
〇
銭
、
中
層
が
十
五
円
か
ら
三
六
円
、
上
層
が
五
〇
円
か
ら
六
〇

円
で
あ
る
（
表
２
）。
若
松
近
郊
に
位
置
す
る
乙
部
で
は
、
下
層
が
十
二
円
、
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中
層
が
三
六
円
、
上
層
が
七
二
円

で
あ
り
、
甲
部
・
丙
部
・
丁
部
の

借
家
料
よ
り
割
高
と
な
っ
て
い
る
。

常
用
衣
服
は
、
甲
・
乙
・
丙
・

丁
部
に
お
け
る
全
て
の
階
層
で
綿

布
を
用
い
て
い
た
（
表
２
）。
祭

礼
、
儀
式
な
ど
の
晴
着
は
、
甲

部
・
乙
部
の
上
層
は
絹
布
の
羽
織

袴
、
甲
部
の
中
層
以
下
は
絹
綿
混

織
の
羽
織
袴
、
丙
部
の
上
層
は
絹

布
の
羽
織
袴
や
裃
、
丁
部
の
上
層

は
絹
布
の
羽
織
を
用
い
た
が
、
袴

に
絹
を
用
い
る
者
は
稀
で
、
婚
葬

に
は
裃
を
着
用
し
た
。

甲
部
で
は
、
中
層
以
上
が
、
縮

緬
や
フ
ラ
ン
ネ
ル
毛
織
物
の
襟

巻
、
草
履
付
の
下
駄
、
甲
斐
国
郡

内
地
方
で
産
出
さ
れ
る
絹
布
で
あ

る
海
気
な
ど
絹
張
の
蝙
蝠
傘
を
用

い
た
。
下
層
で
襟
巻
を
用
い
る
者

は
少
な
く
、
綿
製
の
襟
巻
、
桐
や

表２　明治中期の河沼郡における衣食住

区域 風俗生計 上等 中等 下等

甲

部

生計費 市街：1,440 円、村落：358 円 市街：240 円、村落：139 円 市街：36 円、村落：74 円

常用衣服
平常は綿布。祭礼、儀式
などには、絹布を着用す。

上等と同じで、麁品。
すべて綿布。最下等は、甚だ 
麁末なるもの。

食物（1 日 3 食） 米飯。季節により麦を混食。 米飯。季節により麦を混食。 米飯。季節により麦を混食。

家屋（建坪） 229 坪 45 坪 20 坪

屋根 木羽、あるいは萱葺 木羽、あるいは萱葺 茅葺、藁葺

1 カ年の借家料と地代 60 円 36 円 5 ～ 10 円

新築一坪の費用 20 円 10 円 4 円

乙

部

生計費 267 円 151 円 65 円

常用衣服
綿布。祭礼、儀式其他晴
れの場所に出つるときは、
絹布を着けるものあり。

綿布
綿布、麁なるもの。女は
猿袴を着し、笠を冠する。

食物（1 日 3 食） 米飯。季節により麦を混食。 米飯。季節により麦を混食。 米飯。季節により麦を混食。

家屋（建坪） 80 坪 40 坪 15 坪

屋根 茅葺 茅葺なりと雖も、藁葺もあり。 藁葺

1 カ年の借家料と地代 72 円 36 円 12 円

新築一坪の費用 10 円 5 円 2 円 50 銭

丙

部

生計費 准市街：454 円、村落：280 円 169 円 76 円

常用衣服
平常は綿布。祭礼、儀式
などには、絹布を着用す。

綿布。
綿布。最下等は襤褸なる
あり。

食物（1 日 3 食）
米飯。季節により麦、蕎
麦の類を混す。

米飯。季節により麦、蕎麦
の類を混す。蕎麦、麦、粟、
稗の類、季節により食す。

米飯。季節により麦、蕎麦の
類を混す。蕎麦、麦、粟、稗
の類、季節により食す。野菜
を混炊し、従て米量を減す。

家屋（建坪） 99 坪 35 坪 17 坪

屋根 木羽と茅葺 茅葺、杉皮葺 茅葺、杉皮葺

1 カ年の借家料と地代 50 円 15 円 5 円

新築一坪の費用 10 円 7 円 3 円

丁

部

生計費 270 円 150 円 75 円

常用衣服

綿 布 を 常 服 と し、 祭 礼、
儀式等の節、羽織は絹布
を用れとも、袴には絹布
のもの稀なり。

上等と同じ、物資麁なる
もの。

祭礼、儀式等に出つると
きは、綿布を少しく装う
と雖とも、常は襤褸を身
に纏い、醜態を免れず。

食物（1 日 3 食）
米 飯。 時 節 に よ り 小 豆、
粟等を混炊す。

米 飯。 乾 菜、 或 は 小 豆、
粟等を混炊す。

米飯。乾菜、或は小豆、粟
等を混炊す。稍米量を減す。

家屋（建坪） 100 坪 50 坪 30 坪

屋根 茅葺、木羽葺 茅葺 茅葺

1 カ年の借家料と地代 50 円 30 円 8 円 40 銭

新築一坪の費用 13 円 9 円 3 円

史料） 「民度調之義ニ付内申（河甲一九三三號）」（福島県歴史資料館所蔵「明治二十年七月、一種庶第二号、民度
區畫調上申綴　庶務課」明治・大正期福島県庁文書、資料番号：1059 所収）
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八
〇
六
人
、
乙
部
で
一
、七
九
八
人
、
丙
部
で
一
、六
九
三
人
、
丁
部
で
六
六
四

人
で
あ
る
。
学
齢
児
童
の
就
学
率
は
、
甲
部
で
四
五
％
（
男
児
：
六
九
％
、

女
児
：
十
八
％
）、
乙
部
で
三
四
％
（
男
児
：
六
四
％
、
女
児
：
九
％
）、
丙
部

で
四
一
％
（
男
児
：
七
二
％
、
女
児
：
十
二
％
）
、
丁
部
で
四
〇
％
（
男
児
：

六
二
％
、
女
児
：
十
八
％
）
に
と
ど
ま
っ
た
。

明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
四
月
十
日
に
公
布
さ
れ
た
小
学
校
令
に
よ
り
、

六
歳
の
学
齢
に
達
し
た
児
童
の
就
学
が
義
務
化
さ
れ
た
が
、
就
学
率
は
低
く
、

男
児
と
比
較
し
て
女
児
の
就
学
率
は
極
め
て
低
か
っ
た
。
坂
下
町
を
含
む
甲
部

に
お
け
る
就
学
率
が
高
く
、
野
沢
、
上
野
尻
、
群
岡
と
い
っ
た
宿
駅
を
含
む
丙

部
が
こ
れ
に
次
ぐ
。
基
礎
学
力
に
対
す
る
需
要
に
は
、
大
き
な
性
差
と
都
市
村

落
間
格
差
が
確
認
で
き
る
。

甲
部
で
は
東
京
大
学
予
備
門
の
在
学
者
が
一
名
、
丙
部
で
は
桑
港
（
サ
ン
フ

ラ
ン
シ
ス
コ
）
近
郊
の
バ
ー
ク
レ
ー
大
学
（
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
バ
ー
ク

レ
ー
校
か
）
と
宮
城
県
立
医
学
校
の
在
学
者
が
各
一
名
報
告
さ
れ
て
い
る
。

雑
件
の
項
目
に
は
、
積
雪
中
の
男
性
の
仕
事
と
し
て
、
甲
部
、
乙
部
、
丁
部

で
は
縄
綯
、
草
履
、
草
鞋
造
り
、
丙
部
で
は
藁
細
工
と
紙
漉
業
が
あ
が
っ
て
い

る
。
冬
季
の
女
性
の
仕
事
は
、
甲
部
、
乙
部
、
丁
部
で
は
紡
績
と
裁
縫
で
あ
っ

た
。
甲
部
か
ら
他
国
へ
鉱
山
稼
ぎ
に
行
く
者
は
僅
か
で
あ
っ
た
。
乙
部
か
ら
出

稼
ぎ
に
行
く
者
は
僅
か
で
、
定
職
は
な
か
っ
た
。
丙
部
で
は
萱
手
職
と
し
て
、

丁
部
で
は
萱
手
職
と
し
て
、
あ
る
い
は
鉱
山
に
出
稼
ぎ
に
行
く
者
も
見
ら
れ
た
。

起
床
時
間
は
、
甲
部
、
乙
部
、
丙
部
、
丁
部
と
も
に
五
時
で
あ
っ
た
。
就
寝

朴
の
下
駄
、
木
綿
張
の
蝙
蝠
傘
、
雨
天
の
時
に
は
和
傘
を
用
い
た
。
乙
部
の

中
層
以
上
、
丙
部
の
上
層
は
、
羽
織
を
着
て
、
帽
子
を
か
ぶ
り
、
蝙
蝠
傘
を
携

え
、
下
駄
を
履
い
て
歩
行
し
た
。
丁
部
の
中
層
以
上
は
、
帽
子
を
か
ぶ
る
者
は

稀
で
、
桐
の
下
駄
を
履
き
、
絹
張
の
蝙
蝠
傘
を
携
え
て
い
た
。
一
方
、
乙
部
の

下
層
、
丙
部
の
中
層
以
下
、
丁
部
の
下
層
は
、
猿
袴
に
蓑
、
笠
、
和
傘
、
草
鞋

を
用
い
る
者
が
多
い
。

乙
部
の
「
女
ハ
上
中
等
、
其
物
質
ヲ
異
ニ
ス
ト
雖
ト
モ
、
其
容
装
、
一
般
町

家
ノ
風
ヲ
学
ブ
カ
如
ク
」、
丁
部
の
「
女
ハ
概
シ
テ
絹
布
ヲ
用
ユ
ル
カ
如
シ
」

と
い
う
記
述
は
、
呉
服
や
太
物
の
堅
調
な
最
終
需
要
を
示
唆
し
て
い
る
。

地
租
を
五
円
以
上
納
め
る
二
〇
歳
以
上
の
男
性
が
有
権
者
と
な
る
県
会
議
員

選
挙
権
を
持
つ
者
と
地
租
を
十
円
以
上
納
め
る
二
五
歳
以
上
の
男
性
が
有
権
者

と
な
る
県
会
議
員
被
選
挙
権
を
持
つ
者
は
、
甲
部
で
一
、
四
八
三
人
、
乙
部
で

一
、
一
二
三
人
、
丙
部
で
六
〇
一
人
、
丁
部
で
二
六
九
人
あ
る
。
県
会
議
員
選

挙
権
、
あ
る
い
は
被
選
挙
権
を
持
つ
有
権
者
が
全
戸
数
に
占
め
る
構
成
比
は
、

甲
部
で
五
三
％
、
乙
部
で
七
五
％
、
丙
部
で
四
一
％
、
丁
部
で
四
六
％
で
あ

る
。
本
籍
人
口
に
占
め
る
構
成
比
は
、
甲
部
で
九
％
、
乙
部
で
十
二
％
、
丙
部

で
七
％
、
丁
部
で
七
％
で
あ
る
。
会
津
盆
地
の
平
野
部
に
位
置
す
る
乙
部
と
比

較
し
て
甲
部
、
丙
部
、
丁
部
で
は
、
高
額
の
地
租
を
納
め
る
富
裕
層
が
少
な
い
。

学
事
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
甲
部
で
高
等
小
学
校
一
校
、
尋
常
小
学
校
五

校
、
乙
部
で
尋
常
小
学
校
二
校
、
丙
部
で
尋
常
小
学
校
四
校
、
簡
易
小
学
校

三
校
、
丁
部
で
尋
常
小
学
校
一
校
を
数
え
た
。
学
齢
児
童
は
、
甲
部
で
二
、
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は
、
一
〇
三
、九
八
五
円
に
上
る
（
表
３
）。
本
表
の
直
前
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

河
沼
郡
農
産
物
収
穫
表
の
備
考
に
は
、
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
か
ら
明
治

十
九
年
に
至
る
三
年
間
の
平
均
収
穫
量
と
注
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
表
の
数

値
も
、
明
治
十
七
年
か
ら
明
治
十
九
年
の
平
均
移
入
量
・
金
額
と
み
ら
れ
る
。

風
俗
生
計
と
物
産
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
甲
部
、
乙
部
、
丁
部
で
は
建
築
用
の

木
材
を
郡
外
か
ら
、
甲
部
、
乙
部
、
丙
部
で
は
馬
を
郡
外
か
ら
購
入
し
て
い

た
。
し
か
し
、
本
表
に
は
、
建
築
用
の
木
材
、
耕
作
用
の
馬
が
掲
載
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
の
た
め
、
本
表
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
物
産
は
、
河
沼
郡
へ
の
移

入
品
の
一
部
分
と
み
ら
れ
る
。

太
物
は
、
重
要
品
輸
出
入
髙
及
金

額
表
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
移
入
品
の

合
計
金
額
の
四
八
％
を
占
め
る
（
表

３
）。
郡
外
か
ら
移
入
さ
れ
た
太
物

が
、
二
節
で
先
述
し
た
祭
礼
・
儀
式

で
男
性
が
着
用
し
た
絹
布
や
綿
絹

混
用
の
羽
織
袴
、
婚
葬
で
着
用
し
た

裃
、
防
寒
用
の
襟
巻
に
用
い
た
縮
緬
や

フ
ラ
ン
ネ
ル
毛
織
物
、
丁
部
で
わ
ず
か

に
言
及
さ
れ
て
い
る
絹
布
の
女
性
用

晴
着
に
用
い
ら
れ
た
可
能
性
も
否
定

時
間
は
、
甲
部
で
は
夜
十
一
時
、
乙
部
、
丙
部
で
は
十
時
か
ら
十
二
時
、
丁
部

で
は
夜
十
時
か
ら
十
一
時
で
あ
る
。
甲
部
、
乙
部
、
丙
部
、
丁
部
と
も
に
、
男

性
が
藁
仕
事
、
藁
細
工
、
女
性
が
紡
績
や
裁
縫
が
夜
業
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

期
日
休
業
は
、
甲
部
の
農
家
が
毎
月
三
回
か
ら
六
回
、
乙
部
で
は
一
カ
月
に

六
日
、
丙
部
で
は
一
カ
月
に
五
、六
回
、
丁
部
で
は
毎
月
二
、三
回
で
あ
っ
た
。

甲
部
で
は
、
一
日
二
回
、
約
一
時
間
ず
つ
休
憩
し
た
が
、
秋
か
ら
春
ま
で
の

期
間
に
決
ま
っ
た
休
憩
時
間
は
な
い
。
乙
部
で
は
一
日
に
二
、
三
度
、
丙
部
で

は
一
日
二
度
、
丁
部
で
は
一
日
二
回
、
約
一
時
間
半
ず
つ
休
み
を
取
っ
た
。

風
俗
生
計
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
甲
部
で
は
、
毎
年
、
一
、
二
回
、
あ
る
い
は

毎
月
、
八
日
講
、
熊
野
講
、
古
峯
原
講
、
巳
待
講
、
観
音
講
と
称
し
て
会
食
し

た
。
多
く
の
場
合
、
米
飯
や
餅
を
食
べ
、
飲
酒
す
る
こ
と
は
少
な
い
。
乙
部
で

は
、
春
秋
の
二
度
、
米
を
持
ち
寄
り
、
餅
を
食
べ
る
寄
合
餅
が
開
か
れ
た
。
ほ

か
に
、
飯
豊
山
鑛
、
湯
殿
山
講
、
観
音
講
な
ど
で
酒
食
を
と
も
に
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
丙
部
で
は
、
年
に
一
回
、
あ
る
い
は
月
に
一
回
、
熊
野
講
、
八
日

講
、
山
神
講
、
観
音
講
で
会
食
し
た
。
丁
部
で
は
、
春
秋
の
二
度
、
山
神
講
で

米
や
濁
酒
を
集
め
て
会
食
し
た
。
ま
た
、
毎
月
一
回
、
権
現
講
、
古
峯
講
と
称

し
て
、
会
食
す
る
こ
と
も
あ
る
。

三
　
末
端
消
費
・
最
終
需
要

河
沼
郡
重
要
品
輸
出
入
髙
及
金
髙
表
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
移
入
品
の
総
額

表３　河沼郡における主な移入品（明治 17 年から明治 19 年の平均）

移入品 移入量 金額 単価

塩 15,000 俵 12,000 円 1 俵（3 斗 5 升入）：80 銭
生、乾魚類 7,000 個 21,000 円 1 個（10 貫目）：3 円
砂糖 4,000 個 16,000 円 1 個（10 貫目）：4 円
太物 1,000 個 50,000 円 1 個（10 貫目）：50 円
石油 400 個 1,080 円 1 個（2 斗入）：2 円 70 銭
竹 10,000 貫目 1,100 円 1 貫目：11 銭
麻 500 貫目 550 円 1 貫目：1 円 10 銭
畳表 12,000 枚 1,800 円 1 枚：15 銭
桑苗 35,000 本 455 円 1,000 本：13 円
合計金額合計金額 103,985 円

史料） 「民度調之義ニ付内申（河甲第一九三三號）」（福島県歴史資料館所
蔵「明治二十年七月、一種庶第二号、民度區畫調上申綴　庶務課」
明治・大正期福島県庁文書、資料番号：1059 所収）
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港
以
前
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
稀
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
石
油
は
、
河
沼

郡
へ
の
主
要
移
入
金
額
の
一
％
を
占
め
、
そ
の
移
入
量
は
二
斗
入
四
〇
〇
個

（
一
石
を
一
八
〇
．
三
九
Ｌ
と
す
れ
ば
、
約
一
四
、四
三
一
Ｌ
）
に
達
す
る
（
表

３
）。
海
外
か
ら
齎
さ
れ
た
石
油
が
、
明
治
中
期
ま
で
に
河
沼
郡
の
町
村
に
も

浸
透
し
て
い
た
。

四
　
生
産
活
動

重
要
品
輸
出
髙
及
金
髙
表
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
河
沼
郡
か
ら
移
出
さ
れ
た
物
産
の
総

額
は
、
一
二
四
、
五
〇
〇
円
と
な
っ
て
い
る

（
表
５
）。
河
沼
郡
農
産
物
収
穫
表
の
備
考
に

は
、
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
か
ら
明
治

十
九
年
に
至
る
三
年
間
の
平
均
収
穫
量
と
注

記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
本
表
の
数
値
も
、
明

治
十
七
年
か
ら
明
治
十
九
年
の
平
均
移
出

量
・
金
額
と
み
ら
れ
る
。

河
沼
郡
農
産
物
収
穫
表
に
は
、
四
万
八
千

貫
を
超
え
る
実
綿
、
三
万
貫
を
越
え
る
藍

葉
、
七
千
貫
を
超
え
る
煙
草
が
あ
が
っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
本
表
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

で
き
な
い
。

砂
糖
、
生
・
乾
魚
、
塩
と
い
っ
た
食
品
は
、

河
沼
郡
へ
の
主
要
移
入
金
額
の
四
七
％
を
占

め
る
（
表
３
）。
と
く
に
砂
糖
の
移
入
量
は
、

四
万
貫
目
（
一
貫
を
三
．
七
五
㎏
と
す
れ
ば
約

一
五
〇
ｔ
）、
一
六
、
〇
〇
〇
円
に
上
り
、
移
入

金
額
の
十
五
％
を
占
め
る
。
松
方
デ
フ
レ
の
影

響
か
ら
脱
し
て
間
も
な
い
時
期
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
膨
大
な
量
の
砂
糖
が
購
入
さ
れ
て
い
た
。

職
業
の
項
目
に
は
、
甲
部
で
一
三
四
戸
、
乙

部
で
三
五
戸
、
丙
部
で
五
〇
戸
、
丁
部
で
二
〇

戸
の
菓
子
屋
が
確
認
で
き
る
（
表
４
）。
国
税

で
あ
る
菓
子
税
を
徴
収
す
る
た
め
に
営
業
鑑
札

を
下
付
さ
れ
た
菓
子
屋
は
、
酒
造
税
を
徴
収
す

る
た
め
に
営
業
鑑
札
を
下
付
さ
れ
た
酒
屋
と
同

様
、
府
県
に
把
握
さ
れ
て
い
た
。
坂
下
町
を
含

む
甲
部
で
は
一
〇
〇
戸
に
五
戸
、
丙
部
と
丁
部

で
は
一
〇
〇
戸
に
三
戸
、
乙
部
で
は
一
〇
〇
戸

に
二
戸
の
菓
子
屋
が
立
地
し
た
。

多
様
な
移
入
品
の
う
ち
、
石
油
は
河
沼
郡
物

價
表
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
洋
糖
と
と
も
に
、
開

表 4　明治 19（1886）年の河沼郡における職業

区域 農 商 工 雑業雑業 酒屋酒屋 菓子屋菓子屋 遊藝稼人遊藝稼人 藝妓藝妓 娼妓娼妓 貸座敷貸座敷 書肆書肆

甲部 2,039 戸 427 戸 70 戸 268 戸 17 戸 134 戸 3 人 5 人 4 人 1 戸 1 戸

乙部 1,447 戸 19 戸 4 戸 33 戸 2 戸 35 戸 1 人

丙部 1,340 戸 58 戸 28 戸 25 戸 4 戸 50 戸

丁部 525 戸 29 戸 18 戸 18 戸 2 戸 20 戸

合計 5,351 戸 533 戸 120 戸 344 戸 25 戸 239 戸 4 人 5 人 4 人 1 戸 1 戸

史料） 「民度調之義ニ付内申（河一九三三號）」（福島県歴史資料館所蔵「明治二十年七月、一種庶第二号、
民度區畫調上申綴　庶務課」明治・大正期福島県庁文書、資料番号：1059 所収）

表５　河沼郡における主な移出品（明治 17 年から明治 19 年の平均）

移出品 移出量 金額 単価

米 60,000 俵 105,000 円 １俵（4 斗 5 升入）：1 円 75 銭

生糸 40 個 12,000 円 １個（9 貫目）：300 円

水油 14,400 貫目 6,000 円 ２貫 400 匁：1 円

紙 3,000 束 1,500 円 １束：50 銭

合計金額 124,500 円

史料） 「民度調之義ニ付内申（河甲第一九三三號）」（福島県歴史資料館所
蔵「明治二十年七月、一種庶第二号、民度區畫調上申綴　庶務課」
明治・大正期福島県庁文書、資料番号：1059 所収）
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が
、
海
外
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
。
乙
部
の
生
産
量
は
、
甲
部
に
お
け
る
生
糸
生

産
量
の
約
二
五
分
の
一
に
と
ど
ま
る
。
会
津
盆
地
中
央
部
の
水
田
地
帯
で
は
、

甲
部
、
若
松
、
大
沼
郡
中
西
部
、
南
会
津
郡
よ
り
遅
れ
て
養
蚕
業
が
始
動
し
た

と
み
ら
れ
る
。

丙
部
で
は
、
明
治
二
〇
年
ま
で
の
五
年
間
に
桑
苗
二
六
、
〇
五
一
本
が
植
樹

さ
れ
、
桑
葉
の
生
産
量
は
七
二
、四
三
五
貫
と
な
っ
た
。「
養
蚕
ハ
逐
年
盛
大
ナ

ル
ノ
情
況
ニ
シ
テ
、
蚕
種
ノ
精
選
、
飼
養
法
ノ
改
良
等
ニ
注
意
ス
ル
カ
如
シ
」

と
い
う
史
料
の
表
現
は
、
養
蚕
業
の
急
成
長
を
窺
わ
せ
る
。
丙
部
で
生
産
さ
れ

る
生
糸
は
、
海
外
輸
出
さ
れ
て
い
な
い
。

丁
部
で
は
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
ま
で
の
五
年
間
に
桑
苗

一
〇
、
八
〇
〇
本
が
植
樹
さ
れ
、
桑
葉
の
生
産
量
は
四
、
四
五
〇
貫
目
と
な
っ

た
。「
養
蚕
ハ
、
近
年
ニ
創
始
セ
シ
ト
雖
ト
モ
、
逐
年
、
増
加
シ
、
蚕
種
精

選
、
飼
養
法
ノ
改
良
等
ニ
意
ヲ
注
ク
モ
ノ
ア
ル
ヲ
以
テ
、
后
来
盛
ナ
ル
ニ
至
ル

ヘ
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
養
蚕
業
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
丁

部
で
も
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
始
動
し
た
と
み
ら
れ
る
。
丁
部
で
は
、
五
年
間

に
生
産
さ
れ
た
生
糸
の
約
四
分
の
一
が
、
海
外
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
。

甲
部
の
犯
罪
の
項
目
に
は
、
「
公
賣
處
分
、
二
、
三
年
前
ニ
在
リ
テ
ハ
甚
タ
多

カ
リ
シ
モ
、
漸
次
減
少
、
本
年
ノ
如
キ
、
前
年
ニ
比
ス
レ
ハ
絶
テ
ナ
シ
ト
云
フ

ベ
キ
カ
如
シ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
甲
部
と
同
様
に
乙
部
で
も
、
二
、三
年
前
、

す
な
わ
ち
明
治
十
七
（
一
八
八
四
）
年
、
明
治
十
八
年
に
は
、
松
方
デ
フ
レ
の

影
響
で
農
産
物
の
価
格
が
下
落
し
た
た
め
、
租
税
を
支
払
え
ず
公
売
処
分
を
受

の
は
、
河
沼
郡
か
ら
移
出
さ
れ
た
物
産
の
一
部
と
み
ら
れ
る
。

米
は
、
河
沼
郡
第
一
の
重
要
物
産
で
あ
り
、
移
出
量
は
、
六
万
俵
（
一
俵
は

四
斗
五
升
入
）、
移
出
額
は
十
万
円
を
超
え
た
。
農
産
物
収
穫
表
に
あ
る
明
治

十
七
（
一
八
八
四
）
年
か
ら
明
治
十
九
年
に
至
る
三
年
間
の
平
均
収
量
と
移
出

量
を
比
較
す
る
と
、
生
産
さ
れ
た
米
の
約
四
二
％
が
移
出
さ
れ
て
い
た
。
移
出

額
が
米
に
次
ぐ
の
が
、
生
糸
と
菜
種
を
原
料
と
す
る
水
油
で
あ
る
。

物
産
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
甲
部
で
は
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
ま
で
の

五
年
間
に
植
樹
さ
れ
た
桑
苗
が
九
六
、
一
三
八
本
に
達
し
、
桑
葉
の
生
産
量
は

七
五
、〇
五
〇
貫
目
に
上
っ
た
。
史
料
に
は
、「
養
蚕
ス
ル
モ
ノ
先
年
ハ
甚
タ
寡

少
ニ
シ
テ
、
多
ク
自
用
ニ
供
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
シ
カ
、
追
々
増
多
シ
、
近
年
、
海

外
輸
出
品
ヲ
モ
製
造
ス
ル
ニ
至
ル
。
故
ニ
、
器
械
ヲ
新
製
シ
、
蚕
種
ヲ
精
撰

シ
、
又
飼
養
法
等
ハ
信
夫
、
伊
逹
郡
地
方
、
練
熟
ノ
モ
ノ
ヲ
雇
ヒ
、
改
良
熱

心
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
尚
逐
年
盛
大
ニ
赴
ク
ノ
状
勢
ナ
リ
」
と
、
自
家
用
に
過
ぎ

な
か
っ
た
養
蚕
業
が
、
飼
養
法
な
ど
の
改
良
に
注
力
し
て
、
活
性
化
し
て
き
た

状
況
が
描
か
れ
て
い
る
。
甲
部
で
は
、
五
年
間
に
生
産
さ
れ
た
生
糸
の
約
半
分

が
、
海
外
に
輸
出
さ
れ
て
い
た
。

乙
部
で
は
、
明
治
二
〇
年
ま
で
の
五
年
間
に
植
樹
さ
れ
た
桑
苗
は

三
五
、六
〇
三
本
に
達
し
、
桑
葉
の
生
産
量
は
二
三
、〇
五
八
貫
余
に
上
っ
た
。

「
養
蚕
ハ
先
年
微
々
ナ
リ
シ
モ
、
追
々
盛
況
ニ
趣
キ
、
蚕
種
精
選
、
飼
養
法
改

良
ニ
意
ヲ
注
ケ
リ
」
と
い
う
記
述
は
、
養
蚕
業
が
本
格
的
に
始
動
し
た
状
況
を

う
か
が
わ
せ
る
。
乙
部
で
は
、
五
年
間
に
生
産
さ
れ
た
生
糸
の
約
三
分
の
二
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実
、
煙
草
、
綿
、
藍
、
銅
な
ど
が
、
相
当
量
生
産
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
時
代
か

ら
続
く
多
様
な
特
産
物
の
生
産
も
、
明
治
中
期
ま
で
活
況
を
呈
し
て
い
た
。

五
　
商
品
流
通

耕
地
宅
地
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
甲
部
で
収
穫
さ
れ
た
米
は
、
住
民
の
常
食
に

充
て
ら
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
河
沼
郡
の
山
間
地
方
（
丙
部
、
丁
部
）、
南
会

津
郡
西
部
、
越
後
国
東
蒲
原
郡
に
移
出
さ
れ
て
い
た
。
乙
部
で
は
、
余
剰
米
を

若
松
町
、
安
積
郡
、
安
達
郡
に
移
出
し
た
。
他
方
、
丙
部
で
は
、
不
足
す
る
飯

米
を
甲
部
の
坂
下
町
や
耶
麻
郡
喜
多
方
か
ら
移
入
し
て
い
た
。
丁
部
で
も
、
飯

米
を
甲
部
の
坂
下
町
か
ら
移
入
し
た
。
河
沼
郡
で
は
、
甲
部
で
生
産
さ
れ
た
余

剰
米
を
坂
下
町
に
集
荷
し
て
、
坂
下
町
か
ら
丙
部
、
丁
部
や
南
会
津
郡
西
部
、

東
蒲
原
郡
に
再
分
配
し
て
い
た
。
一
方
、
乙
部
の
余
剰
米
は
、
若
松
町
か
ら
安

積
郡
や
安
達
郡
に
再
分
配
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
本
郡
で
は
四
斗
二
升
入

の
叺
を
用
い
る
場
合
が
多
い
が
、
丙
部
で
は
五
斗
入
の
俵
、
乙
部
で
は
四
斗
五

升
入
の
俵
を
用
い
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

甲
部
で
生
産
さ
れ
る
小
麦
で
素
麺
を
作
り
、
若
松
町
や
喜
多
方
町
に
移
出
し

て
い
た
。
乙
部
で
生
産
さ
れ
る
大
豆
は
、
肥
料
に
充
て
る
ほ
か
は
、
若
松
町
に

移
出
し
た
。
丙
部
と
丁
部
で
生
産
さ
れ
る
蕎
麦
は
、
坂
下
町
に
移
出
さ
れ
た
。

風
俗
生
計
と
物
価
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
甲
部
で
は
、
日
用
品
の
う
ち
、
味

噌
、
醤
油
は
自
給
し
て
い
た
が
、
薪
炭
、
野
菜
、
呉
服
、
反
物
、
魚
類
、
砂

け
た
者
が
千
人
を
超
え
た
が
、
次
第
に
減
少
し
て
、
明
治
二
〇
年
に
は
僅
か
と

な
っ
た
。
丙
部
で
も
、
公
売
処
分
を
受
け
る
者
の
減
少
傾
向
が
報
告
さ
れ
て
い

る
。
丁
部
で
公
売
処
分
を
受
け
る
者
は
、
従
来
か
ら
少
な
い
。

ま
た
、
乙
部
で
は
、「
身
代
限
リ
ノ
處
分
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
、
五
、
六
年
前
ニ
在

リ
テ
ハ
、
甚
タ
多
ク
、
是
、
米
價
騰
貴
ノ
際
ニ
ア
リ
テ
、
俄
ニ
富
裕
ノ
心
ヲ
生

シ
、
従
テ
民
心
遊
惰
ニ
耽
リ
、
負
債
ヲ
重
ネ
タ
リ
。
故
ニ
償
却
ニ
困
ミ
、
終
ニ

處
分
ヲ
受
ク
ル
ニ
至
リ
シ
ナ
リ
。
然
レ
ト
モ
、
追
々
自
悟
ス
ル
カ
、
減
少
シ

テ
、
今
ハ
僅
カ
ニ
ア
ル
ノ
ミ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
身
代
限
り
と
な
っ
て
破

産
し
た
者
は
、
五
、
六
年
前
、
す
な
わ
ち
西
南
戦
争
の
影
響
で
松
方
デ
フ
レ
ま

で
続
い
た
米
価
な
ど
諸
物
価
が
高
騰
し
た
明
治
十
四
（
一
八
八
一
）
年
、
明
治

十
五
年
ま
で
多
数
発
生
し
た
が
、
明
治
二
〇
年
に
は
僅
か
と
な
っ
た
。
丙
部
で

も
、
身
代
限
り
と
な
っ
た
者
の
減
少
傾
向
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
甲
部
や
丁
部

で
身
代
限
り
と
な
っ
た
者
は
、
明
治
二
〇
年
に
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。

松
方
デ
フ
レ
の
影
響
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
河
沼
郡
に
お
け
る
生
糸
の
生
産

量
は
、
着
実
に
増
加
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
絹
織
物
や
呉
服
な
ど
の
末
端
消

費
・
最
終
需
要
が
、
河
沼
郡
と
同
様
に
全
国
で
堅
調
で
あ
っ
た
こ
と
を
背
景

に
、
一
八
八
〇
年
代
か
ら
河
沼
郡
で
も
、
坂
下
町
周
辺
の
甲
部
を
中
核
と
し

て
、
養
蚕
業
が
始
動
し
た
と
み
ら
れ
る
。

物
産
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
生
糸
の
ほ
か
に
、
甲
部
で
は
素
麺
、
煙
草
、
菜

種
、
実
綿
、
藍
な
ど
が
、
乙
部
で
は
綿
、
藍
、
菜
種
な
ど
が
、
丙
部
で
は
綿
、

藍
、
煙
草
、
楮
皮
、
紙
、
炭
、
銅
な
ど
が
、
丁
部
で
は
朝
鮮
人
参
、
薄
荷
、
漆
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地
方
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
購
入
し
て
い
た
。
乙
部
で
は
、
一
年
間
に
五
〇
頭
の
馬
を

秋
彼
岸
に
若
松
馬
市
で
購
入
し
た
。

六
　
労
働
需
要

雑
件
の
項
目
で
は
、
越
後
な
ど
か
ら
甲
部
に
出
稼
ぎ
に
来
る
酒
造
家
・
油
搾

稼
・
車
夫
・
農
家
稼
、
越
後
か
ら
丁
部
に
来
る
日
雇
稼
の
姿
を
捉
え
て
い
る
。

乙
部
で
報
告
さ
れ
て
い
る
「
他
国
ヨ
リ
出
稼
ニ
来
ル
モ
ノ
ハ
、
大
工
及
農
家
稼

等
」、
丙
部
で
報
告
さ
れ
て
い
る
「
他
ヨ
リ
出
稼
ニ
来
ル
モ
ノ
ハ
、
日
雇
稼
、

車
夫
等
」
も
、
主
と
し
て
越
後
国
か
ら
来
る
労
働
者
と
み
て
よ
い
。
　

河
沼
郡
農
工
及
諸
雇
賃
銭
表
に
よ
れ
ば
、
農
作
日
雇
の
賃
銭
は
、
男
性
が
八

銭
、
女
性
が
六
銭
、
養
蚕
の
賃
銭
は
、
男
性
が
十
銭
、
女
性
が
八
銭
で
あ
る
。

南
会
津
郡
と
同
様
、
農
作
日
雇
と
養
蚕
の
項
目
が
併
記
さ
れ
て
、
後
者
の
賃
銭

が
前
者
を
上
回
っ
て
い
る
の
は
、
養
蚕
業
の
急
成
長
を
示
唆
し
て
い
る
。
蚕
が

四
齢
、
五
齢
（
終
齢
）
と
な
る
時
期
に
は
、
昼
夜
を
問
わ
ず
桑
葉
を
与
え
続
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
過
酷
な
労
働
環
境
の
た
め
、
養
蚕
日
雇
の
賃
金
が
割
高
に

な
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

一
方
、
大
工
の
賃
金
は
十
三
銭
三
厘
、
油
搾
職
の
賃
銭
が
十
八
銭
、
酒
造
稼

人
の
賃
金
が
十
二
銭
五
厘
、
日
雇
人
足
の
賃
銭
が
十
五
銭
で
あ
り
、
い
ず
れ
も

農
作
日
雇
や
養
蚕
の
賃
銭
を
上
回
っ
て
い
る
。
農
作
日
雇
の
扶
持
、
す
な
わ
ち

食
事
は
、
雇
主
が
給
与
す
る
慣
習
で
あ
っ
た
。

糖
、
絹
布
を
部
外
か
ら
移
入
し
て
い
た
。
北
会
津
郡
か
ら
移
入
す
る
野
菜
は
、

高
値
で
あ
っ
た
（
２
）

。
建
築
用
の
木
材
は
、
丙
部
、
丁
部
、
南
会
津
郡
、
お
よ

び
大
沼
郡
か
ら
購
入
し
た
。

乙
部
で
は
、
日
用
必
需
品
の
う
ち
、
味
噌
、
醤
油
、
野
菜
、
呉
服
、
反
物
の

五
～
六
割
を
、
魚
類
や
絹
布
は
そ
の
多
く
を
部
外
か
ら
移
入
し
て
い
た
。
薪
炭

は
、
山
間
の
数
か
村
が
、
若
松
町
に
移
出
し
て
い
た
が
、
そ
れ
以
外
の
村
々
は

部
外
か
ら
移
入
し
た
。
建
築
用
の
木
材
の
多
く
は
、
部
外
か
ら
移
入
し
た
。

丙
部
で
は
、
日
用
必
需
品
の
う
ち
、
味
噌
、
醤
油
、
薪
炭
を
自
給
し
て
い
た

が
、
塩
、
砂
糖
、
呉
服
、
反
物
、
魚
類
、
絹
布
を
部
外
か
ら
移
入
し
た
。
多
く

の
野
菜
が
必
要
な
場
合
に
は
、
坂
下
町
か
ら
購
入
し
た
。
建
築
用
の
木
材
は
、

部
内
で
自
弁
し
た
。

丁
部
で
は
、
日
用
必
需
品
の
う
ち
、
味
噌
、
醤
油
、
野
菜
を
自
給
し
て
い
た

が
、
多
く
の
味
噌
、
醤
油
、
野
菜
が
必
要
な
場
合
や
呉
服
、
反
物
、
魚
類
、
絹

布
を
部
外
か
ら
移
入
し
た
。
坂
下
町
か
ら
購
入
す
る
野
菜
は
高
値
で
あ
っ
た
。

建
築
用
の
木
材
は
、
多
く
を
部
内
で
自
弁
し
た
が
、
大
沼
郡
か
ら
移
入
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
。

物
産
の
項
目
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
五
年
か
ら
十
九
年
に
生
産
さ
れ
た
甲
部
の

生
糸
一
三
四
梱
と
乙
部
の
生
糸
七
個
が
海
外
輸
出
さ
れ
た
。
こ
の
五
年
間
に
丙

部
と
丁
部
で
生
産
さ
れ
た
生
糸
は
、
海
外
輸
出
さ
れ
て
い
な
い
。

甲
部
で
は
、
一
年
間
に
四
〇
頭
の
馬
を
南
部
ま
た
は
三
春
地
方
か
ら
、
丙
部

で
は
、
一
年
間
に
三
〇
頭
の
馬
を
青
森
県
か
ら
、
丁
部
で
も
馬
を
南
部
、
三
春
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治
中
期
ま
で
、
本
郡
に
お
け
る
社
会
増
減
は
僅
か
で
あ
っ
た
。

河
沼
郡
で
は
、
総
人
口
の
一
％
、
総
戸

数
の
二
％
が
士
族
で
あ
る
（
表
６
）。
本

郡
に
お
け
る
一
戸
当
た
り
の
人
数
は
、
平

民
が
六
．
〇
人
、
士
族
が
四
．
二
人
で
あ

る
。
平
民
と
比
較
す
る
と
士
族
の
一
戸
当

た
り
の
人
数
は
小
さ
い
。
平
民
一
戸
当
た

り
の
人
数
は
、
甲
部
で
五
．
六
人
、
乙
・

丙
・
丁
部
で
は
六
人
を
超
え
る
。
平
民
の

一
戸
当
た
り
の
人
数
は
、
市
街
地
で
あ
る

坂
下
町
を
含
む
甲
部
が
少
な
く
、
周
辺
部

で
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

衛
生
の
項
目
に
報
告
さ
れ
て
い
る
明
治

十
九
年
の
出
生
数
、
死
亡
数
を
町
村
戸
口

地
租
の
項
目
に
あ
る
同
年
末
の
本
籍
人
口

で
除
し
て
求
め
た
河
沼
郡
に
お
け
る
粗
出

生
率
は
二
五
‰
、
粗
死
亡
率
は
十
七
‰
、

自
然
増
加
率
は
八
‰
で
あ
る
。
一
方
、
甲

部
に
お
け
る
粗
出
生
率
は
二
二
‰
、
粗
死

亡
率
は
十
七
‰
、
自
然
増
加
率
は
五
‰
、

乙
部
に
お
け
る
粗
出
生
率
は
二
六
‰
、
粗

七
　
人
口
構
造

町
村
戸
口
地
租
の
各
項
目
か
ら
合
算
し
た
河
沼
郡
に
お
け
る
総
人
口
：

三
七
、六
七
四
人
は
、『
明
治
十
九
年
、
二
十
年
　
福
島
縣
統
計
書
』
に
掲
載
さ

れ
て
い
る
明
治
十
九
（
一
八
八
六
）
年
十
二
月
末
の
河
沼
郡
に
お
け
る
本
籍
人

口
：
三
八
、
〇
一
八
人
よ
り
三
四
四
人
少
な
く
、
総
戸
数
：
六
、
三
四
八
戸
は
、

本
籍
戸
数
：
六
、
三
五
一
戸
よ
り
三
戸
少
な
い
。
両
史
料
の
人
口
と
戸
数
に
齟

齬
が
み
ら
れ
る
が
、「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
調
」
と
「
大
沼
郡
　
民
度
區
域

調
進
達
書
」
の
総
人
口
・
戸
数
が
、『
明
治
十
九
年
、
二
十
年
　
福
島
縣
統
計

書
』
の
本
籍
人
口
・
戸
数
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
た
め
、
本
史
料
に
掲
載
さ
れ
て
い

る
人
口
・
戸
数
も
、
明
治
十
九
年
末
の
本
籍
人
口
・
戸
数
と
考
え
た
い
（
川
口
、

二
〇
二
〇
、二
〇
二
一
Ａ
）。

『
明
治
十
九
年
・
二
十
年
　
福
島
縣
統
計
書
』
に
よ
れ
ば
、
明
治
十
九
年

十
二
月
三
一
日
の
河
沼
郡
に
お
け
る
本
籍
人
口
：
三
八
、
〇
一
八
人
と
現
住

人
口
：
三
七
、
六
一
六
人
の
差
は
四
〇
二
人
で
あ
る
（
福
島
縣
、
一
八
八
九
：

二
九
頁
）。
本
籍
人
口
と
現
住
人
口
の
差
は
、
転
出
者
が
一
、
〇
〇
四
人
（
管

外
へ
の
出
寄
留
：
一
八
二
人
、
管
内
へ
の
出
寄
留
：
三
二
五
人
、
陸
海
軍
在
営

在
艦
者
：
三
三
人
、
逃
亡
失
踪
：
四
六
四
人
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
転
入

者
が
六
〇
二
人
（
管
外
か
ら
の
入
寄
留
：
二
四
六
人
、
管
内
か
ら
の
入
寄
留
：

三
五
六
人
）
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
（
福
島
縣
、
一
八
八
九
：
六
一
頁
）。
明

表６　明治 19（1886）年の河沼郡における人口

区域 平民人口（戸数） 士族人口（戸数）合計人口（合計戸数）
士族人口構成比

（士族戸数構成比）

平民 1戸
当たり
人数

士族 1戸
当たりの
人数

甲部 15,353 人（2,729 戸） 310 人（75 戸） 15,663 人（2,804 戸） 2.0%（2.7%） 5.6 人 4.1 人

乙部 9,013 人（1,461 戸） 165 人（42 戸） 9,178 人（1,503 戸） 1.8%（2.8%） 6.2 人 3.9 人

丙部 9,138 人（1,434 戸） 44 人（7 戸） 9,182 人（1,451 戸） 0.5%（0.5%） 6.4 人 6.3 人

丁部 3,638 人（587 戸） 13 人（3 戸） 3,651 人（590 戸） 0.4%（0.5%） 6.2 人 4.3 人

合計 37,142 人（6,211 戸） 532 人（127 戸） 37,674 人（6,348 戸） 1.4%（2.0%） 6.0 人 4.2 人

史料） 「民度調之義ニ付内申（河甲一九三三號）」（福島県歴史資料館所蔵「明治二十年七月、一種庶第二号、
民度區畫調上申綴　庶務課」明治・大正期福島県庁文書、資料番号：1059 所収）
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会
経
済
の
変
化
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
河
沼
郡
の
本
籍
人
口
は
、
明
治
十
三

（
一
八
八
〇
）
年
に
三
六
、
七
七
三
人
で
あ
っ
た
が
、
明
治
十
九
年
末
に
は

三
八
、
〇
一
八
人
と
な
っ
た
（
福
島
縣
、
一
八
九
〇
：
十
三
頁
）。
六
年
間
の
人

口
増
加
率
は
三
．
四
％
に
達
し
た
。
そ
の
た
め
、
本
史
料
が
描
く
明
治
中
期
の

日
常
生
活
は
、
人
口
増
加
が
始
動
し
た
時
期
の
状
況
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

明
治
中
期
に
は
、
呉
服
、
太
物
、
塩
を
は
じ
め
と
す
る
多
様
な
物
産
が
、
郡

外
か
ら
河
沼
郡
に
移
入
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
う
ち
太
物
の
移
入
額
は
、
主
要
物

品
の
合
計
金
額
の
四
七
％
に
相
当
す
る
五
万
円
に
の
ぼ
る
。
生
活
必
需
品
と
は

言
え
な
い
膨
大
な
量
の
砂
糖
の
移
入
は
、
末
端
消
費
・
最
終
需
要
が
堅
調
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
一
方
、
江
戸
時
代
か
ら
本
郡
を
代
表
す
る
特

産
物
で
あ
っ
た
米
、
水
油
、
紙
な
ど
の
移
出
、
煙
草
、
綿
、
藍
な
ど
の
生
産
も

堅
調
で
あ
っ
た
。
養
蚕
を
行
う
者
が
少
な
か
っ
た
本
郡
で
も
、「
養
蚕
ス
ル
モ

ノ
先
年
ハ
甚
タ
寡
少
ニ
シ
テ
、
多
ク
自
用
ニ
供
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
シ
カ
、
追
々
増

多
シ
、
近
年
、
海
外
輸
出
品
ヲ
モ
製
造
ス
ル
ニ
至
ル
（
甲
部
）」、「
養
蚕
ハ
先

年
微
々
ナ
リ
シ
モ
、
追
々
盛
況
ニ
趣
キ
（
乙
部
）」、「
養
蚕
ハ
、
近
年
ニ
創
始

セ
シ
ト
雖
ト
モ
、
逐
年
、
増
加
シ
（
丁
部
）」
と
い
っ
た
本
史
料
の
指
摘
は
重

要
で
あ
る
。
松
方
デ
フ
レ
の
影
響
を
脱
し
て
い
な
い
時
期
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

河
沼
郡
と
同
様
、
全
国
で
呉
服
や
反
物
な
ど
の
末
端
消
費
・
最
終
需
要
が
堅

調
で
あ
っ
た
こ
と
を
背
景
に
、
内
外
市
場
に
向
け
た
養
蚕
業
が
、
河
沼
郡
で
も

一
八
八
〇
年
代
に
始
動
し
た
と
み
ら
れ
る
。
越
後
国
な
ど
か
ら
出
稼
ぎ
に
来
る
農

死
亡
率
は
十
六
‰
、
自
然
増
加
率
は
一
〇
‰
、
丙
部
に
お
け
る
粗
出
生
率
は

二
七
‰
、
粗
死
亡
率
は
十
七
‰
、
自
然
増
加
率
は
一
〇
‰
、
丁
部
に
お
け
る
粗

出
生
率
は
二
五
‰
、
粗
死
亡
率
は
二
〇
‰
、
自
然
増
加
率
は
五
‰
と
な
る
。
坂

下
町
を
含
む
甲
部
で
は
、
粗
出
生
率
が
乙
・
丙
・
丁
部
よ
り
低
い
た
め
、
自
然

増
加
率
も
周
辺
部
よ
り
低
く
な
っ
て
い
る
。

戸
口
の
増
加
の
要
因
を
甲
部
で
は
「
戸
籍
調
ノ
密
ナ
ル
ニ
依
ル
」、
乙
部
で

は
「
調
査
ノ
周
密
ナ
ル
ニ
依
ル
」、
丙
部
で
は
「
戸
籍
調
査
ノ
密
ナ
ル
ニ
依

ル
」、
丁
部
で
も
「
戸
籍
調
査
ノ
周
密
ナ
ル
ニ
依
ル
」
と
記
し
て
い
る
点
に
は

注
意
し
た
い
。「
大
沼
郡
　
民
度
區
域
調
進
達
書
」
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
漏
籍
編
入
出
願
の
増
加
が
、
自
然
増
加
と
と
も
に
人
口
増
加
の
一
因
と

な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
（
川
口
　
二
〇
二
一
Ａ
）。

衛
生
の
項
目
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
結
婚
年
齢
は
、
甲
部
の
男
性
：
十
九
歳
、

女
性
：
十
七
、
八
歳
、
乙
部
の
男
性
：
十
九
歳
、
女
性
：
十
七
、
八
歳
、
丙
部

の
男
性
：
二
〇
歳
、
女
性
：
十
七
、
八
歳
、
丁
部
の
男
性
：
十
九
歳
、
女
性
：

十
七
、
八
歳
と
記
さ
れ
て
い
る
。
早
婚
は
、
本
郡
に
お
け
る
人
口
再
生
産
構
造

の
地
域
的
特
徴
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
明
治
二
〇
（
一
八
八
七
）
年
に
河
沼
郡
長
が
福
島
縣
知
事
に

進
達
し
た
「
民
度
調

　
河
沼
郡
」
に
も
と
づ
い
て
、
明
治
中
期
に
生
じ
た
社
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明
治
二
〇
年
「
民
度
調

　
河
沼
郡
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

明
治
二
〇
年
「
民
度
調

　
河
沼
郡
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

ク
シ
ョ
ン
）
に
よ
れ
ば
、
河
沼
郡
長
に
任
命
さ
れ
た
の
が
明
治
十
九
年
八
月
二
八

日
で
あ
る
。「
官
報
」
第
二
二
七
三
号
、
明
治
二
四
年
一
月
二
九
日
（
国
会
図
書
館

デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
）
に
よ
れ
ば
、
北
会
津
郡
長
に
任
命
さ
れ
た
の
が
明
治

二
四
年
一
月
二
八
日
で
あ
る
。

（
２
） 

甲
部
や
乙
部
に
野
菜
を
供
給
し
た
北
会
津
郡
の
村
は
、
阿
賀
川
右
岸
の
旧
会
津
藩

高
久
組
に
所
属
す
る
門
田
、
神
指
、
川
南
、
舘
ノ
内
、
荒
井
と
い
っ
た
村
々
と
み

ら
れ
る
（
川
口
、
二
〇
二
二
）
。
高
久
組
幕
内
村
の
佐
瀬
与
次
右
衛
門
と
娘
婿
・

林
右
衛
門
が
著
し
た
『
会
津
農
書
』、
『
会
津
歌
農
書
』、『
会
津
農
書
附
録
』、『
幕

内
農
業
記
』
に
も
と
づ
き
、
茄
子
、
練
馬
大
根
、
瓜
、
ホ
ウ
レ
ン
ソ
ウ
な
ど
新
種

の
作
物
が
関
東
地
方
か
ら
導
入
さ
れ
て
、
若
松
な
ど
に
野
菜
を
供
給
す
る
「
菜
園

場
」
と
呼
ば
れ
る
都
市
近
郊
農
村
と
も
い
う
べ
き
村
落
に
変
容
を
遂
げ
た
時
期

は
、
十
七
世
紀
末
の
元
禄
期
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
佐
々
木
、
二
〇
二
一
）。

参
考
文
献

・
川
口
　
洋
（
二
〇
二
〇
）「
明
治
二
十
年
「
南
會
津
郡
　
民
度
区
域
取
調
」
と
そ
の
作

成
に
関
わ
る
史
料
」
帝
塚
山
大
学
文
学
部
紀
要
、
第
四
一
号
、
一
三
～
四
八
頁
。

・
川
口
　
洋
（
二
〇
二
一
Ａ
）「
明
治
二
十
年
「
大
沼
郡
　
民
度
區
域
調
進
達
書
」
と
そ
の

作
成
に
関
わ
る
史
料
」
帝
塚
山
大
学
文
学
部
紀
要
、
第
四
二
号
、
三
九
～
七
八
頁
。

・
川
口
　
洋
（
二
〇
二
一
Ｂ
）「
天
明
期
の
冷
害
に
伴
う
人
口
変
動
」
井
上
　
孝
・
和
田

光
平
編
『
自
然
災
害
と
人
口
』
原
書
房
、
二
七
～
五
〇
頁
。

・
川
口
　
洋
（
二
〇
二
二
）「
北
會
津
郡
の
民
度
區
域
調
（
明
治
二
〇
年
）
と
そ
の
作
成

に
関
わ
る
史
料
」
帝
塚
山
大
学
文
学
部
紀
要
、
第
四
三
号
、
二
五
～
八
二
頁
。

・
佐
々
木
長
生
（
二
〇
二
一
）「
『
会
津
農
書
』
に
み
る
関
東
地
方
か
ら
の
農
法
の
導
入
　

～
農
書
が
語
る
人
と
農
作
物
の
交
流
～
」
下
野
民
俗
、
第
五
四
号
、
二
～
十
四
頁
。

・
福
島
縣
（
一
八
八
九
）
『
明
治
十
九
年
、
仝
二
十
年
　
福
島
縣
統
計
書
』。

・
福
島
縣
（
一
八
九
〇
）『
明
治
二
十
二
年
　
福
島
縣
人
員
統
計
書
　
全
』。

家
稼
、
養
蚕
日
雇
、
大
工
な
ど
は
、
生
産
活
動
の
活
性
化
に
伴
う
労
働
需
要
の

拡
大
を
裏
付
け
て
い
る
。

検
討
の
結
果
、
河
沼
郡
に
お
け
る
末
端
消
費
・
最
終
需
要
の
拡
大
、
生
産
活

動
の
活
性
化
、
商
品
流
通
の
活
性
化
、
労
働
需
要
の
拡
大
と
い
っ
た
一
連
の
地

域
変
化
を
史
料
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
た
。
本
郡
で
も
確
認
で
き
る
早
婚

の
慣
習
は
、
労
働
需
要
に
応
じ
て
、
出
生
力
を
調
整
す
る
こ
と
の
で
き
る
必
要

条
件
の
一
つ
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
社
会
経
済
的
状
況
の
も
と
で
、
人
口

増
加
が
始
ま
っ
た
と
理
解
し
た
い
。

謝
辞
　
筆
者
は
天
明
三
年
の
大
凶
作
に
伴
う
死
亡
危
機
に
関
す
る
論
考
を
執

筆
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
（
川
口
、
二
〇
二
一
Ｂ
）。
飢
饉
時
の
救
慌
食
を
調

べ
て
い
る
う
ち
に
、
故
黒
崎
千
晴
先
生
か
ら
本
史
料
に
記
録
さ
れ
て
い
る
主
食

の
地
域
差
に
つ
い
て
御
教
示
い
た
だ
い
た
こ
と
が
、
記
憶
の
底
か
ら
蘇
っ
た
。

平
成
三
〇
年
晩
秋
、
福
島
県
歴
史
資
料
館
の
御
厚
情
に
よ
り
、
本
史
料
の
写

真
撮
影
を
許
さ
れ
た
。
本
史
料
の
紹
介
が
今
に
な
っ
た
こ
と
を
お
詫
び
す
る
と

と
も
に
、
改
め
て
学
恩
に
深
謝
し
た
い
。
翻
刻
に
あ
た
り
、
石
堂
詩
乃
先
生
、

鈴
木
明
子
先
生
か
ら
懇
切
に
御
教
示
い
た
だ
い
た
。
会
津
若
松
市
立
図
書
館
に

は
、
関
連
史
料
に
つ
い
て
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

注（
１
） 「
官
報
」
第
九
五
一
号
、
明
治
十
九
年
八
月
三
一
日
（
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
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明
治
二
〇
年
「
民
度
調
　
河
沼
郡
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
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料

明
治
二
〇
年
「
民
度
調
　
河
沼
郡
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

治
・
大
正
期
福
島
県
庁
文
書
：
一
〇
五
九
、「
明
治
二
十
年
七
月
、
一
種
庶
第

二
号
、
民
度
區
畫
調
上
申
綴
　
庶
務
課
」
所
収
）

河
乙
第
八
四
四
號

此
郡
民
度
調
之
儀
ニ
付
テ
ハ
、
過
般
出
県
之
際
、
御
談
示
シ
有
之
、
尚
ホ
一
庶

第
二
九
七
號
、
御
申
越
之
趣
モ
候
間
、
取
調
候
處
、
細
カ
ニ
情
況
ヲ
挙
ク
ル
時

ハ
、
其
趣
キ
数
箇
有
之
候
得
共
、
先
ツ
以
テ
郡
内
ヲ
大
別
ス
ル
處
、
別
紙
之
通

ニ
候
間
、
宜
敷
御
領
知
相
成
度
、
此
段
御
回
答
旁
申
進
候
也
。

明
治
二
十
年
七
月
十
七
日
　
福
嶋
県
河
沼
郡
長
　
吉
見
　
輝
　
㊞

第
一
部
長

福
嶋
県
書
記
官
　
永
峯
彌
吉
殿
』

　
　
　
　
　
　
河
沼
郡
民
度
調

河
沼
郡
ハ
、
東
西
ニ
延
ヒ
南
北
ニ
縮
ミ
、
東
邊
平
坦
、
西
部
ハ
山
岳
多
シ
。
之

レ
ヲ
大
別
ス
レ
ハ
、
飯
谷
ノ
山
脈
ヨ
リ
藤
峠
ニ
及
ヒ
、
夫
ヨ
リ
只
見
川
ノ
川
流

ニ
亘
リ
テ
東
西
ヲ
分
畫
シ
、
其
東
部
ノ
内
ニ
於
テ
、
大
川
ノ
流
域
又
之
レ
ヲ
中

断
シ
、
大
川
東
ハ
村
数
二
十
六
ア
リ
、
内
十
四
ケ
村
ハ
維
新
前
代
田
村
ノ
代
官

所
、
之
レ
ヲ
支
配
シ
、
代
田
組
ト
称
シ
、
仝
十
二
ケ
村
ハ
耶
麻
郡
塩
川
村
代
官

所
ノ
支
配
ニ
属
シ
、
笈
川
組
ト
称
ス
。
地
㔟
ハ
耶
麻
、
北
會
津
ノ
両
郡
ニ
挟
マ

リ
、
東
端
ノ
両
三
村
ハ
、
瀧
澤
村
ノ
山
麓
又
ハ
大
野
原
ニ
沿
ト
雖
ト
モ
、
其
他

ハ
都
テ
耕
田
萬
頃
、
一
ノ
凹
凸
ナ
ク
、
日
橋
、
溷
等
ノ
川
流
灌
漑
ニ
便
ス
。
故

明
治
二
〇
年
「
河
沼
郡
　
民
度
調
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

翻
刻

凡
例

・ 

原
文
の
表
記
は
、
原
則
と
し
て
、
漢
字
は
常
用
漢
字
を
、
仮
名
は
通
行
の

字
体
を
用
い
た
。
常
用
漢
字
以
外
の
文
字
、「
ヽ
」、「
ヰ
」、「
雞
」
は
、

原
文
ど
お
り
と
し
た
。

・
合
字
は
「
ゟ
」（
よ
り
）
を
除
き
現
行
の
仮
名
に
改
め
た
。

・「
ヿ
」
は
、「
コ
ト
」
と
表
記
し
た
。

・ 

文
字
の
配
置
は
な
る
べ
く
原
史
料
に
合
わ
せ
た
が
、
読
解
の
便
を
考
慮
し

て
調
整
し
た
。
と
く
に
、
長
文
の
改
行
位
置
は
、
本
誌
に
合
わ
せ
て
変
更

し
た
。

・
読
解
の
便
を
考
慮
し
て
、
句
読
点
を
付
し
た
。

・
押
印
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、「
㊞
」
と
表
記
し
た
。

・
丁
替
え
は
、「
』」
で
示
し
た
。

・
史
料
は
綴
順
に
配
列
し
た
。

翻
刻

【
史
料
一
】「
河
乙
第
八
四
四
號

　
河
沼
郡
民
度
調
」（
河
沼
郡
長
か
ら
第
一
部

長
へ
の
進
達
）
、
明
治
二
十
年
七
月
十
七
日
（
福
島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
明
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明
治
二
〇
年
「
民
度
調

　
河
沼
郡
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

明
治
二
〇
年
「
民
度
調

　
河
沼
郡
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

ノ
外
ハ
、
山
林
ノ
収
』
利
ヲ
以
テ
生
活
ト
シ
、
屋
敷
、
下
谷
、
正
中
等
ノ
諸
村

ハ
、
殊
ニ
偏
陬
、
一
ノ
産
業
ナ
ク
、
只
、
銀
、
銅
、
鉛
ノ
礦
山
ア
リ
。
適
々
坑

業
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
資
本
ニ
乏
シ
ク
、
是
又
未
タ
微
々
ト
シ

テ
起
ラ
ス
。
生
業
最
モ
困
難
ノ
地
方
ト
ス
。
民
情
ハ
概
シ
テ
、
氣

慨

（
概
の
誤
記
カ
）ア

リ

ト
雖
ト
モ
、
進
度
ハ
東
部
大
川
東
ニ
亜
ク
モ
ノ
ト
ス
。

以
上
四
分
セ
シ
處
ヲ
以
テ
、
民
度
ノ
進
否
ヲ
舉
ク
ル
時
ハ
、
先
ツ
以
テ
東
部
中

大
川
西
坂
下
方
部
ヲ
甲
ト
シ
、
大
川
東
ヲ
以
テ
乙
ト
シ
、
西
部
十
九
ケ
村
ヲ
丙

ト
シ
、
柳
津
村
方
部
九
ケ
村
ヲ
以
テ
丁
ト
ス
ベ
キ
モ
ノ
ト
ス
。
依
テ
尚
ホ
其
區

畫
ヲ
判
瞭
ス
ル
為
メ
、
別
紙
略
図
ニ
分
色
シ
、
添
付
ス
ル
コ
ト
如
此
。』

【
史
料
二
】「
河
乙
第
一
四
四
六
號
」（
河
沼
郡
長
か
ら
福
島
縣
第
一
部
長
宛
の

進
達
）、
明
治
二
十
年
十
一
月
二
十
二
日
（
福
島
県
歴
史
資
料
館
所
蔵
、
明

治
・
大
正
期
福
島
県
庁
文
書
：
一
〇
五
九
、「
明
治
二
十
年
七
月
、
一
種
庶
第

二
号
、
民
度
區
畫
調
上
申
綴
　
庶
務
課
」
所
収
）

河
乙
第
一
四
四
六
號
　

民
度
區
域
調
書
之
儀
ニ
付
、
一
庶
第
五
九
四
號
御
照
會
之
處
、
去
ル
十
八
日
、

河
甲
第
一
九
三
三
号
ヲ
以
テ
進
達
致
候
条
、
御
領
知
相
成
度
、
此
段
及
御
回
答

候
也
。

　
明
治
二
十
年
十
一
月
二
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
島
縣
河
沼
郡
長

　
吉
見

　
輝

　

ニ
人
民
ハ
多
ク
耕
耘
ヲ
専
ラ
ト
シ
、
近
来
傍
ラ
蚕
糸
ノ
業
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
ヲ

見
ル
。
民
情
ハ
少
シ
ク
慓
悍
ノ
向
ア
ル
モ
、
稍
開
進
』
ノ
方
タ
リ
。

大
川
西
ハ
一
町
四
拾
五
ケ
村
ニ
シ
テ
、
其
内
一
町
十
五
ケ
村
ハ
坂
下
組
、
仝

十
六
ケ
村
ハ
牛
澤
組
ト
唱
ヒ
、
共
ニ
坂
下
代
官
所
之
レ
ヲ
支
配
シ
、
仝
十
四
ケ

村
ハ
青
津
組
ト
称
シ
、
北
會
津
郡
髙
久
代
官
所
ノ
支
配
ニ
属
シ
、
是
又
耕
土
多

ク
、
農
業
ヲ
専
ラ
ト
シ
、
輓
近
、
青
木
、
青
津
、
坂
下
、
牛
川
邊
、
蚕
業
ヲ

為
ス
者
増
加
シ
、
且
ツ
坂
下
町
ハ
縣
道
ニ
沿
ヒ
、
本
郡
第
一
ノ
駅
次
ナ
ル
ヲ
以

テ
、
商
賣
並
列
、
人
馬
輻
輳
シ
、
又
行
旅
ハ
多
ク
、
物
貨
ノ
運
輸
ハ
繁
シ
。
為

メ
ニ
該
地
沿
村
細
民
ハ
、
陸
運
業
ニ
従
事
ス
ル
モ
ノ
多
ク
、
民
心
ハ
概
シ
テ
浮

薄
ノ
方
ナ
ル
モ
、
民
度
ノ
進
捗
ハ
郡
内
ニ
冠
タ
ル
ベ
シ
。

旧
牛
澤
組
ノ
内
、
細
八
山
ヨ
リ
気
多
宮
村
七
折
峠
ノ
峻
坂
ヲ
越
ヘ
、
柳
津
村
ノ

方
部
九
ケ
村
ハ
、
郡
ノ
西
南
隅
ニ
位
シ
、』
飯
谷
山
ノ
南
麓
ト
細
八
山
ノ
背
後

ニ
係
リ
、
自
ラ
其
趣
ヲ
異
ニ
ス
。
地
形
ハ
山
間
ニ
シ
テ
、
耕
土
少
ナ
ク
、
人
民

過
半
、
山
野
ノ
拾
利
ト
、
大
沼
郡
軽
井
澤
銀
山
、
礦
業
用
塩
、
其
他
運
貨
ノ
業

ヲ
以
テ
生
活
ト
ス
。
故
ニ
面
積
狭
シ
ト
雖
ト
モ
、
茲
ニ
一
部
ヲ
為
シ
、
民
情
質

朴
、
開
進
ノ
氣
ニ
乏
シ
ク
、
民
度
ハ
坂
下
方
部
ニ
比
シ
、
幾
分
ヲ
譲
ル
モ
ノ
ト
ス
。

西
部
、
即
チ
飯
谷
山
及
只
見
川
ヲ
以
テ
断
畫
ス
ル
處
ノ
以
西
十
九
ケ
村
ニ
至
リ

テ
ハ
、
旧
藩
制
ニ
於
テ
野
澤
村
ニ
代
官
所
ア
リ
。
野
澤
組
ト
海
道
組
ヲ
支
配

シ
、
山
岳
最
モ
甚
シ
ク
、
野
澤
、
上
野
尻
、
群
岡
ノ
三
村
、
越
後
ニ
達
ス
ル
縣

道
驛
路
ニ
係
リ
、
人
家
稍
々
稠
密
ナ
ル
モ
、
其
他
ハ
都
テ
山
間
ニ
僻
在
シ
、
人

煙
稀
疎
、
耕
土
隨
テ
少
シ
。
故
ニ
野
澤
、
群
岡
等
ニ
出
テ
、
陸
運
業
等
ヲ
営
ム
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只
見
ノ
巨
川
ヲ
以
テ
東
西
ニ
分
カ
レ
、
其
東
ニ
於
テ
大
川
ノ
流
域
之
レ
ヲ
二
分

シ
、
西
ヲ
甲
部
ト
シ
、
東
ヲ
乙
部
ト
ナ
ス
。
又
只
見
川
ノ
西
ハ
丙
部
ニ
シ
テ
、

其
南
方
飯
谷
、
藤
ヲ
境
シ
、
一
小
部
ア
リ
。
其
地
、
東
北
ハ
七
折
峠
、
細
八
山

ヲ
以
テ
甲
部
ニ
隣
リ
、
飯
谷
山
ノ
南
麓
ニ
シ
テ
之
レ
ヲ
丁
部
ト
ナ
ス
。』

　
　
　
　
河
沼
郡
甲
部

　
　
　
　
　
（
一
）
気
候

極
寒
三
十
五
度
、
一
月
下
旬
ノ
交
。
極
暑
九
十
三
度
、
七
月
下
旬
ノ
交
。

冬
北
風
多
ク
、
北
風
最
モ
寒
烈
ナ
リ
。

夏
南
風
多
ク
、
南
風
恒
ニ
炎
熱
ナ
リ
。

東
風
ハ
雨
ヲ
醸
シ
、
西
風
ハ
多
ク
晴
ル
。

概
ネ
十
月
下
旬
ヨ
リ
霜
、
十
二
月
初
旬
ヨ
リ
雪
降
リ
、
一
月
下
旬
頃
積
雪
、
三

月
下
旬
悉
ク
融
解
シ
、
四
月
頃
ヨ
リ
ハ
雪
霜
降
ラ
ス
。
春
季
四
月
、
秋
季
十
月

ノ
頃
、
雨
濕
ノ
為
メ
、
水
害
ヲ
ナ
ス
コ
ト
ア
リ
。

　
　
　
　
　
（
二
）
地
形

西
方
半
ハ
、
只
見
川
ヲ
以
テ
丙
部
ト
境
シ
、
其
半
ハ
細
八
ノ
山
脈
ヲ
以
テ
丁
部

ト
境
ヲ
画
セ
リ
。
大
川
其
東
』
北
ノ
二
方
ヲ
流
レ
、
東
ハ
乙
部
ニ
、
北
ハ
耶
麻

郡
ニ
隣
リ
、
南
方
ハ
耕
地
大
沼
郡
ニ
連
接
セ
リ
。

本
部
ハ
、
一
望
ノ
耕
地
ニ
シ
テ
、
山
嶺
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
西
方
ニ
髙
寺
山
ア
リ

（
小
山
ニ
シ
テ
、
抽
海
ノ
測
量
ナ
シ
。）

幅
凡
十
間
以
上
ノ
川
、
大
川
、
只
見
川
、
鶴
沼
川
ノ
三
線
ア
リ
。
内
只
見
川
ヲ

　
　
　
　
第
一
部
長

　
　
　
　
福
島
縣
書
記
官
　
永
峰
彌
吉
殿
』

【
史
料
三
】「
河
甲
第
一
九
三
三
號
　
民
度
調
之
儀
ニ
付
内
申
」（
河
沼
郡
長
か

ら
福
島
縣
知
事
宛
の
進
達
）、
明
治
二
十
年
十
一
月
十
七
日
（
福
島
県
歴
史
資

料
館
所
蔵
、
明
治
・
大
正
期
福
島
県
庁
文
書
：
一
〇
五
九
、「
明
治
二
十
年
七

月
、
一
種
庶
第
二
号
、
民
度
區
畫
調
上
申
綴
　
庶
務
課
」
所
収
）

河
甲
第
一
九
三
三
號

　
　
　
民
度
調
之
義
ニ
付
内
申

庶
秘
第
二
號
ヲ
以
テ
訓
令
相
成
候
民
度
區
域
調
之
義
、
別
冊
之
通
、
取
調
進
達

候
。
此
段
及
内
申
候
也
。

　
明
治
二
十
年
十
一
月
十
七
日
　
　
福
島
縣
河
沼
郡
長
　
吉
見
　
輝
　
㊞

　
　
　
　
福
島
縣
知
事
　
折
田
平
内
殿
』

民
度
調
』

　
　
　
　
河
沼
郡

本
郡
ハ
、
東
西
ニ
延
ヒ
、
南
北
ニ
縮
ミ
、
東
邊
ハ
平
坦
ニ
シ
テ
、
西
部
ハ
山
岳

多
シ
。
之
レ
ヲ
大
別
ス
レ
ハ
、
飯
谷
山
ノ
山
脈
ヨ
リ
藤
峠
ニ
及
ヒ
、
夫
ヨ
リ
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史
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レ
ヲ
刈
取
リ
、
田
面
ニ
三
叉
竝
列
、
乾
燥
ス
ル
コ
ト
凡
五
、
六
日
間
、
後
家
屋

内
ニ
運
搬
シ
、
漸
次
穂
ヲ
扱
落
シ
、
板
蔵
又
ハ
叺
ニ
入
レ
蓄
フ
旧
慣
ニ
シ
テ
、

未
タ
別
ニ
改
良
ヲ
見
ス
。

　
　
　
　
　
　
　
壱
反
歩
　
麦
実
収
　
　
　
三
石
三
斗
七
升
壱
合

　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
弐
拾
五
円

　
　
　
　
上
畑
　
仝
　
　
　
券
面
地
價
　
　
弐
拾
三
円
弐
拾
五
銭
五
厘

　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
小
作
料
　
　
　
金
壱
円
六
拾
六
銭
弐
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
豆
四
斗

　
　
　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
麦
実
収
　
　
　
壱
石
九
斗
六
升
弐
合

　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
拾
八
円
弐
拾
五
銭
』

　
　
畑
　
中
畑
　
仝
　
　
　
券
面
地
價
　
　
拾
七
円
四
拾
八
銭
七
厘

　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
小
作
料
　
　
　
金
壱
円
拾
七
銭
七
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
豆
三
斗

　
　
　
　
　
　
　
壱
反
歩
　
麦
実
収
　
　
　
九
斗
壱
升
六
合

　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
拾
弐
円
五
拾
四
銭
壱
厘

　
　
　
　
下
畑
　
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
拾
弐
円
六
拾
弐
銭
三
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
作
料
　
　
　
金
七
拾
六
銭
九
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
豆
弐
斗

麦
ハ
大
麦
ヲ
多
シ
ト
シ
、
大
豆
、
菜
種
之
レ
ニ
亜
ク
。

麦
ハ
部
内
ノ
食
料
ニ
充
ツ
ル
ノ
ミ
。
別
ニ
輸
出
入
ス
ル
ナ
シ
。
大
豆
ハ
肥

　

料
、
或
ハ
味
噌
、
醤
油
ノ
原
料
ニ
供
ス
。
其
他
小
麦
、
綿
、
煙
草
、
野
菜

大
ト
シ
、
凡
十
間
以
下
ノ
川
四
線
、
其
内
、
栗
村
堰
川
ヲ
以
テ
大
ナ
ル
モ
ノ

ト
ス
。
只
見
川
外
二
川
、
小
回
舩
通
ス
ト
雖
、
甚
少
ク
シ
テ
、
多
ク
ハ
漁
舩
ナ

リ
。
筏
ハ
木
材
ヲ
組
テ
流
下
シ
、
其
他
運
搬
ノ
便
ナ
シ
。大
川
ニ
ハ
水
量
標
ア
リ
。

　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
耕
地
宅
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
米
実
収
　
　
　
貮
石
弐
斗
弐
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
三
拾
壱
円
弐
拾
九
銭

　
　
　
　
　
　
上
田
　
仝
　
　
　
券
面
地
價
　
　
三
拾
七
円
九
拾
銭
三
厘
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
小
作
米
　
　
　
九
斗
七
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
反
歩
　
米
実
収
　
　
　
壱
石
七
斗
七
升
六
合

　
　
　
　
　
　
中
田
　
仝
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
弐
拾
三
円
弐
拾
五
銭
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
券
面
地
價
　
　
三
拾
弐
円
七
拾
七
銭
四
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
小
作
米
　
　
　
六
斗
壱
升

　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
反
歩
　
米
実
収
　
　
　
壱
石
弐
斗
七
升
弐
合

　
　
　
　
　
　
下
田
　
仝
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
拾
四
円
弐
拾
七
銭
七
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
券
面
地
價
　
　
弐
拾
弐
円
八
拾
七
銭
五
厘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
小
作
米
　
　
　
四
斗
五
升
三
合

多
ク
晩
稲
ヲ
作
ル
。

収
穫
米
ハ
部
内
人
民
ノ
常
食
ニ
充
テ
、
尚
餘
リ
ア
リ
。
之
レ
ヲ
本
郡
山
間
地

方
、
及
南
會
津
郡
ノ
西
部
、
越
後
東
蒲
原
郡
地
方
ニ
輸
出
ス
。』

俵
ハ
近
年
用
ユ
ル
モ
ノ
稀
ニ
シ
テ
、
多
ク
叺
ヲ
用
ユ
。概
ネ
四
斗
弐
升
入
ナ
リ
。

秋
収
ノ
方
法
ハ
、
成
熟
ノ
期
則
、
稲
穂
ノ
淡
黄
色
ヲ
呈
シ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
見
、
之
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タ
ル
モ
ノ
ア
リ
。

　
　
　
　
　
壱
反
歩
　
券
面
地
價
　
市
街
　
百
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
村
　
弐
拾
五
円
弐
拾
弐
銭
壱
厘

　
上
宅
地
　
仝
　
　
　
賣
買
代
價
　
仝
　
　
五
百
弐
拾
五
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
弐
拾
円
弐
拾
八
銭
五
厘

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
借
地
料
　
　
仝
　
　
三
拾
六
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
壱
円
八
拾
五
銭
七
厘

　
　
　
　
　
壱
反
歩
　
券
面
地
價
　
市
街
　
五
拾
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
村
　
弐
拾
三
円
九
拾
銭
』

　
中
宅
地
　
仝
　
　
　
賣
買
代
價
　
仝
　
　
三
百
五
拾
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
拾
四
円
八
拾
四
銭
八
厘

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
借
地
料
　
　
仝
　
　
拾
八
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
壱
円
三
拾
弐
銭
八
厘

　
　
　
　
　
壱
反
歩
　
券
面
地
價
　
市
街
　
弐
拾
五
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
村
　
弐
拾
壱
円

　
下
宅
地
　
仝
　
　
　
賣
買
代
價
　
仝
　
　
六
拾
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
拾
円
三
拾
三
銭
三
厘

　
　
　
　
　
仝

　
　
　
借
地
料

　
　
仝

　
　
拾
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝

　
　
九
拾
壱
銭
四
厘

　
　
　
　
　
（
四
）

　
町
村
戸
口
地
租

町
、
一
ケ
町
。
地
租
、
千
九
百
三
円
七
拾
六
銭
七
厘

 
ヲ
作
ル
ト
雖
ト
モ
、
特
殊
ノ
利
ア
ル
ヲ
見
ス
。
尤
モ
、
小
麦
ハ
素
麺
ニ
製

シ
、
之
レ
ヲ
若
松
、
喜
多
方
地
方
ニ
輸
出
セ
リ
。

田
畑
ト
モ
小
作
預
ケ
ノ
習
慣
ハ
、
概
ネ
田
ハ
米
、
畑
ハ
金
』
円
ヲ
以
テ
ス
。
契

約
ハ
春
季
彼
岸
ニ
シ
テ
、
小
作
米
ヲ
地
主
ニ
渡
ス
ハ
、
凡
ソ
陰
暦
十
月
末
ナ

リ
。
其
契
約
書
、
概
ネ
別
紙
写
ノ
如
シ
。

田
畑
ト
モ
、
近
年
別
ニ
甚
シ
キ
収
穫
ノ
増
減
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
氣
候
順
良
ナ
ル

ヨ
リ
、
自
然
増
穫
ヲ
見
ル
モ
ノ
ア
リ
。

耕
作
法
、
近
郡
ニ
異
ナ
ル
ヲ
見
ス
。
然
レ
ト
モ
、
追
々
馬
耕
ノ
便
ヲ
覚
ル
モ
ノ

ア
ル
カ
如
シ
。

例
年
霜
ノ
為
、
春
季
芽
出
セ
ル
桑
、
及
秋
季
未
熟
ノ
蕎
麦
等
ニ
害
ヲ
被
ル
コ
ト

ア
ル
ノ
ミ
。

古
来
平
夷
ノ
地
ハ
旱
損
ア
ル
コ
ト
凡
ソ
十
年
間
ニ
、
一
、
二
回
。
又
、
山
間
地

方
、
長
井
、
大
田
賀
ノ
如
キ
用
水
乏
シ
キ
地
ハ
、
五
、
六
回
ア
ル
ヲ
免
レ
ス
。

且
ツ
、
大
川
及
鶴
沼
川
ノ
沿
邊
ハ
、
洪
水
ノ
害
ヲ
蒙
ル
コ
ト
ア
リ
。
然
レ
ト
モ

食
用
缼
乏
シ
、
他
』
方
部
ヨ
リ
仰
ク
等
ノ
如
キ
甚
シ
キ
ニ
至
ラ
ス
。

栗
村
堰
ハ
、
鶴
沼
川
ノ
分
流
ニ
シ
テ
、
灌
漑
最
モ
便
ナ
リ
。
又
、
牛
沢
新
堀
ト

云
フ
堰
ア
リ
。
是
亦
、
鶴
沼
川
ヨ
リ
堰
揚
ク
ル
ト
雖
ト
モ
、
水
利
ノ
便
薄
ク
、

灌
漑
ニ
困
ム
。
其
他
、
溜
井
数
箇
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
土
功
ノ
大
ナ
ル
モ
ノ
ナ

シ
。
又
、
髙
寺
村
ニ
越
引
ト
称
ス
ル
用
水
堰
ア
リ
。
旧
藩
政
ノ
ト
キ
、
一
ケ
組

（
坂
下
組
）
ノ
修
繕
ナ
リ
シ
モ
、
廃
藩
後
ハ
堰
下
ノ
修
繕
ニ
帰
シ
タ
レ
ハ
、
費

用
ノ
負
擔
ニ
堪
ヘ
ス
。
為
メ
ニ
水
田
変
シ
テ
畑
ト
ナ
リ
、
或
ハ
荒
蕪
地
ト
ナ
リ
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上
茅
津
、
上
野
分
、

中
茅
津
　
　
　
　
仝
　
　
開
津
村
。
　
南
宇
内
、
北
宇
内
　
仝
　
　
宇
内
村
。

青
木
、
東
川
原
　
仝
　
　
青
木
村
。
　
大
口
、
上
宇
内
　
　
仝
　
　
大
上
村
。

舟
渡
、
窪
、
窪
倉
　
仝
　
髙
寺
村
。
　
田
中
、
大
原
　
　
　
仝
　
大
田
賀
村
。

堰
沢
、
宮
月
、

河
原
田
　
　
　
　
仝
　
　
三
津
合
村
。

右
元
何
レ
モ
小
村
ニ
シ
テ
、
行
政
上
其
他
一
般
不
便
ノ
為
メ
合
併
セ
シ
モ
ノ
ナ

リ
。』

戸
数
　
弐
千
八
百
四
戸
。
　

　
　
士
族
　
七
十
五
戸
。

　
　
平
民
　
弐
千
七
百
二
十
九
戸
。

人
口
　
壱
萬
五
千
六
百
六
十
三
人
。

　
　
士
族
　
三
百
拾
人
。

　
　
平
民
　
壱
萬
五
千
三
百
五
十
三
人

戸
口
ノ
増
加
セ
シ
ハ
、
追
々
戸
籍
調
ノ
密
ナ
ル
ニ
依
ル
。

　
　
　
　
　
（
五
）
風
俗
生
計

上
等
　
一
家
一
ケ
年
ノ
生
計
費
、
市
街
、
千
四
百
四
拾
円
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
落
、
三
百
五
拾
八
円
。

中
等

　
仝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
街
、
二
百
四
拾
円
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
落
、
百
三
拾
九
円
。

下
等

　
仝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
市
街
、
三
拾
六
円
。

　
　
　
三
百
戸
以
上
。
　
　
　
　
　
　
　
　
坂
下
町

村
、
三
十
六
ケ
村
。
地
租
、
弐
萬
千
五
百
五
拾
壱
円
四
拾
五
銭
壱
厘
。

　
　
　
内
　
百
戸
以
上
ノ
村
、
二
村
、
塔
寺
村
、
牛
川
村
。

置
縣
後
併
合
ノ
町
村
左
ノ
如
シ
。

上
政
所
、
中
政
所
、
　
　
　
　
　
　
　
谷
地
、
佐
藤
分
、

泉
川
原
　
　
　
　
合
併
　
中
泉
村
。
　
谷
地
新
田
　
　
　
　
合
併
　
三
谷
村
。

大
田
分
、
御
池
　
仝
　
　
御
池
田
村
。
下
京
出
、
京
出
、
十
日
町
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
目
、
大
添
　
　
　
仝
　
　
五
香
村
。』

曲
沼
、
砂
越
　
　
仝
　
　
沼
越
村
。
　
下
政
所
、
西
青
津
　
仝
　
　
合
川
村
。

舩
窪
、
杉
　
　
　
仝
　
　
舩
杉
村
。
　
笊
離
屋
敷
、
見
留
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蛙
田
、
舩
越
　
　
　
仝
　
　
八
日
沢
村

牛
沢
、
蛙
川
　
　
仝
　
　
牛
川
村
。
　
勝
方
、
大
村
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
村
新
田
、
　
　
　  

合
併
　
勝
大
村
。

樋
嶋
、
樋
沖
分
、 

大
江
、
沖 

仝
　
　
大
沖
村
。

水
島
　
　
　
　
　
仝
　
　
樋
嶋
村
。

中
村
、
原
入
作
分
、
　

　

　

　

　
矢
ノ
目
、
下
金
沢
、

原
村
　
　
　
　
　
仝
　
　
白
狐
村
。
　
上
金
沢
、
上
新
田
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
新
田

　
　
　
　
　
仝

　
　
五
併
村
。

履
形
、
村
田 

仝
　
　
宮
古
村
。 

海
老
沢
、
細
工
谷

　
仝

　
海
老
細
村
。

中
茅
津
新
村
、

下
茅
津

　
　
　
　
仝

　
　
新
開
津
村
。
福
原
、
下
新
田

　
　
仝

　
　
福
原
村
。
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會
飯
年
一
、
二
回
、
或
ハ
毎
月
八
日
講
、
熊
野
講
、
古
峯
原
講
、
巳
待
講
、
観

音
講
抔
ト
唱
ヘ
、
會
食
ス
ル
コ
ト
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
多
ク
、
米
飯
又
ハ
餅
ニ
シ

テ
、
飲
酒
ス
ル
コ
ト
寡
ナ
シ
。

自
家
用
料
酒
造
戸
数
　
千
五
十
戸
。

家
屋
　
上
等
　
建
坪
、
弐
百
弐
拾
九
坪
。
屋
根
、
木
羽
或
ハ
茅
葺
。

　
　
　
　
　
　
　
借
家
并
地
代
共
、
一
ケ
年
、
凡
六
拾
円
。

　
　
　
中
等
　
建
坪
、
四
拾
五
坪
。
屋
根
ハ
仝
上
。

　
　
　
　
　
　
　
仝
上
、
三
拾
六
円
。

　
　
　
下
等
　
建
坪
、
弐
拾
坪
。 

屋
根
ハ
茅
葺
ヲ
見
ル
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
藁
葺

ナ
リ
。』

　
　
　
　
　
　
　
仝
上
、
拾
円
乃
至
五
円
。

新
築
一
坪
、
上
等
凡
金
弐
拾
円
、
中
等
拾
円
、
下
等
四
円
。
木
材
ハ
本
郡
丙
、

丁
部
、
及
南
會
津
、
大
沼
郡
等
ヨ
リ
購
入
ス
。

日
用
品
、
味
噌
、
醤
油
ハ
、
他
ノ
供
給
ヲ
仰
カ
ス
ト
雖
ト
モ
、
薪
炭
、
野
菜
、

呉
服
、
反
物
ノ
類
ハ
、
他
ヨ
リ
仰
ク
。

部
内
ニ
冠
タ
ル
財
産
家
四
人
。
農
ヲ
兼
ヌ
ル
モ
ノ
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
多
ク
ハ
商

業
ナ
リ
。

縣
會
議
員
、
選
挙
、
被
選
挙
人
員
、
千
四
百
八
拾
三
人
。

徴
兵
適
齢
人
員
、
百
九
拾
九
人
。

合
格
人
員
、
三
十
一
人
。

服
役
人
員
、
六
人
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
落
、
七
拾
四
円
。

衣
服
　
上
等
　 

平
常
ハ
綿
布
ヲ
用
ユ
。
祭
禮
、
儀
式
、
其
他
晴
レ
ノ
場
合
ニ
出

ツ
ル
ト
キ
ハ
、
絹
布
着
用
ス
。

　
　
　
中
等
　
仝
上
ニ
シ
テ
、
稍
麁
品
ヲ
用
ユ
。』

　
　
　
下
等
　 

惣
テ
綿
布
ナ
リ
。
其
最
下
等
ニ
至
リ
テ
ハ
、
甚
麁
末
ナ
ル
モ
ノ

ヲ
用
ユ
。

 

羽
織
袴
ノ
如
キ
モ
、
上
等
ハ
絹
布
ヲ
着
用
ス
ト
雖
ト
モ
、
其
中
等
以
下
ハ

綿
絹
混
用
セ
リ
。
冠
リ
モ
ノ
ハ
、
多
ク
冬
日
寒
ヲ
凌
ク
為
メ
用
ユ
ル
ノ

ミ
。
襟
巻
亦
冬
日
ニ
之
ヲ
用
ユ
。
其
品
質
、
中
等
以
上
ハ
縮
緬
、
或
ハ
フ

ラ
ン
ネ
ル
毛
織
物
ノ
類
、
下
等
ニ
至
リ
テ
ハ
之
レ
ヲ
用
ユ
ル
モ
ノ
寡
ナ

ク
、
其
用
ユ
ル
モ
ノ
ハ
種
々
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、
皆
綿
質
ナ
リ
。
下
駄
ハ
中

等
以
上
ハ
、
草
履
付
、
下
等
ハ
尋
常
ノ
桐
又
ハ
朴
ノ
類
ヲ
以
テ
作
リ
タ
ル

モ
ノ
ヲ
穿
ツ
。
蝙
蝠
傘
ハ
上
等
中
等
ノ
者
、
海
氣
又
ハ
絹
ヲ
用
ヒ
、
下
等

ハ
木
綿
張
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、
多
ク
日
和
ニ
用
ヘ
、
雨
天
ノ
ト
キ
ハ
、
和
傘

ヲ
用
ユ
ル
ナ
リ
。

外
国
ノ
風
俗
ヲ
学
フ
モ
ノ
官
署
奉
務
ノ
者
、
其
他
商
家
ノ
上
等
ニ
於
テ
ハ
、
洋

服
又
ハ
婦
女
ノ
束
髪
等
少
數
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
一
般
』
ノ
風
俗
ト
云
フ
ニ
足
ラ

サ
ル
ノ
情
況
ナ
リ
。

食
物

　
上
等

　
一
日
三
食

　
米
飯
。
但
シ
、
季
節
ニ
依
リ
、
麦
ヲ
混
食
セ
リ
。

　
　
　
中
等

　
仝

　
　
　
　
米
飯
。
仝
上
。

　
　
　
下
等

　
仝

　
　
　
　
米
飯
。
仝
上
。
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馬
、
全
数
、
千
百
八
十
頭
。
但
、
内
國
種
。

産
馬
ナ
シ
。
購
入
凡
ソ
一
ケ
年
四
拾
頭
。
南
部
又
ハ
三
春
地
方
ノ
産
ナ
リ
。
取

引
ノ
旧
慣
別
ニ
揚
ク
ベ
キ
モ
ノ
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
多
ク
牛
馬
賣
賈
免
許
人
ノ
手

ヲ
経
テ
交
換
ス
ル
ヲ
常
ト
セ
リ
。
産
馬
會
社
ノ
方
法
ニ
隨
フ
ト
雖
ト
モ
、
年
賦

金
送
納
ヲ
怠
ル
モ
ノ
ア
リ
。

牡
馬
ノ
價
格
三
拾
円
、
幼
馬
八
円
ト
ス
。
牧
場
等
ナ
シ
。』

牛
全
数
、
四
頭
。
但
、
内
國
種
。

取
引
ノ
慣
習
、
其
他
前
項
ニ
同
シ
。

鶏
、
凡
八
千
四
百
七
拾
三
羽
。

　
　
　
　
　
（
七
）
　
職
業

農
、
弐
千
三
十
九
戸
。

商
、
四
百
二
十
七
戸
。

工
、
七
十
戸
。

雑
業
、
弐
百
六
十
八
戸
。

　
　
再
掲酒

屋
、
十
七
戸
。

菓
子
屋
、
百
三
十
四
戸
。

遊
藝
稼
人
、
三
人
。

藝
妓
、
五
人
。』

娼
妓
、
四
人
。

貸
座
敷
、
一
戸
。

　
　
　
　
　
（
六
）
　
物
産

蠶
糸
』生

糸
、
五
拾
三
箇
七
貫
五
百
五
十
匁
。
屑
絲
、
拾
七
箇
四
貫
七
百
匁
。

玉
糸
、
六
個
壱
貫
弐
百
目
。
　
繭
、
四
百
弐
拾
石
壱
斗
五
升
。

桑
、
七
萬
五
千
五
拾
貫
匁
。
但
、
壱
反
歩
摘
採
、
百
三
拾
八
貫
三
百
三
十
匁
。
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ケ
年
以
来
、
壱
貫
匁
ノ
價
九
銭
。

養
蚕
ス
ル
モ
ノ
先
年
ハ
甚
タ
寡
少
ニ
シ
テ
、
多
ク
自
用
ニ
供
ス
ル
ノ
ミ
ナ
リ
シ

カ
、
追
々
増
多
シ
。
近
年
、
海
外
輸
出
品
ヲ
モ
製
造
ス
ル
ニ
至
ル
。
故
ニ
、
器

械
ヲ
新
製
シ
、
蚕
種
ヲ
精
撰
シ
、
又
飼
養
法
等
ハ
信
夫
、
伊
逹
郡
地
方
、
練
熟

ノ
モ
ノ
ヲ
雇
ヒ
、
改
良
熱
心
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
尚
逐
年
盛
大
ナ
ル
ニ
赴
ク
ノ
状
勢

ナ
リ
。

五
ケ
年
生
糸
産
額
、
弐
百
六
拾
九
梱
壹
貫
七
百
五
十
匁
。
此
價
、
八
万
八
千
五 

百
七
拾
九
円
。
内
、
海
外
輸
出
向
製
糸
、
百
三
拾
四
梱
。

桑
苗
植
立
ノ
本
数
、
九
萬
六
千
百
三
十
八
本
。

素
麺
、
弐
千
弐
百
貫
匁
。』

煙
草
、
壱
萬
千
六
百
九
十
七
貫
八
百
匁
。

菜
種
、
弐
千
弐
百
弐
拾
弐
石
四
斗
四
升
四
合
。

実
綿
、
弐
萬
七
千
四
百
三
拾
九
貫
八
百
七
拾
匁
。

藍
、
千
五
百
弐
貫
匁
。

漆
実
、
六
石
六
斗
。

牧
畜
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水
油
、
壱
斗
、
金
弐
円
弐
拾
銭
。
　
　
木
材
、
尺
貫
壱
本
、
八
拾
五
銭
。

大
工
、
壱
人
自
食
、
金
弐
拾
銭
。
　
　
土
方
、
壱
人
自
食
、
弐
拾
銭
。

耕
夫
、
壱
人
自
食
、
金
拾
五
銭
。

魚
類
、
及
砂
糖
、
絹
布
等
ハ
、
他
地
方
ヨ
リ
輸
入
ス
ル
ヲ
以
テ
、
價
従
テ
不
廉

ナ
リ
。
其
他
、
野
菜
ハ
北
會
津
郡
ヨ
リ
輸
入
ス
ル
モ
ノ
ア
ル
ヲ
』
以
テ
、
該
郡

ヨ
リ
稍
々
高
價
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、
亦
当
部
内
ニ
産
ス
ル
モ
ノ
多
キ
ニ
ヨ
リ
、
敢

テ
甚
シ
キ
高
低
ナ
シ
。

　
　
　
　
（
十
一
）
　
衛
生

地
方
病
ハ
ナ
シ
。
通
常
最
モ
多
キ
病
ハ
、
胃
病
ト
ス
。
傳
染
病
ノ
流
行
、
近
年

甚
タ
減
退
セ
リ
。
去
ル
十
五
年
中
、
本
部
内
虎
烈
剌
發
生
、
㔟
ヒ
猖
獗
ヲ
極

メ
、
亦
、
腸
窒
扶
斯
病
等
傳
播
セ
シ
コ
ト
ア
リ
シ
モ
、
尓
来
、
豫
防
摂
生
ノ
法

ヲ
説
キ
、
且
ツ
厳
行
セ
シ
ニ
因
ル
カ
、
追
々
減
退
シ
、
既
ニ
本
年
ノ
如
キ
、
僅

ニ
腸
窒
扶
斯
病
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
病
㔟
甚
微
弱
ニ
シ
テ
、
蔓
延
セ
サ
リ
シ
ナ
リ
。

出
産
、
三
百
五
十
二
人
ニ
シ
テ
、
死
亡
、
弐
百
七
拾
人
。
近
年
、
別
ニ
甚
敷
キ

増
減
ヲ
見
ス
。

生
命
年
齢
平
均
、
四
十
五
年
。』

婚
姻
、
男
ハ
十
九
年
、
女
ハ
十
七
、
八
年
ヲ
以
テ
普
通
ト
ナ
ス
ノ
慣
習
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
（
十
二
）

　
犯
罪

犯
罪
處
刑
ノ
最
モ
多
キ
ハ
、
窃
盗
犯
ニ
シ
テ
、
賭
博
犯
之
レ
ニ
亜
ク
。
違
警
罪

ニ
ア
リ
テ
ハ
、
警
察
規
則
違
背
、
街
路
取
締
規
則
ノ
違
背
等
ナ
リ
。

公
賣
處
分
、
二
、
三
年
前
ニ
在
リ
テ
ハ
甚
タ
多
カ
リ
シ
モ
、
漸
次
減
少
、
本
年

書
肆
、
一
戸
。

　
　
　
　
　
（
八
）
　
學
事

髙
等
小
学
校
、
一
。
尋
常
小
學
校
、
五
。

学
齢
児
童
、
弐
千
八
百
六
人
。
内
、
男
、
千
四
百
七
十
六
人
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
、
千
三
百
三
十
人
。

就
学
生
、
千
弐
百
五
十
五
人
。
内
、
男
、
千
十
三
人
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
、
貮
百
四
十
二
人
。

不
就
学
児
童
、
千
五
百
五
十
一
人
。
内
、
男
、
四
百
六
十
三
人
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
女
、
千
八
十
八
人
。

福
嶋
尋
常
中
学
校
在
学
ノ
モ
ノ
、
三
名
。
東
京
大
学
豫
備
門
入
校
、
壱
名
。

　
　
　
　
　
（
九
）
　
宗
教

人
民
信
仰
ス
ル
宗
派
、
宗
教
、
一
般
ニ
振
ハ
ス
。
別
ニ
揚
ク
ベ
キ
ナ
シ
。

寺
院
ハ
、
天
台
宗
、
一
、
真
言
宗
、
十
四
、
浄
土
宗
、
十
二
、
曹
』
洞
宗
、

二
十
、
真
宗
、
一
、
日
蓮
宗
、
二
ニ
シ
テ
、
計
五
十
ケ
寺
。

教
會
所
ハ
、
神
道
、
二
、
浄
土
、
二
、
真
宗
、
一
、
曹
洞
、
一
、
合
セ
六
ケ
所

ア
リ
。
基
督
教
等
、
行
ハ
レ
ス
。

　
　
　
　
　
（
十
）
物
價

米
、
壱
石
ニ
付
、
金
四
円
五
拾
銭
。

　
大
麦
、
壱
石
ニ
付
、
壱
円
六
拾
六
銭
。

大
豆
、
壱
石
ニ
付
、
金
四
円
五
拾
銭
。
酒
、
壱
石
ニ
付
、
拾
弐
円
。

塩
、
三
斗
入
壱
俵
、
金
六
拾
八
銭
。

　
味
噌
、
壱
貫
目
、
拾
弐
銭
。

醤
油
、
壱
石
、
金
八
円
。

　
　
　
　
　
石
油
、
壱
斗
、
壱
円
五
拾
銭
。
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小
作
証
書

印
紙

何
郡
何
村
分

一
、
田
反
別
何
町
何
反
何
畝
歩

　
　
　
此
小
作
米
、
何
石
何
斗
何
升
。
但
、
壱
反
歩
ニ
付
、
何
斗
何
升
。

右
者
貴
殿
所
有
之
地
所
、
小
作
仕
候
處
、
実
正
也
。
然
ル
上
ハ
、
年
ノ
豊
凶
ニ

不
罹
、
来
ル
十
一
月
二
十
日
限
、
書
面
ノ
小
作
米
差
上
可
申
候
。
若
シ
相
滞
リ

候
節
ハ
、
証
人
ニ
於
テ
、
無
異
儀
弁
償
可
仕
候
。
依
テ
證
書
如
件
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
村
小
作
主

　
　
　
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姓
　
名
　
㊞
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
村
証
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
姓
　
名
　
㊞

　
　
　
　
　
何
村

　
　
　
　
　
　
姓
　
名
　
殿
』

　
　
　
　
河
沼
郡
乙
部

　
　
　
　
　
（
一
）
気
候

極
寒
三
十
五
度
、
一
月
下
旬
ノ
交
。
極
暑
九
十
四
度
、
七
月
下
旬
ノ
交
。

冬
、
北
風
多
ク
、
北
風
最
モ
寒
烈
ニ
シ
テ
、
南
風
、
夏
ニ
多
ク
、
恒
ニ
炎
熱
ナ
リ
。

ノ
如
キ
、
前
年
ニ
比
ス
レ
ハ
絶
テ
ナ
シ
ト
云
フ
ベ
キ
カ
如
シ
。
是
レ
畢
竟
、
納

税
義
務
ノ
欠
ク
ベ
カ
ラ
サ
ル
ヲ
覚
リ
タ
ル
ニ
因
ル
ナ
ラ
ン
。

身
代
限
ハ
、
前
年
金
銭
融
通
ノ
円
滑
ニ
惑
ヒ
、
識
ラ
ス
知
ラ
ス
負
債
ヲ
ナ
シ
、

為
メ
ニ
處
分
ヲ
受
ケ
シ
モ
ノ
ア
リ
シ
モ
、
今
ヤ
絶
テ
ナ
キ
カ
如
シ
。』

　
　
　
　
　
（
十
三
）
　
諸
税
金
及
協
議
費

國
税
、
三
萬
千
五
百
三
拾
四
円
拾
銭
壱
厘
。

地
方
税
、
壱
萬
三
百
七
拾
六
円
七
拾
九
銭
三
厘
。

町
村
費
、
六
千
弐
百
五
拾
壱
円
弐
拾
九
銭
壱
厘
。

協
議
費
、
四
千
五
百
四
拾
三
円
七
拾
三
銭
七
厘
。
　
　
　
　

　
　
　
　
　
（
十
四
）
　
雑
件

農
夫
積
雪
中
、
男
ハ
縄
綯
、
草
履
、
草
鞋
ヲ
造
ル
ヲ
常
ト
シ
、
女
ハ
紡
績
、
裁

縫
ニ
従
事
セ
リ
。
商
家
ハ
尋
常
ニ
異
ナ
ラ
ス
。
然
シ
テ
、
山
間
ノ
地
方
及
雑
業

者
ニ
至
リ
テ
ハ
、
日
雇
稼
ヲ
ナ
ス
。
又
他
國
出
稼
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
僅
々
ア
リ
。
是

レ
ハ
、
鑛
山
稼
ノ
如
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
又
年
々
歳
々
、
越
後
其
他
ヨ
リ
出
稼
ニ
来

ル
モ
ノ
ア
リ
。
概
ネ
酒
造
家
、
及
油
搾
稼
ノ
類
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、
亦
、
車
夫
、

或
ハ
農
家
稼
モ
ア
リ
。眠
起
ハ
、』
概
ネ
朝
五
時
ニ
起
キ
、
夜
十
一
時
ニ
臥
ス
。

夜
業
、
男
ハ
藁
仕
事
ヲ
ナ
シ
、
女
ハ
紡
績
、
裁
縫
ニ
従
事
ス
ト
雖
ト
モ
、
男
女

ト
モ
職
業
ヲ
勉
ム
ト
云
フ
ニ
ア
ラ
ス
。
農
家
ハ
、
一
ケ
月
三
回
乃
至
六
回
ノ
期

日
休
業
ア
リ
。
又
、
一
日
二
回
ノ
休
業
ヲ
ナ
ス
。
凡
ソ
一
時
間
程
ナ
リ
。
尤
モ

秋
春
彼
岸
ノ
間
、
短
日
ノ
候
ハ
、
定
マ
リ
タ
ル
休
業
ナ
シ
。』
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仝
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
弐
拾
九
円
六
拾
三
銭
三
厘
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
小
作
米
　
　
　
五
斗
。

　
　
　
　
　
壱
反
歩
　
　
米
実
収
　
　
　
九
斗
三
升
。

　
　
下
田
　
仝
　
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
七
円
拾
五
銭
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
拾
七
円
拾
六
銭
六
厘
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
小
作
米
　
　
　
弐
斗
五
升
。

田
ノ
耕
作
ハ
早
稲
、
中
稲
相
半
セ
リ
。

収
穫
米
ハ
部
内
ノ
食
料
ニ
充
テ
、
尚
餘
リ
ア
ル
ヲ
以
テ
、
之
レ
ヲ
若
松
、
及
本

縣
安
積
、
安
達
地
方
ニ
輸
出
ス
。

俵
ハ
近
年
用
ユ
ル
モ
ノ
寡
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
甲
部
ニ
比
ス
レ
ハ
稍
ク
、
概
ネ
四

斗
五
升
入
ト
シ
、
其
他
ハ
皆
叺
ニ
シ
テ
、
四
斗
二
升
入
ナ
リ
。

秋
収
ノ
方
法
、
稲
穂
ノ
成
熟
セ
ル
ヲ
見
テ
、
之
レ
ヲ
刈
取
リ
、
三
握
』
ヲ
一
把

ト
ナ
シ
、
三
把
立
ニ
ナ
シ
、
乾
燥
ス
ル
コ
ト
、
凡
晴
天
四
、
五
日
間
、
後
家
宅

ニ
運
搬
シ
テ
、
稲
扱
ヲ
以
テ
穂
ヲ
落
シ
、
貯
蔵
ス
ル
ニ
ハ
多
ク
叺
ヲ
用
ユ
ト
雖

ト
モ
、
井
櫓
（
セ
イ
ラ
ウ
）
或
ハ
俵
ト
ス
。
俵
ハ
大
概
壱
石
、
又
ハ
八
斗
入
ト

ナ
ス
ノ
習
慣
ニ
シ
テ
、
別
ニ
改
良
セ
シ
コ
ト
ナ
シ
。

　
　
　
　
　
壱
反
歩
　
　
麦
実
収
　
　
　
壱
石
七
斗
七
升
六
合
。

　
　
　
　
　
仝

　
　
　
　
賣
買
地
價

　
　
弐
拾
円
。

　
　
上
畑

　
仝

　
　
　
　
券
面
地
價

　
　
弐
拾
三
円
三
拾
六
銭
六
厘
。

　
　
　
　
　
仝

　
　
　
　
小
作
料

　
　
　
五
斗
四
升
。

　
　
　
　
　
壱
反
歩

　
　
麦
実
収

　
　
　
壱
石
三
斗
弐
升
六
合
。

東
風
ハ
雨
ヲ
醸
シ
、
西
風
ハ
多
ク
晴
ル
。

概
ネ
十
月
下
旬
ヨ
リ
霜
、
十
二
月
ニ
至
リ
雪
降
ル
。
一
月
下
旬
積
雪
、
三
月
下

旬
悉
ク
融
解
シ
、
四
月
頃
ヨ
リ
ハ
、
雪
霜
降
ラ
ス
。
春
季
四
月
、
秋
季
十
月
ノ

頃
雨
濕
ス
。

　
　
　
　
　
（
二
）
地
形

東
北
ハ
猪
苗
代
湖
ニ
達
シ
、
日
橋
、
堂
嶋
ノ
二
川
ヲ
以
テ
、
耶
麻
郡
ニ
境
シ
、

南
ハ
田
野
、
北
會
津
郡
ニ
連
レ
リ
。
西
ハ
大
川
ヲ
以
テ
、
本
郡
甲
部
ト
境
ヲ
画

セ
リ
。
東
部
ハ
岡
陵
起
伏
シ
、
大
野
原
ノ
一
大
原
野
ア
リ
。
西
部
ハ
開
ケ
テ
、

田
』
圃
相
連
レ
リ
。

幅
凡
十
間
以
上
ノ
川
四
線
（
一
線
上
流
ヲ
日
橋
川
ト
云
ヒ
、
下
流
ヲ
堂
嶋
川
ト

云
フ
。
其
他
湯
川
、
溷
川
、
大
川
ノ
三
線
ナ
リ
）
ア
リ
。
内
、
大
川
ヲ
以
テ
大

ト
ナ
シ
、
凡
十
間
以
下
ノ
川
十
線
ア
リ
。
沢
目
川
ヲ
大
ナ
リ
ト
ス
。

大
川
、
堂
嶋
ノ
二
川
ハ
、
小
回
舩
ヲ
通
ス
ト
雖
ト
モ
、
僅
少
ニ
シ
テ
多
ク
漁
舩

ノ
ミ
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
（
三
）
耕
地
宅
地
　
　

　
　
　
　
　
壱
反
歩
　
　
米
実
収
　
　
　
壱
石
九
斗
九
升
六
合
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
弐
拾
八
円
四
拾
五
銭
。

　
　
上
田

　
仝

　
　
　
　
券
面
地
價

　
　
四
拾
壱
円
八
拾
七
銭
三
厘
。

　
　
　
　
　
仝

　
　
　
　
小
作
米

　
　
　
七
斗
五
升
。

　
　
　
　
　
壱
反
歩

　
　
米
実
収

　
　
　
壱
石
八
斗
弐
升
三
合
。

田
　
中
田

　
仝

　
　
　
　
賣
買
地
價

　
　
拾
七
円
六
拾
壱
銭
三
厘
。』
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蒙
ル
コ
ト
ア
リ
。

日
橋
堰
ハ
、
日
橋
川
ヨ
リ
堰
揚
ケ
、
水
利
最
モ
便
ナ
リ
。
本
部
内
耕
地
、
殆
ン

ト
半
数
、
及
ヒ
北
會
津
郡
ノ
諸
村
ニ
モ
灌
漑
ス
。
又
河
沼
堰
、
佐
野
堰
等
ア

リ
。
共
ニ
大
川
ヨ
リ
揚
ク
。
亦
、
水
利
便
ナ
リ
。
其
他
、
溜
井
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、

土
功
ノ
大
ナ
ル
モ
ノ
ナ
シ
。

　
　
　
　
　
　
壱
反
歩
　
券
面
地
價
　
　
弐
拾
五
円
拾
弐
銭
九
厘
。』

　
　
上
宅
地
　
仝
　
　
　
賣
賈
代
價
　
　
拾
三
円
七
拾
六
銭
四
厘
。

　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
借
地
料
　
　
　
三
圓
。

　
　
　
　
　
　
壱
反
歩
　
券
面
地
價
　
　
弐
拾
壱
円
八
拾
五
銭
。
　

　
　
中
宅
地
　
仝
　
　
　
賣
賈
代
價
　
　
拾
壱
円
四
拾
弐
銭
八
厘
。

　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
借
地
料
　
　
　
弐
円
。

　
　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
券
面
地
價
　
　
拾
七
円
拾
九
銭
。
　

　
　
下
宅
地
　
仝
　
　
　
賣
賈
代
價
　
　
八
円
。

　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
借
地
料
　
　
　
壱
円
。

　
　
　
　
　
（
四
）
　
町
村
戸
口
地
租

村
、
二
十
六
ケ
村
。
地
租
、
壱
萬
七
千
八
百
九
拾
三
円
三
拾
八
銭
三
厘
。

　
　
　
内
、
百
戸
以
上
ノ
村
、
一
村
、
八
田
村
。

旧
来
、
小
村
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
行
政
上
及
村
民
ノ
不
便
ナ
ル
ヨ
リ
、
置
縣
後
合
併

セ
シ
村
名
、
左
ノ
如
シ
。』

六
丁
原
、
原
、
塩
庭
新
田
、

沢
目
、
横
堀
、
堤
新
田

　
　
　
　
　
　
廣
田
村

畑
　
中
畑
　
仝
　
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
拾
円
七
拾
六
銭
八
厘
。
　

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
拾
六
円
五
拾
六
銭
五
厘
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
小
作
料
　
　
　
三
斗
七
升
。』

　
　
　
　
　
壱
反
歩
　
　
麦
実
収
　
　
　
七
斗
三
升
。

　
　
下
畑
　
仝
　
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
六
円
拾
弐
銭
六
厘
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
九
円
三
拾
五
銭
弐
厘
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
小
作
料
　
　
　
弐
斗
五
升
。

麦
ハ
大
麦
多
ク
、
次
ニ
大
豆
、
小
麦
ト
ス
。
大
麦
ハ
、
部
内
ノ
食
料
ニ
充

テ
、
大
豆
ハ
肥
料
ニ
充
ツ
ル
ノ
外
、
若
松
ニ
輸
出
セ
リ
。
其
他
、
綿
、
野

菜
類
ヲ
作
ル
ト
雖
ト
モ
、
特
殊
ノ
利
ア
ル
ヲ
聞
カ
ス
。

田
畑
ト
モ
自
作
多
ク
、
小
作
預
ケ
ハ
寡
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
其
習
慣
ハ
、
概
ネ
田

ハ
米
、
畑
ハ
米
、
金
、
若
ク
ハ
大
豆
ヲ
以
テ
小
作
料
ト
ナ
ス
。
其
契
約
書
別
紙

ニ
添
フ
。

田
畑
ト
モ
近
年
増
穫
セ
リ
。
是
レ
ハ
氣
候
順
良
ナ
ル
ニ
依
ル
。

耕
作
法
、
近
郡
ニ
異
ナ
ル
ナ
シ
。
然
レ
ト
モ
、
追
々
馬
耕
ノ
便
ヲ
覺
』
ル
モ
ノ

ア
ル
カ
如
シ
。

例
年
雹
雪
ノ
害
ヲ
被
ル
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
霜
ノ
為
メ
、
春
季
桑
、
秋
季
蕎
麦
ニ

多
少
ノ
害
ヲ
被
ル
コ
ト
ア
リ
。

古
来
旱
損
、
凡
六
、七
年
間
ニ
一
、二
回
ア
ル
ヲ
免
レ
ス
。
且
、
八
田
村
ノ
内
、

旧
強
清
水
ノ
如
キ
ハ
、
用
水
乏
シ
キ
ニ
依
リ
、
最
モ
甚
シ
キ
損
害
ヲ
被
ル
コ
ト

ア
リ
。
又
、
濱
﨑
村
ハ
其
位
置
、
堂
嶋
川
ノ
河
岸
タ
ル
ヲ
以
テ
、
洪
水
ノ
害
ヲ
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笠
ノ
目
、
米
丸
、
田
中
　
　
　
　
　
　
清
水
田
村

郡
山
、
金
道
分
、
郡
山
新
村
、

新
屋
敷
新
田
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
山
村
　

方
便
、
方
便
新
村
、
岡
谷
地
新
田
　
　
岡
田
村

嶋
、
西
屋
敷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
福
嶋
村

佐
野
、
五
町
ノ
目
、
兼
子
分
　
　
　
　
佐
野
目
村

扇
田
、
上
樽
川
、
下
樽
川
　
　
　
　
　
田
川
村

堂
畑
、
舘
ノ
前
　
　
　
　
　
　
　
　
　
堂
畑
村

戸
数
　
千
五
百
三
戸
』

　
　
士
族
　
四
十
二
戸

　
　
平
民
　
千
四
百
六
十
一
戸

人
口
　
九
千
百
七
十
八
人

　
　
士
族
　
百
六
十
五
人

　
　
平
民
　
九
千
十
三
人

戸
口
ノ
近
年
増
セ
ル
ハ
、
調
査
ノ
周
密
ナ
ル
ニ
依
ル
。

　
　
　
　
　
（
五
）
風
俗
生
計

上
等
　
一
家
一
ケ
年
ノ
生
計
費
、
弐
百
六
拾
七
円
。

中
等

　
仝
、

　
　
　
　
　
　
　
　
百
五
拾
壱
円
。

下
等

　
仝
、

　
　
　
　
　
　
　
　
六
拾
五
円
。

衣
服

　
上
等

　 
綿
布
ヲ
用
ユ
ル
ト
雖
ト
モ
、
祭
禮
、
儀
式
其
他
晴
レ
ノ
場
所
ニ

出
ツ
ル
ト
キ
ハ
、
絹
布
ヲ
着
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。』

大
和
田
、
鴨
田
新
田
、

柏
原
新
田
、
堂
嶋
新
田
　
　
　
　
　
　
大
田
原
村

槻
橋
、
難
波
ノ
分
、
藤
倉
、

倉
道
、
鏡
山
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
倉
橋
村

八
田
野
、
強
清
水
、
松
永
分
、

漆
沢
、
八
田
野
新
田
、
高
野
下
、

生
井
新
田
、
稲
荷
原
、
藤
倉
新
田
　
　
八
田
村

浅
野
、
中
林
分
、
北
山
新
田
　
　
　
　
浅
山
村

代
田
、
代
田
新
村
、
北
畑
分
　
　
　
　
代
田
村

森
臺
、
東
西
八
日
町
、
竹
内
　
　
　
　
櫻
町
村

高
畑
、
京
手
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
谷
沢
村

笈
川
、
舞
臺
田
、
王
領
　
　
　
　
　
　
笈
川
村

上
田
谷
地
、
髙
瀬
、
水
谷
地
、

沼
上
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
湊
村

中
ノ
目
、
熊
川
、
亀
ケ
臺
　
　
　
　
　
熊
ノ
目
村

北
田
、
粟
ノ
宮
、
中
臺
　
　
　
　
　
　
三
川
村

熊
野
堂
、
町
和
田
分
　
　
　
　
　
　
　
熊
野
堂
村

冬
木
沢
、
北
髙
野
、
茶
臼
森
新
田

　
　
廣
野
村

塩
庭
、
駒
板
、
駒
板
新
田
、
堺
新
田
、

古
川
分
、
浅
野
新
村
、
林
分

　
　
　
　
金
田
村

東
髙
野
分
、
原
新
田
、
長
谷
地
新
田

　
東
長
原
村
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仝
上
、
三
拾
六
円
。

　
　
　
下
等
　
建
坪
、
拾
五
坪
。
屋
根
藁
葺
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
仝
上
、
拾
弐
円
。

新
築
上
等
一
坪
拾
円
、
中
等
五
円
、
下
等
弐
円
五
拾
銭
。』

木
材
ハ
、
山
間
ノ
地
ニ
在
リ
テ
僅
カ
ニ
弁
ス
ベ
シ
ト
雖
ト
モ
、
多
ク
ハ
他
地
方

ヨ
リ
需
ム
。

日
用
必
需
ノ
物
品
、
味
噌
、
醤
油
、
野
菜
、
呉
服
、
反
物
ノ
類
ハ
、
自
製
ノ
モ

ノ
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
概
シ
テ
其
五
、
六
分
ハ
、
他
方
ノ
給
供
ヲ
仰
ク
ヘ
シ
。
薪

炭
ハ
、
山
間
二
、
三
ノ
村
落
ハ
、
自
用
ニ
餘
リ
、
若
松
ヘ
輸
出
ス
ト
雖
ト
モ
、

其
他
ハ
、
又
他
方
ヨ
リ
仰
ク
ノ
ミ
。

部
内
ニ
冠
タ
ル
財
産
家
二
人
。
農
業
ナ
リ
。

縣
會
議
員
、
選
擧
、
被
選
挙
人
員
、
千
百
二
十
三
人
。

徴
兵
適
齢
人
員
、
百
二
十
三
人
。

　
　
合
格
人
員
、
三
十
人
。

　
　
服
役
人
員
、
六
人
。

　
　
　
　
　
（
六
）
　
物
産
』

蚕
糸

　
　
生
糸
、
拾
九
貫
九
百
匁
。
繭
、
七
拾
六
石
七
斗
三
升
。

　
　
桑
、
弐
萬
三
千
五
拾
八
貫
弐
百
匁
。
但
、
壱
反
歩
摘
採
、
百
五
十
三
貫
匁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　  

三
ケ
年
以
来
一
貫
匁
ノ
代
八
銭
七
厘
。

養
蚕
ハ
先
年
微
々
ナ
リ
シ
モ
、
追
々
盛
況
ニ
趣
キ
、
蚕
種
精
選
、
飼
養
法
改
良

中
等
　
綿
布
ヲ
用
ユ
。

下
等
　
綿
布
ノ
麁
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
用
ユ
。

 

本
部
内
人
民
ノ
理
装
タ
ル
、
儀
式
ノ
席
ニ
着
ク
ヤ
、
羽
織
、
袴
ヲ
着
ス
ト

雖
ト
モ
、
歩
行
ス
ル
ヤ
、
男
ハ
股
引
ニ
シ
テ
、
裳
ヲ
褰
ク
。
羽
織
ヲ
着

シ
、
帽
ヲ
戴
キ
、
蝙
蝠
傘
ヲ
携
ヒ
、
下
駄
ヲ
穿
ツ
ヲ
通
例
ト
セ
リ
。

女
ハ
上
中
等
、
其
物
質
ヲ
異
ニ
ス
ト
雖
ト
モ
、
其
容
装
、
一
般
町
家
ノ
風
ヲ
学

ブ
カ
如
ク
、
下
等
ハ
猿
袴
（
方
言
「
サ
ル
ハ
カ
マ
」
ト
云
フ
。
其
形
、
膝
下
ハ

股
引
ノ
如
ク
シ
テ
、
上
部
ハ
廣
𤄃
ニ
ナ
シ
、
裳
ヲ
包
メ
リ
。）
ヲ
着
シ
、
笠
ヲ

冠
ス
ル
ノ
習
慣
ナ
リ
。

外
国
ノ
風
俗
ヲ
学
フ
モ
ノ
ナ
シ
ト
云
フ
ベ
キ
カ
。
然
レ
ト
モ
、
稀
レ
ニ
ハ
洋
服

ヲ
着
ス
ル
モ
ノ
ヲ
見
ル
。

食
物
　
上
等
　
一
日
三
食
。
米
飯
、
時
節
ニ
依
リ
麦
ヲ
混
ス
。
　

　
　
　
中
等
　
仝
、
　
　
　
仝
』

　
　
　
下
等
　
仝
、
　
　
　
仝

　
　 

會
飯
ノ
習
慣
、
一
ケ
年
春
秋
二
季
、
各
自
米
ヲ
持
寄
リ
、
餅
ヲ
食
ス
ル
ア

リ
。
之
レ
ヲ
寄
合
餅
ト
云
フ
。
其
他
、
飯
豊
山
講
、
湯
殿
山
講
、
観
音
講

等
、
各
集
合
シ
、
酒
食
ヲ
ナ
ス
ア
リ
。

自
家
用
料
酒
造
戸
數
、
七
百
弐
拾
五
戸
。

家
屋

　
上
等

　
建
坪
、
八
拾
坪
。
屋
根
茅
葺
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
借
家
料
及
地
代
共
、
七
拾
弐
円
。

　
　
　
中
等

　
建
坪
、
四
拾
坪
。
屋
根
茅
葺
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、
藁
葺
モ
ア
リ
。
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酒
造
家
、
二
戸
。

　
　
菓
子
屋
、
三
十
五
戸
。

　
　
遊
藝
稼
、
壱
人
。

　
　
　
　
　
（
八
）
　
学
事

尋
常
小
学
校
、
二
。

学
齢
児
童
、
千
七
百
九
十
八
人
。
内
、
男
、
九
百
七
十
四
人
、
女
、
八
百
二
十 

四
人
。

就
学
生
、
六
百
十
人
。
内
、
男
、
六
百
二
十
四
人
、
女
、
七
十
人
。

不
就
学
児
童
、
千
百
八
十
八
人
。内
、
男
、
三
百
五
十
人
、
女
、
七
百
五
十
四
人
。

他
学
校
在
学
ノ
モ
ノ
、
若
松
髙
等
小
学
校
ヘ
入
校
、
五
人
。

　
　
　
　
　
（
九
）
　
宗
教

本
部
内
宗
教
ノ
行
否
ヲ
観
察
ス
ル
ニ
、
著
シ
ク
行
ハ
ル
ヽ
モ
ノ
ナ
ク
、
老
婆
其

菩
提
寺
ヲ
尊
信
ス
ル
ニ
止
マ
』
ル
ノ
ミ
。

天
台
宗
、
三
、
真
言
宗
、
十
九
、
浄
土
、
五
、
曹
洞
宗
、
四
、
臨
済
宗
、
一
ニ

シ
テ
、
計
三
十
二
ケ
寺
ア
リ
。

基
督
教
行
ハ
レ
ス
。

　
　
　
　
　
（
十
）
物
價

米
、
壱
石
ニ
付
、 

金
四
円
弐
拾
五
銭
。 

大
麦
、 

壱
石
ニ
付
、 

金
壱
円
五
拾
銭
。

大
豆
、
仝
、 

金
四
円
。 

酒
、 

仝
、 

金
拾
円
。

塩
、
三
斗
入
壱
俵
、 

九
拾
五
銭
。 

味
噌
、
壱
貫
匁
、 

金
拾
三
銭
。

醤
油
、
壱
石
、 
金
八
円
。 

石
油
、 

壱
斗
、 

金
壱
円
四
拾
銭
。

ニ
意
ヲ
注
ケ
リ
。

五
ケ
年
生
糸
産
額
、
拾
壱
個
五
百
匁
。
此
代
、
弐
千
八
百
九
拾
弐
円
拾
弐
銭
。

内
、
海
外
輸
出
向
製
糸
髙
、
七
個
。
其
價
、
千
八
百
四
拾
円
五
拾
銭
。

桑
苗
植
立
本
數
、
三
萬
五
千
六
百
三
本
。

綿
、
五
千
九
百
八
拾
六
貫
五
拾
七
匁
。

藍
、
四
百
拾
五
貫
匁
。

菜
種
、
七
百
六
拾
八
石
弐
斗
壱
升
七
合
。

牧
畜
』

馬
、
千
三
百
九
十
七
頭
。
但
、
内
國
種
。

産
馬
僅
ニ
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
一
ケ
年
購
入
凡
五
拾
頭
。
秋
季
彼
岸
、
若
松
馬
市

ニ
於
テ
取
引
ヲ
ナ
ス
ノ
習
慣
ナ
リ
。

産
馬
會
社
ノ
方
法
ニ
隨
フ
ト
雖
ト
モ
、
年
賦
金
ノ
返
納
ヲ
怠
ル
モ
ノ
ア
リ
。

牡
馬
、
三
拾
円
。
牝
馬
、
弐
拾
円
。
幼
馬
、
八
円
。

牛
、
五
頭
。
但
、
内
國
種
。

牧
場
及
搾
乳
料
等
ノ
モ
ノ
ナ
シ
。

雞
、
九
千
百
二
十
六
羽
。

　
　
　
　
　
（
七
）
　
職
業

農
、
千
四
百
四
十
七
戸
。

商
、
十
九
戸
。

工
、
四
戸
。』

雑
業
、
三
十
三
戸
。
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是
、
米
價
騰
貴
ノ
際
ニ
ア
リ
テ
、
俄
ニ
富
裕
ノ
心
ヲ
生
シ
、
従
テ
民
心
遊
惰
ニ

耽
リ
、
負
債
ヲ
重
ネ
タ
リ
。
故
ニ
償
却
ニ
困
ミ
、
終
ニ
處
分
ヲ
受
ク
ル
ニ
至
リ

シ
ナ
リ
。
然
レ
ト
モ
、
追
々
自
悟
ス
ル
カ
、
減
少
シ
テ
、
今
ハ
僅
カ
ニ
ア
ル
ノ
ミ
。

　
　
　
　
　
（
十
三
）
　
諸
税
金
及
協
議
費
』

國
税
、
壱
萬
八
千
八
百
拾
三
円
拾
七
銭
弐
厘
。

地
方
税
、
六
千
九
拾
五
円
弐
拾
七
銭
。

町
村
費
、
三
千
四
百
弐
拾
七
円
三
拾
三
銭
四
厘
。

協
議
費
、
弐
千
三
百
六
拾
五
円
八
拾
七
銭
六
厘
。

　
　
　
　
　
（
十
四
）
　
雑
件

本
部
中
、
農
夫
積
雪
ノ
際
ハ
、
年
中
使
用
ス
ル
草
履
、
草
鞋
ヲ
製
作
ス
ル
コ
ト

ヲ
務
メ
、
女
子
ハ
紡
績
、
裁
縫
ニ
従
事
セ
リ
。
平
生
、
他
國
ニ
出
稼
ス
ル
モ

ノ
僅
カ
ニ
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
敢
テ
定
業
ア
ル
ニ
然
ラ
ス
。
又
、
他
國
ヨ
リ
出
稼

ニ
来
ル
モ
ノ
ハ
、
大
工
、
及
農
家
稼
等
ナ
リ
。
八
田
村
ノ
如
キ
、
男
子
農
隙
ニ

ハ
、
物
貨
ヲ
運
搬
シ
、
賃
業
ヲ
営
ム
ア
リ
。
本
郡
内
、
凡
朝
五
時
ニ
起
キ
、
夜

ハ
（
短
夜
）
十
時
、（
長
夜
）
十
二
時
ニ
臥
ス
ル
ヲ
常
ト
セ
』
リ
。
然
シ
テ
、

夜
業
ハ
、
別
ニ
定
業
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
男
子
ハ
藁
細
工
、
女
子
ハ
紡
績
等
ニ
従

事
シ
、
期
日
休
業
ハ
、
多
ク
一
ケ
月
六
日
、
又
一
日
間
、
二
、
三
度
ノ
休
業
ヲ

ナ
ス
。』

　
　
　
　
　
　
小
作
証

岩
代
國
河
沼
郡
々
山
村
字
何
々
番

水
油
、
壱
斗
、
　
　
金
弐
円
弐
拾
銭
。
　
木
材
、
尺
貫
壱
本
、
金
五
拾
五
銭
。

大
工
、
壱
人
、
　
　
金
拾
八
銭
。
　
　
　
土
方
、
一
人
、
　
　  

金
弐
拾
銭
。

耕
夫
、
壱
人
、
　
　
金
拾
三
銭
。

魚
類
、
其
他
、
絹
布
等
ハ
、
他
地
方
ヨ
リ
輸
入
セ
ル
ヲ
以
テ
、
價
不
』
廉
ナ

リ
。
野
菜
ハ
多
ク
當
部
ノ
産
出
ニ
係
レ
ハ
、
價
他
方
部
ニ
比
シ
、
稍
廉
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
（
十
一
）
　
衛
生

地
方
病
ハ
ナ
シ
。通
常
最
モ
多
キ
ハ
、
胃
病
ナ
リ
。傳
染
病
ハ
、
腸
窒
扶
斯
病
、

近
年
少
シ
ク
ア
リ
シ
ト
雖
ト
モ
、
病
㔟
微
弱
ニ
シ
テ
、
流
行
セ
シ
ト
云
フ
ニ
至

ラ
ス
。

出
産
、
弐
百
三
十
八
人
ニ
シ
テ
、
死
亡
、
百
四
十
四
人
。
近
年
別
ニ
著
敷
増
減

ナ
シ
。
　

生
命
年
齢
平
均
、
四
十
五
年
。

婚
姻
男
ハ
、
十
九
年
、
女
ハ
十
七
、八
年
ヲ
以
テ
普
通
ノ
慣
習
ト
ナ
セ
リ
。

　
　
　
　
　
（
十
二
）
　
犯
罪
　
　

處
刑
ノ
最
モ
多
キ
ハ
窃
盗
犯
ニ
シ
テ
、
次
ニ
賭
博
犯
等
ナ
リ
。』

公
賣
處
分
ハ
、
二
、
三
年
前
ニ
在
リ
テ
ハ
、
其
数
甚
タ
シ
ク
、
一
期
千
人
ノ
多

キ
ニ
至
リ
シ
コ
ト
ア
リ
シ
モ
、
尓
来
、
年
ヲ
逐
ヒ
減
少
シ
、
本
年
ノ
如
キ
、
僅

カ
ニ
ア
ル
ノ
ミ
。
畢
竟
、
人
氣
軽
躁
浮
薄
ニ
流
レ
、
敢
テ
貧
困
ナ
リ
ト
云
フ
ニ

モ
、
義
務
ヲ
欠
ク
。
是
レ
、
意
ト
セ
サ
ル
ノ
風
ア
リ
シ
カ
、
追
々
是
ノ
風
習
脱

却
セ
シ
ニ
依
ル
。

身
代
限
リ
ノ
處
分
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
、
五
、
六
年
前
ニ
在
リ
テ
ハ
、
甚
タ
多
ク
、
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（
二
）
地
形

東
方
半
バ
、
只
見
川
ヲ
以
テ
甲
部
ニ
、
半
バ
、
飯
谷
山
脈
蜿
蜒
シ
テ
、
丁
部
ト

境
ヲ
画
シ
、
北
ハ
阿
賀
川
ヲ
隔
テ
ヽ
耶
麻
郡
ト
相
對
シ
、
西
南
ハ
山
巒
重
畳
、

本
縣
大
沼
郡
及
』
新
潟
縣
東
蒲
原
郡
ト
境
ヲ
接
ス
。
本
郡
内
、
平
坦
ノ
地
少
ナ

ク
、
山
岳
綿
亘
セ
リ
。
髙
陽
山
最
モ
髙
ク
（
抽
海
ノ
尺
度
四
百
丈
）、
東
松
嶽

之
レ
ニ
亜
ク
（
抽
海
ノ
尺
度
二
百
丈
）
。

幅
凡
十
間
以
上
ノ
川
、
只
見
川
、
阿
賀
川
、
二
線
ア
リ
。
内
、
阿
賀
川
ヲ
大
ト

ス
。
凡
十
間
以
下
ノ
川
十
一
線
。
其
内
、
大
槻
川
ヲ
以
テ
大
ナ
リ
ト
ス
。

阿
賀
川
ハ
川
底
岩
石
ニ
シ
テ
、
通
舩
ニ
便
ナ
ラ
ス
ト
雖
ト
モ
、
小
回
舩
ヲ
漕
運

シ
、
又
筏
ヲ
組
テ
流
下
ス
。

屋
敷
村
夫
婦
沢
桐
木
反
山
ニ
ハ
銀
鑛
、
下
谷
村
赤
羽
根
山
ニ
ハ
金
鑛
、
仝
櫻
木

峯
ニ
ハ
鉛
鑛
、
仝
匂
沢
山
ニ
ハ
金
銀
銅
鑛
、
仝
怪
者
氣
峠
ニ
ハ
金
鑛
、
仝
荷
堀

場
山
ニ
ハ
銅
鑛
ア
リ
。

　
　
　
　
　
（
三
）
耕
地
宅
地
　

　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
　
米
実
収
　
　
　
壹
石
八
斗

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
三
拾
三
円
三
拾
三
銭
三
厘
。』

　
　
上
田
　
仝
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
三
拾
壹
円
四
拾
四
銭
壹
厘
。

　
　
　
　
　
仝

　
　
　
　
小
作
米

　
　
　
九
斗
六
升
。

　
　
　
　
　
壹
反
歩

　
　
米
実
収

　
　
　
壹
石
五
斗
五
升
。

　
　
中
田

　
仝

　
　
　
　
賣
買
地
價

　
　
弐
拾
五
円
九
拾
八
銭
九
厘
。

　

　
　
　
　
　
仝

　
　
　
　
券
面
地
價

　
　
弐
拾
五
円
三
拾
八
銭
四
厘
。

一
、
田
畑
反
別
、
何
反
何
畝
歩
。

　
　
　
　
此
小
作
米
、
金
、
何
程
。

右
ハ
貴
殿
所
有
之
地
所
、
当
明
治
何
年
一
作
限
リ
、
正
ニ
借
受
候
處
実
正
也
。

然
ル
上
ハ
、
前
記
小
作
米
之
儀
ハ
、
本
年
何
月
何
日
迠
ニ
運
送
御
渡
可
申
候
。

万
一
、
期
限
相
違
之
儀
有
之
候
ハ
ヽ
、
保
証
人
ニ
於
テ
、
無
異
儀
弁
償
可
仕

候
。
為
後
日
、
保
証
人
連
印
ヲ
以
テ
、
証
書
差
上
申
候
處
如
件
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
郡
何
村
地
所
借
用
人

年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
番
地
　
　
何
之
誰
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
　
何
村
何
番
地
　
保
証
人
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
之
誰
　
印

　
　
　
何
郡
何
村
何
ノ
誰
殿
』

　
　
　
　
河
沼
郡
丙
部

　
　
　
　
　
（
一
）
気
候

極
寒
三
十
三
度
、
一
月
中
旬
ノ
交
。
極
暑
九
十
三
度
、
七
月
下
旬
ノ
交
。

冬
、
北
風
多
ク
、
北
風
最
モ
寒
烈
ナ
リ
。

夏
、
南
風
多
ク
、
南
風
恒
ニ
炎
熱
ナ
リ
。

東
風
ハ
雨
ヲ
醸
シ
、
西
風
ハ
多
ク
晴
ル
。

概
ネ
十
月
中
旬
ヨ
リ
霜
、
十
一
月
下
旬
頃
ヨ
リ
雪
降
リ
、
一
月
中
旬
頃
積
雪
、

四
月
下
旬
悉
ク
融
解
シ
、
五
月
頃
ヨ
リ
雪
霜
降
ラ
ス
。
洪
水
ノ
害
ア
ル
コ
ト
稀

レ
ナ
リ
。
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壹
反
歩
　
　
麦
実
収
　
　
　
六
斗
。

　
　
下
畑
　
仝
　
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
七
円
三
拾
銭
三
厘
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
五
円
弐
拾
壱
銭
九
厘
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
小
作
料
　
　
　
金
七
拾
弐
銭
。

畑
ニ
ハ
麦
ノ
外
、
重
モ
ニ
大
豆
、
亜
ニ
蕎
麦
、
粟
、
稗
ノ
類
ヲ
作
ル
。

 

麦
ハ
部
内
ノ
食
料
ニ
充
ツ
ル
ノ
ミ
。
蕎
麦
ノ
如
キ
ハ
、
食
糧
ニ
充
ツ
ル
ノ

外
、
坂
下
地
方
ニ
輸
出
ス
ル
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
別
ニ
特
殊
ノ
利
益
ア
ル 

ナ
シ
。

田
畑
ト
モ
、
小
作
預
ケ
ノ
習
慣
ハ
、
甲
乙
部
ニ
大
同
小
異
ナ
リ
ト
雖
ト
モ
、
尚

契
約
書
、
別
紙
ニ
添
フ
。
然
シ
テ
、
特
ニ
群
岡
地
方
ハ
口
頭
ノ
契
約
ニ
成
ル
モ

ノ
多
ク
、
其
契
約
タ
ル
、
唯
小
作
米
額
及
拂
渡
ノ
期
限
等
ナ
リ
。』

田
畑
ト
モ
別
ニ
甚
シ
キ
収
穫
ノ
増
減
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
近
年
、
氣
候
順
正
ナ
ル

ヲ
以
テ
、
自
然
増
多
セ
リ
。

耕
作
法
、
近
郡
ニ
特
異
ナ
ル
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
山
間
ノ
地
、
棚
田
多
ク
、
耕
耘

甚
タ
不
便
ナ
ル
モ
、
別
ニ
改
良
ニ
意
ヲ
注
ク
モ
ノ
ナ
シ
。

例
年
、
多
少
霜
害
ヲ
被
ラ
サ
ル
ナ
シ
。
春
霜
ハ
、

菓

（
果
の
誤
記
カ
）

実
、
桑
葉
ヲ
損
シ
、

秋
霜
ハ
、
遅
蒔
ノ
蕎
麦
ニ
害
ア
リ
。然
レ
ト
モ
、
土
地
ニ
依
リ
、
厚
薄
ア
ル
ナ
リ
。

旱
損
ハ
、
古
来
凡
十
ケ
年
ニ
二
、
三
度
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
水
損
ハ
、
甚
タ
稀
レ

ナ
リ
。

堰
水
ヲ
用
ヰ
ル
少
ナ
ク
シ
テ
、
多
ク
溜
水
ヲ
灌
漑
ス
。
其
溜
井
タ
ル
数
十
ケ
ア

リ
ト
雖
ト
モ
、
山
間
ニ
築
造
セ
ル
ヲ
以
テ
、
土
功
ノ
大
ナ
ル
ナ
シ
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
小
作
米
　
　
　
七
斗
。

　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
　
米
実
収
　
　
　
九
斗
九
升
。

　
　
下
田
　
仝
　
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
拾
八
円
弐
拾
八
銭
九
厘
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
拾
三
円
七
拾
六
銭
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
小
作
米
　
　
　
四
斗
六
升
。

多
ク
早
稲
ヲ
作
ル
。
亜
ク
ニ
中
稲
ニ
シ
テ
、
晩
稲
ハ
少
シ
。

収
穫
米
ハ
部
内
人
民
ノ
常
食
ニ
充
ツ
ル
モ
、
尚
不
足
ナ
レ
ハ
、
本
郡
坂
下
、
耶

麻
郡
喜
多
方
地
方
ヨ
リ
輸
入
ス
。』

俵
ハ
用
ユ
ル
モ
ノ
少
シ
ト
雖
、
適
々
用
ユ
ル
モ
ノ
ハ
五
斗
入
、
叺
ハ
四
斗
入
ナ
リ
。

秋
収
ノ
方
法
、
成
熟
ノ
後
、
之
レ
ヲ
刈
採
リ
、
其
茎
幹
ヲ
結
縛
シ
テ
稲
架
（
方

言
、
サ
デ
）
ニ
掛
ケ
、
乾
燥
ス
ル
コ
ト
十
余
日
、
後
家
宅
ニ
運
搬
シ
テ
、
落
籾

及
貯
蓄
法
等
ハ
総
テ
甲
乙
部
ニ
異
ナ
ル
ナ
ク
、
亦
別
ニ
改
良
セ
シ
コ
ト
ナ
シ
。

　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
　
麦
実
収
　
　
　
壹
石
五
升
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
拾
八
円
弐
拾
銭
。

　
　
上
畑
　
仝
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
拾
三
円
八
拾
銭
。

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
小
作
料
　
　
　
金
壱
円
三
拾
四
銭
。

　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
　
麦
実
収
　
　
　
八
斗
壹
升
五
合
。

　
　
中
畑

　
仝

　
　
　
　
賣
買
地
價

　
　
拾
三
円
八
拾
三
銭
弐
厘
。

　

　
　
　
　
　
仝

　
　
　
　
券
面
地
價

　
　
拾
圓
八
拾
三
銭
。』

　
　
　
　
　
仝

　
　
　
　
小
作
料

　
　
　
金
壹
円
六
銭
。
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長
桜
、
二
ツ
栗
、
泥
浮
山
　
睦
合
村
。
　
　
軽
沢
、
杉
山
　
　
　
　
東
松
村
。

片
門
、
洲
走
　
　
　
　
　
　
片
門
村
。
　
　
利
田
、
漆
窪
　
　
　
　
峯
村
。

下
野
尻
、
徳
沢
　
　
　
　
　
群
岡
村
。
　
　
白
坂
、
宝
川
　
　
　
　
宝
坂
村

屋
敷
、
樽
木
平
、

熊
沢
、
柞
畑
　
　
　
　
　
　
屋
敷
村
。

戸
数
　
千
四
百
五
十
一
戸
。

　
　
士
族
　
七
戸
。

　
　
平
民
　
千
四
百
三
十
四
戸
。

人
口
　
九
千
百
八
十
二
人
。

　
　
士
族
　
四
十
四
人
。

　
　
平
民
　
九
千
百
三
十
八
人
。』

戸
口
ノ
近
年
増
加
セ
ル
ハ
、
戸
籍
調
査
ノ
密
ナ
ル
ニ
依
ル
。

　
　
　
　
　
（
五
）
風
俗
生
計

上
等
　
一
家
一
ケ
年
ノ
生
計
費
、
准
市
街
、
四
百
五
拾
四
円
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
村
落
、
弐
百
八
十
円
。

中
等
　
仝
、 

百
六
拾
九
圓
。

下
等
　
仝
、 

七
拾
六
円
。

衣
服

　
上
等

　
平
常
ハ
綿
布
ヲ
用
ヘ
、
祭
礼
、
儀
式
等
ニ
ハ
絹
布
ヲ
着
用
ス
。

中
等

　
綿
布
ヲ
用
ユ
。

下
等

　
綿
布
ナ
リ
。
其
最
下
等
ニ
至
リ
テ
ハ
、
襤
褸
ナ
ル
ア
リ
。

　
　 

本
部
内
縣
道
ニ
沿
ヒ
、
宿
駅
ノ
体
ヲ
ナ
ス
、
野
沢
、
群
岡
ノ
如
キ
ハ
、
自

　
　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
券
面
地
價
　
　
拾
八
円
五
拾
六
銭
。』

　
　
上
宅
地
　
仝
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
三
拾
四
円
五
拾
七
銭
八
厘
。

　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
借
地
料
　
　
　
四
円
拾
五
銭
。

　
　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
券
面
地
價
　
　
拾
六
円
六
拾
銭
。

　
　
中
宅
地
　
仝
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
弐
拾
九
円
。
　

　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
借
地
料
　
　
　
弐
円
五
拾
銭
。

　
　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
券
面
地
價
　
　
拾
弐
円
三
拾
四
銭
五
厘
。

　
　
下
宅
地
　
仝
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
拾
七
円
八
拾
四
銭
。

　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
借
地
料
　
　
　
壹
円
四
拾
銭
。

　
　
　
　
　
（
四
）
　
町
村
戸
口
地
租

村
、
十
九
ケ
村
。
地
租
、
七
千
七
百
四
拾
四
円
四
拾
銭
五
厘
。

　
　
　
内
、
百
戸
以
上
ノ
村
、
六
村
。 

野
澤
村
、
尾
野
本
村
、
下
谷
村
、
登
世

嶋
村
、
群
岡
村
、
上
野
尻
村
。

旧
来
小
村
ニ
シ
テ
、
行
政
上
及
村
民
ノ
不
便
ナ
ル
ヨ
リ
、
旧
若
松
縣
治
ノ
ト

キ
、
併
合
セ
シ
村
名
、
左
ノ
如
シ
。』

野
沢
、
四
岐
、
西
平 

野
沢
村
。 

中
野
、
安
座
、
牧 

正
中
村
。

堀
越
、
芝
草
、
芹
沼 

芹
草
越
村
。 

山
口
、
牛
尾
、
出
ケ
原

 
 

黒
沢
、
小
杉
山 

下
谷
村
。

松
尾
、
森
野
、
茅
本 

尾
野
本
村
。 

上
小
島
、
下
小
島
、

 
 

尾
登 

登
世
島
村
。

縄
沢
、
青
坂
、
程
窪 

 

天
屋
、
本
名
、
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借
屋
料
及
地
代
共
、
金
拾
五
円
。

　
　
　
下
等
　
建
坪
、
拾
七
坪
。
仝
上
。

　
　
　
　
　
　
借
屋
料
及
地
代
共
、
金
五
円
。

新
築
上
等
一
坪
拾
円
、
中
等
七
円
、
下
等
三
円
。
木
材
ハ
、
部
内
ニ
テ
弁
ス
。

日
用
必
需
ノ
味
噌
、
醤
油
、
薪
炭
ハ
、
他
ノ
供
給
ヲ
仰
カ
ス
ト
雖
ト
モ
、
塩
、

砂
糖
、
呉
服
、
反
物
ノ
類
ハ
他
ノ
輸
入
ニ
係
リ
、
又
、
野
菜
ハ
、
部
内
ノ
産
出

ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
多
ク
用
ユ
ル
ト
キ
ハ
、
坂
下
地
方
ヨ
リ
需
ム
。

部
内
ニ
冠
タ
ル
財
産
家
三
人
。
職
業
ハ
農
ニ
シ
テ
商
ヲ
兼
ヌ
。』

縣
會
議
員
、
選
擧
、
被
選
挙
人
員
、
六
百
壱
人
。

徴
兵
適
齢
人
員
、
九
十
人
。

　
　
合
格
人
員
、
二
十
四
人
。

　
　
服
役
人
員
、
四
人
。

　
　
　
　
　
（
六
）
　
物
産

蚕
糸

　
生
糸
、
四
拾
貫
六
百
匁
。
繭
、
五
拾
三
石
五
斗
壱
升
。

桑
、
七
萬
弐
千
四
百
三
拾
五
貫
匁
。
但
、
壱
反
歩
摘
採
、
百
五
拾
九
貫
匁
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ケ
年
以
来
ノ
時
價
、
五
銭
。

養
蚕
ハ
逐
年
盛
大
ナ
ル
ノ
情
況
ニ
シ
テ
、
蚕
種
ノ
精
選
、
飼
養
法
ノ
改
良
等
ニ

注
意
ス
ル
カ
如
シ
。

五
ケ
年
生
糸
産
額
、
弐
拾
弐
個
四
貫
目
。
代
金
、
六
千
四
百
六
拾
五
圓
ナ
リ
。

未
タ
海
外
輸
出
向
製
絲
ナ
シ
。

然
其
趣
ヲ
異
ニ
ス
ル
カ
如
シ
ト
雖
ト
モ
、
一
般
ニ
概
言
ス
レ
ハ
、
祭
礼
、

儀
式
等
ノ
ト
キ
ハ
、
羽
織
袴
、
及
𧘕
𧘔
等
ヲ
着
用
シ
、
又
歩
行
ノ
容
装
タ

ル
、
上
等
ハ
、
羽
織
ヲ
着
シ
、
帽
ヲ
戴
キ
、
蝙
蝠
傘
ヲ
携
フ
ル
ヲ
通
例
ト

ス
レ
ト
モ
、
中
等
以
下
ニ
至
リ
』
リ
テ
ハ
、
猿
袴
（
此
事
乙
部
ニ
云
ヘ

リ
）
ヲ
着
、
蓑
笠
及
和
傘
ヲ
用
ヘ
、
草
鞋
ヲ
穿
ツ
モ
ノ
多
シ
。

外
国
ノ
風
俗
ヲ
学
フ
ノ
情
況
、
別
ニ
云
フ
ヘ
キ
ナ
キ
カ
如
シ
ト
雖
ト
モ
、
前
項

准
市
街
ノ
地
ニ
在
リ
テ
ハ
、
男
子
ハ
洋
服
ヲ
着
シ
、
女
子
ハ
束
髪
ヲ
ナ
ス
モ
ノ

稀
レ
ニ
見
ル
ア
リ
。

食
物
　
上
等
　
一
日
三
食
　
米
飯
。
季
節
ニ
依
リ
、
麦
、
蕎
麦
ノ
類
ヲ
混
ス
。

　
　
　
中
等
　
仝
　
　
　
　 

仝
上
。
蕎
麦
、
麦
、
粟
、
稗
ノ
類
、
其
季
節
ニ
依

リ
食
ス
。

　
　
　
下
等
　
仝
　
　
　
　 

仝
上
ト
雖
ト
モ
、
野
菜
ヲ
混
炊
シ
、
従
テ
米
量
ヲ

減
ス
。

　
　
　
　
　
　 

屋
敷
村
ノ
如
キ
ハ
、
食
料
甚
タ
下
等
ニ
シ
テ
、
草
根
、
木
葉
ヲ

煮
、
之
レ
ニ
米
小
許
ヲ
加
ヘ
、
食
ス
ル
ア
リ
。

會
飯
ノ
習
慣
、
一
年
一
回
、
或
ハ
一
ケ
月
一
回
、
熊
野
講
、
八
日
講
、
山
神

講
、
観
音
講
ト
唱
ヒ
會
食
ス
。

自
家
用
料
酒
造
戸
数
、
五
百
七
十
一
戸
。』

家
屋

　
上
等

　
建
坪
、
九
十
九
坪
。
屋
根
木
羽
ト
茅
葺
等
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
借
屋
料
及
地
代
共
、
金
五
拾
円
。

　
　
　
中
等

　
建
坪
、
三
拾
五
坪
。
茅
葺
、
及
杉
皮
葺
等
ナ
リ
。
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搾
乳
料
、
及
屠
殺
等
ナ
シ
。
他
ハ
前
項
ニ
仝
シ
。

　
雞
、
四
千
四
百
三
拾
四
羽
。

　
　
　
　
　
（
七
）
　
職
業

農
、
千
三
百
四
十
戸
。

商
、
五
十
八
戸
。』

工
、
二
十
八
戸
。

雑
業
、
二
十
五
戸
。

　
別
掲

　
　
　
酒
造
家
、
四
戸
。

　
　
　
菓
子
屋
、
五
十
戸
。

　
　
　
　
　
（
八
）
　
學
事

尋
常
小
學
校
、
四
。
簡
易
小
学
校
、
三
。

學
齢
児
童
、
千
六
百
九
十
三
人
。
内
、
男
、
九
百
二
十
一
人
、
女
、
七
百
七
十 

二
人
。

就
学
生
、
六
百
九
十
六
人
。
内
、
男
、
六
百
六
十
人
、
女
、
九
十
人
。

不
就
学
児
童
、
九
百
九
十
七
人
。内
、
男
、
三
百
五
人
、
女
、
六
百
九
十
二
人
。

米
国
桑
港
バ
ー
ク
レ
ー
大
学
校
ヘ
一
人
、
宮
城
縣
立
医
学
校
ヘ
一
人
ニ
シ
テ
、

都
合
二
人
ハ
他
ニ
在
学
ノ
モ
ノ
ア
リ
。

　
　
　
　

　
　
　
　
　
（
九
）

　
宗
教
』

人
民
信
仰
ス
ル
宗
派
、
別
ニ
掲
ク
ベ
キ
モ
ノ
ナ
シ
。
各
自
菩
提
寺
ノ
宗
旨
ヲ
信

ス
ル
ノ
ミ
。

桑
苗
植
立
、
弐
万
六
千
五
拾
壹
本
。』

綿
、
千
六
百
六
貫
八
百
匁
。

藍
、
千
六
百
八
拾
壹
貫
匁
。

生
蝋
、
百
三
拾
貫
三
百
匁
。

漆
実
、
五
百
六
拾
七
石
九
斗
。

菜
種
、
七
拾
五
石
弐
斗
九
升
五
合
。

煙
草
、
千
三
百
三
貫
匁
。

麻
、
百
貫
匁
。

楮
皮
、
壹
萬
弐
千
四
百
七
拾
九
貫
匁
。

紙
、
壹
萬
四
千
三
百
五
拾
束
。

葛
粉
、
弐
千
五
拾
斤
。

炭
、
弐
萬
四
千
貫
目
。

銀
、
三
貫
四
百
匁
。

銅
、
弐
千
貫
匁
。』

牧
畜

　
馬
、
九
百
四
拾
四
頭
、
但
、
内
國
種
。

産
馬
ナ
シ
。
青
森
地
方
ヨ
リ
購
入
ス
。
其
數
、
一
ケ
年
凡
三
拾
頭
。

取
引
ハ
多
ク
牛
馬
賣
買
免
許
人
ノ
手
ヲ
経
ル
ヲ
常
ト
ス
。

産
馬
會
社
ノ
方
法
ニ
随
フ
ト
雖
ト
モ
、
年
賦
金
ノ
怠
納
者
ア
リ
。

牡
馬
ノ
價
ハ
四
拾
圓
。
幼
馬
ハ
八
圓
許
ナ
リ
。

　
牛
、
七
頭
。
但
、
内
國
種
。



- 51 -

明
治
二
〇
年
「
民
度
調

　
河
沼
郡
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

明
治
二
〇
年
「
民
度
調

　
河
沼
郡
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

　
　
　
　
　
（
十
二
）
　
犯
罪
』
　

犯
罪
處
刑
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
甚
タ
多
カ
ラ
ス
。
然
レ
ト
モ
、
其
處
刑
者
ニ
就
キ
調

フ
レ
ハ
、
窃
盗
、
遺
失
物
蔵
匿
、
違
警
罪
等
ナ
リ
。

本
部
内
ニ
シ
テ
、
諸
税
不
納
ノ
為
メ
公
賣
處
分
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
、
従
来
寡
ナ
シ

ト
雖
ト
モ
、
敢
テ
減
少
セ
シ
ト
云
フ
ヲ
得
ス
。
之
レ
一
利
一
害
、
数
ノ
免
レ
サ

ル
所
ニ
シ
テ
、
民
度
ノ
進
化
ニ
従
ヒ
、
人
心
稍
浮
薄
ノ
傾
キ
ア
リ
。
義
務
ノ
重

セ
サ
ル
ニ
依
ル
為
メ
ナ
ラ
ン
カ
。

身
代
限
ノ
處
分
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
、
近
年
減
少
ニ
及
ヒ
シ
ト
雖
ト
モ
、
他
部
ニ
比

シ
、
未
タ
充
分
ノ
減
少
ト
云
フ
ヲ
得
ス
。

　
　
　
　
　
（
十
三
）
　
諸
税
金
及
協
議
費

國
税
、
壹
萬
百
拾
六
円
四
拾
六
銭
三
厘
。

地
方
税
、
四
千
五
百
六
拾
八
円
三
拾
七
銭
三
厘
。』

町
村
費
、
三
千
三
百
拾
六
円
八
拾
壹
銭
壹
厘
。

協
議
費
、
千
六
百
五
拾
弐
円
八
拾
銭
五
厘
。

　
　
　
　
　
（
十
四
）
　
雑
件

本
部
内
農
夫
等
ハ
、
耕
地
少
ナ
キ
ヲ
以
テ
、
農
隙
ニ
ハ
運
送
業
、
或
ハ
薪
炭
業

ヲ
ナ
シ
、
其
積
雪
中
ハ
紙
漉
業
、
夜
ハ
藁
細
工
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ア
ル
ヲ
通
例
ト

ス
。
又
、
他
ニ
出
稼
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。
萱
手
職
等
ヲ
業
ト
ス
。
他
ヨ
リ
出
稼
ニ

来
ル
モ
ノ
ハ
、
日
雇
稼
、
車
夫
等
ナ
リ
。

眠
起
、
大
凡
、
朝
五
時
ニ
起
キ
、
夜
十
時
乃
至
十
二
時
ニ
臥
ス
。
其
夜
業
、
男

ハ
藁
細
工
、
女
子
ハ
紡
績
、
裁
縫
等
ニ
従
事
シ
、
期
日
休
業
一
ケ
月
、
五
、
六

真
言
宗
、
十
一
、
浄
土
宗
、
十
四
、
曹
洞
宗
、
九
、
臨
済
宗
、
二
、
都
合

三
十
六
ケ
寺
ア
リ
。

基
督
教
、
行
ハ
ル
ト
云
フ
ニ
非
ラ
サ
レ
ト
モ
、
二
、三
ノ
信
者
ア
リ
。

　
　
　
　
　
（
十
）
物
價

米
、
壱
石
ニ
付
、
金
四
円
九
拾
銭
。

大
麦
、
壱
石
ニ
付
、
金
弐
円
八
拾
銭
。

大
豆
、
仝
、
金
五
円
。
　
　
　
　
　
　
　
酒
、
仝
、
金
拾
三
円
。

塩
、
三
斗
入
壱
俵
、
金
六
拾
八
銭
。
　
　
味
噌
、
壱
貫
匁
、
金
拾
壱
銭
五
厘
。

醤
油
、
壹
石
、
金
拾
円
。
　
　
　
　
　
　
石
油
、
壱
斗
、
金
壱
円
拾
五
銭
。

薪
、
壱
棚
五
尺
六
尺
、
金
壹
円
五
拾
銭
。
木
材
、
尺
貫
壱
本
、
金
七
拾
五
銭
。

大
工
、
一
人
、
金
拾
五
銭
。
　
　
　
　
　
土
方
、
一
人
、
金
拾
五
銭
。

耕
夫
、
一
人
、
金
八
銭
五
厘
。
　
　
　
　
炭
、
拾
貫
匁
、
金
弐
拾
弐
銭
』

魚
類
、
及
砂
糖
、
絹
布
等
ハ
、
他
地
方
ノ
輸
入
ニ
係
リ
、
價
格
隨
テ
不
廉
ナ

リ
。
野
菜
ハ
、
他
部
ニ
比
シ
、
髙
低
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
薪
炭
ノ
如
キ
ハ
部
内
ノ

産
出
ナ
レ
ハ
、
廉
價
ナ
リ
。
　
　

　
　
　
　
　
（
十
一
）
　
衛
生

地
方
病
ハ
ナ
シ
。
通
常
、
最
モ
多
キ
ハ
胃
病
ナ
リ
。
傳
染
病
ノ
流
行
等
ナ
シ
ト

雖
ト
モ
、
稀
レ
ニ
腸
窒

（
窒
扶
斯
の
誤
記
）

斯
扶
病
ノ
發
生
ス
ル
ア
リ
。

出
産
、
弐
百
五
十
一
人
、
死
亡
、
百
六
十
人
ニ
シ
テ
、
近
年
別
ニ
著
シ
キ
増
減

ア
ル
ヲ
見
ス
。
故
ニ
又
理
由
ヲ
陳
セ
ス
。

生
命
年
齢
平
均
、
四
十
五
年
。

婚
姻
、
男
ハ
二
十
年
、
女
ハ
十
七
、八
年
ヲ
以
テ
普
通
ト
ナ
ス
ノ
慣
習
ナ
リ
。
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（
一
）
気
候

極
寒
二
十
四
度
、
一
月
上
旬
ノ
交
。
極
暑
九
十
度
、
七
月
下
旬
ノ
交
。

冬
、
北
風
多
ク
、
北
風
最
モ
寒
烈
ナ
リ
。

夏
、
南
風
多
ク
、
南
風
恒
ニ
炎
熱
ナ
リ
。

東
風
ハ
、
雨
ヲ
醸
シ
、
西
風
ハ
、
多
ク
晴
ル
。

概
ネ
十
月
中
旬
ヨ
リ
霜
、
十
一
月
下
旬
頃
ヨ
リ
雪
降
リ
、
一
月
中
旬
頃
積
雪
、

四
月
下
旬
、
悉
ク
融
解
シ
、
五
月
頃
ヨ
リ
雪
霜
降
ラ
ス
。
洪
水
等
ノ
害
ア
ル
稀

ナ
リ
。

　
　
　
　
　
（
二
）
地
形

東
方
細
八
山
ヲ
以
テ
甲
部
ト
境
シ
、
南
ハ
一
体
ノ
山
脈
大
沼
郡
ト
境
ヲ
画
シ
、

西
北
ハ
飯
谷
山
ノ
山
脈
、
蜿
蜒
シ
テ
藤
峠
ニ
延
ヒ
、
以
テ
丙
部
ト
連
接
シ
、
只

見
川
中
央
ヲ
貫
流
シ
、
山
岳
綿
』
亘
セ
シ
飯
谷
山
最
モ
髙
シ
ト
ス
（
抽
海
ノ
尺

度
弐
百
丈
）。

幅
凡
十
間
以
上
ノ
川
、
只
見
ノ
一
川
ノ
ミ
。
凡
十
間
以
下
ノ
川
二
線
、
内
、
滝

谷
川
ヲ
大
ト
ス
。

只
見
川
ハ
、
通
舩
ニ
便
ナ
ラ
ス
ト
雖
ト
モ
、
小
回
舩
ヲ
通
ス
ヘ
ク
、
又
、
筏
ハ

組
テ
流
下
ス
。

飯
谷
山
ニ
ハ
銅
鑛
物
ア
リ
。

　
　
　
　
　
（
三
）
耕
地
宅
地

　
　

　
　
　
　
　
壹
反
歩

　
　
米
実
収

　
　
　
弐
石
壱
斗
八
升
八
合

　
　
　
　
　
仝

　
　
　
　
賣
買
地
價

　
　
五
拾
弐
円
弐
拾
弐
銭

回
。
又
、
一
日
二
度
休
業
ス
ル
ヲ
常
ト
セ
リ
。』

　
　
　
　
　
小
作
証

國
郡
村
地
番

字一
、
田

　
　
　
此
小
作
米
壱
ケ
年

　
　
　
　
　
　
　
米
何
程

右
ハ
貴
殿
御
所
持
ノ
田
地
、
當
明
治
十
九
年
ヨ
リ
来
ル
明
治
二
十
一
年
迠
テ
三

ケ
年
間
、
散
田
小
作
可
仕
約
定
仕
候
所
実
正
也
。
然
ル
上
ハ
、
作
徳
米
之
儀

ハ
、
毎
年
前
記
之
通
、
旧
十
月
三
十
日
限
納
入
可
仕
候
。
若
シ
其
節
、
相
滞
候

ハ
ゝ
、
小
作
御
引
上
ケ
ハ
勿
論
、
保
証
』
人
ニ
於
テ
引
受
ケ
、
屹
度
弁
償
致

シ
、
貴
殿
ヘ
少
モ
御
迷
惑
相
掛
ケ
申
間
敷
候
。
為
後
日
、
小
作
証
一
札
如
件
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郡
村
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
作
人

明
治
十
九
年
　
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
何
之
誰
　
印

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
仝
　
仝
保
証
人
　
何
之
誰
　
印

　
　
　
郡
村
名

　
　
　
　
何
之
誰
殿
』

河
沼
郡
丁
部
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仝
　
　
　
　
小
作
料
　
　
　
麦
三
斗

　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
　
麦
実
収
　
　
　
三
斗
六
升
六
合

　
　
下
畑
　
仝
　
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
四
円
四
拾
銭

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
五
円

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
小
作
麦
　
　
　
壹
斗
五
升

麦
ハ
大
麦
ト
ス
。
重
モ
ニ
作
ル
ハ
、
大
豆
、
蕎
麦
ナ
リ
。

 

麦
、
蕎
麦
ハ
部
内
ノ
食
料
ニ
充
テ
、
尚
蕎
麦
ノ
如
キ
、
食
糧
ト
ナ

シ
、
餘
リ
ア
ル
モ
ノ
ハ
、
之
レ
ヲ
坂
下
地
方
ニ
輸
出
セ
リ
。』

 

郷
戸
村
ハ
、
先
年
、
人
参
ヲ
作
リ
、
所
得
ノ
利
多
カ
リ
シ
モ
、
近

年
、
價
格
低
落
、
目
今
、
特
殊
ノ
利
ナ
シ
。

田
畑
ト
モ
小
作
預
ケ
ヲ
ナ
ス
、
甚
タ
稀
少
ニ
シ
テ
、
又
約
定
書
ノ
交
付
等
ナ

シ
。
小
作
米
額
、
及
拂
渡
期
限
ハ
、
甲
部
ト
大
異
ナ
シ
。

田
畑
ト
モ
、
近
年
甚
タ
シ
キ
収
穫
ノ
増
減
ナ
シ
ト
雖
ト
モ
、
旱
天
ノ
為
メ
、
少

シ
ク
減
収
セ
リ
。

耕
作
法
、
近
郡
ニ
特
異
ナ
ル
ナ
シ
。

例
年
多
少
、
霜
害
ヲ
被
ラ
サ
ル
ナ
シ
。
其
景
況
、
丙
部
ニ
仝
シ
。

古
来
、
旱
損
又
ハ
水
損
ヲ
被
ル
コ
ト
、
凡
十
五
年
、
一
、二
回
ア
リ
。

堰
、
溜
井
等
大
土
功
ノ
モ
ノ
ナ
シ
。
多
ク
、
山
間
渓
谷
ノ
流
水
ヲ
貯
溜
シ
テ
用

水
ト
セ
ル
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
壹
反
歩

　
券
面
地
價

　
　
三
拾
壹
円
。』

　
　
上
宅
地

　
仝

　
　
　
賣
買
地
價

　
　
四
拾
円
。

　
　
上
田
　
仝
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
三
拾
壹
円
四
拾
四
銭

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
小
作
米
　
　
　
八
斗
七
升
五
合

　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
　
米
実
収
　
　
　
壹
石
四
斗
八
升
八
合

　
　
中
田
　
仝
　
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
三
拾
圓
七
拾
七
銭
』
　

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
拾
九
円
九
拾
六
銭
六
厘

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
小
作
米
　
　
　
五
斗
弐
升
五
合

　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
　
米
実
収
　
　
　
九
斗
壹
升
六
合

　
　
下
田
　
仝
　
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
拾
弐
圓

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
八
圓
五
拾
八
銭
八
厘

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
小
作
米
　
　
　
弐
斗
八
升

多
ク
早
稲
ヲ
作
ル
。

収
穫
米
ハ
、
部
内
人
民
ノ
食
料
ニ
足
ラ
ス
。
甲
部
内
坂
下
地
方
ヨ
リ
輸
入
ス
。

俵
ヲ
用
ユ
ル
モ
ノ
稀
レ
ニ
シ
テ
、
多
ク
叺
ヲ
用
ユ
。
四
斗
弐
升
入
ト
ス
。

秋
収
ノ
方
法
、
丙
部
ニ
異
ナ
ラ
ス
。

　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
　
麦
実
収
　
　
　
九
斗
壹
升
壹
合

　
　
上
畑
　
仝
　
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
弐
拾
弐
円
弐
拾
銭
』

　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
券
面
地
價
　
　
弐
拾
圓

　
　
　
　
　
仝

　
　
　
　
小
作
料

　
　
　
麦
三
斗
七
升
八
合

　
　
　
　
　
壹
反
歩

　
　
麦
実
収

　
　
　
六
斗
八
升
八
合

　
　
中
畑

　
仝

　
　
　
　
賣
買
地
價

　
　
九
円
七
拾
七
銭
七
厘

　

　
　
　
　
　
仝

　
　
　
　
券
面
地
價

　
　
拾
円
八
拾
八
銭
八
厘
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平
井
、
和
泉
　
　
　
坂
本
村
。

戸
数
　
五
百
九
十
戸
。

　
　
　
士
族
　
三
戸
。

　
　
　
平
民
　
五
百
八
十
七
戸

人
口
　
三
千
六
百
五
十
一
人
。
　

　
　
　
士
族
　
拾
三
人
。

　
　
　
平
民
　
三
千
六
百
三
十
八
人

戸
口
ノ
近
年
増
加
セ
シ
ハ
、
戸
籍
調
査
ノ
周
密
ナ
ル
ニ
依
ル
。

　
　
　
　
　
（
五
）
風
俗
生
計
』

上
等
　
一
家
一
ケ
年
ノ
生
計
費
、
弐
百
七
拾
圓
。

中
等
　
仝
、
　
　
　
　
　
　
　
　 

百
五
拾
圓
。

下
等
　
仝
、
　
　
　
　
　
　
　
　  

七
拾
五
圓
。

衣
服
　
上
等
　 

綿
布
ヲ
常
服
ト
シ
、
祭
禮
、
儀
式
等
ノ
節
、
羽
織
ハ
絹
布
ヲ
用

レ
ト
モ
、
袴
ニ
ハ
絹
布
ノ
モ
ノ
稀
レ
ナ
リ
。

中
等
　
仝
上
ニ
シ
テ
、
物
資
稍
麁
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

下
等
　 

祭
禮
、
儀
式
等
ニ
出
ツ
ル
ト
キ
ハ
、
綿
布
少
シ
ク
装
フ
ト
雖
ト

モ
、
常
ハ
襤
褸
身
ニ
纏
ヒ
、
醜
態
ヲ
免
レ
ス
。

 
祭
礼
、
儀
式
等
ニ
ハ
、
羽
織
袴
ヲ
着
ス
ル
通
例
ト
ス
レ
ト
モ
、
婚
葬
ニ

ハ
、
尚
𧘕
𧘔
ヲ
用
ユ
。
其
中
等
以
上
ハ
、
通
常
、
桐
下
駄
ヲ
穿
チ
、
絹
張

ノ
蝙
蝠
傘
ヲ
携
フ
。
帽
ヲ
戴
ク
モ
ノ
稀
レ
ナ
リ
。
然
レ
ト
モ
、
女
ハ
概
シ

テ
絹
布
ヲ
用
ユ
ル
カ
如
シ
。
其
他
ノ
容
装
、
猿
袴
ニ
蓑
笠
、
草
鞋
ヲ
多
シ

　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
借
地
料
　
　
　
三
圓
五
拾
銭
。

　
　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
券
面
地
價
　
　
拾
三
円
七
拾
七
銭
。

　
　
中
宅
地
　
仝
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
拾
九
円
七
拾
銭
。
　

　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
借
地
料
　
　
　
弐
円
五
拾
銭
。

　
　
　
　
　
　
壹
反
歩
　
券
面
地
價
　
　
八
円
弐
拾
五
銭
。

　
　
下
宅
地
　
仝
　
　
　
賣
買
地
價
　
　
八
円
弐
拾
五
銭
。

　
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
借
地
料
　
　
　
壹
円
五
拾
銭
。

　
　
　
　
　
（
四
）
　
町
村
戸
口
地
租

村
、
九
ケ
村
。
地
租
、
弐
千
九
百
九
拾
弐
圓
三
拾
銭
八
厘
。

　
　
　
内
、
百
戸
以
上
ノ
村
、
柳
津
村
。

旧
来
小
村
ニ
シ
テ
、
施
政
上
及
人
民
ノ
不
便
ナ
ル
ヨ
リ
、
若
松
縣
ニ
於
テ
、
合

併
セ
シ
村
名
左
ニ
。』

柳
津
、
安
久
津
、
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
戸
、
小
野
川
、

出
倉
　
　
　
　
　
　
柳
津
村
。
　
　
　
中
野
、
柳
津
新
村
　
　
　
郷
戸
村
。

老
野
沢
、
麻
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
巻
、
椿
、

持
寄
　
　
　
　
　
　
飯
谷
村
。
　
　
　
石
坂
　
　
　
　
　
　
　
　
小
椿
村
。

細
越
、
八
坂
野
　
　
細
八
村
。
　
　
　
黒
滝
、
猪
ノ
花
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
野
、
長
倉

　
　
　
　
　
猪
倉
野
村

小
柳
津
、
大
野
、

　
　
　
　
　
　
　
　
藤
、
長
窪

　
　
　
　
　
　
藤
村

大
野
新
田

　
　
　
　
大
柳
村
。

朝
立
、
大
沢
、
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數
等
ノ
下
位
ナ
リ
。

縣
會
議
員
、
選
挙
、
被
選
挙
人
員
、
弐
百
六
十
九
人
。

徴
兵
適
齢
人
員
、
四
十
八
人
。

　
　
　
合
格
人
員
、
十
四
人
。

　
　
　
服
役
人
員
、
一
人
。

　
　
　
　
　
（
六
）
　
物
産

蚕
絲
』

　
　
生
糸
、
弐
拾
七
貫
匁
。
繭
、
弐
拾
弐
石
四
斗
。

桑
、
四
千
四
百
五
拾
貫
匁
。
但
、
壹
反
歩
摘
採
髙
、
不
詳
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ケ
年
以
来
、
壱
貫
匁
ノ
時
價
、
六
銭
。

養
蚕
ハ
、
近
年
ニ
創
始
セ
シ
ト
雖
ト
モ
、
逐
年
増
加
シ
、
蚕
種
精
選
、
飼
養
法

ノ
改
良
等
ニ
意
ヲ
注
ク
モ
ノ
ア
ル
ヲ
以
テ
、
后
来
盛
ナ
ル
ニ
至
ル
ヘ
シ
。

五
ケ
年
、
生
糸
産
額
七
個
三
貫
匁
。
價
格
、
千
九
百
五
拾
圓
。
海
外
輸
出
向
製

糸
、
拾
八
貫
目
ト
ス
。

桑
苗
植
立
、
壹
萬
八
百
本
。

人
参
、
弐
千
三
百
九
拾
貫
匁
。

薄
荷
、
四
百
六
拾
九
貫
匁
。

漆
実
、
四
百
三
拾
壱
石
四
斗
。

煙
草
、
千
四
百
五
拾
五
貫
匁
。

綿
、
千
百
七
拾
七
貫
匁
。』

藍
、
三
千
百
弐
拾
貫
匁
。

ト
ス
。

外
国
ノ
風
ヲ
学
フ
ノ
情
況
ナ
シ
ト
云
フ
ベ
シ
。
然
レ
ト
モ
、
稀
レ
ニ
ハ
、
洋
服

ヲ
着
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
。』

食
物
　
上
等
　
一
日
三
食
、
米
飯
。
時
節
ニ
依
リ
、
小
豆
、
粟
等
ヲ
混
炊
ス
。
　

　
　
　
中
等
　
仝
、
　
　
　 

米
飯
。
乾
菜
、
或
ハ
小
豆
、
粟
等
ヲ
混
炊
ス
。

　
　
　
下
等
　
仝
、
　
　
　 
仝
上
ニ
シ
テ
、
稍
米
量
ヲ
減
ス
。

會
食
、
春
秋
二
季
、
山
神
講
ト
称
シ
、
米
及
濁
酒
ヲ
集
メ
、
飲
食
ス
ル
ア
リ
。

又
、
一
ケ
月
一
回
、
権
現
講
、
古
峯
講
ト
称
シ
、
各
集
合
シ
テ
、
食
ス
ル
モ
ア
リ
。

自
家
用
料
酒
造
戸
数
、
弐
百
四
拾
戸
。

家
屋
　
上
等
　
建
坪
、
百
坪
。
屋
根
、
茅
及
小
羽
葺
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
　
借
家
料
及
地
代
共
、
五
拾
円
。

　
　
　
中
等
　
建
坪
、
五
拾
坪
。
屋
根
、
茅
葺
。

　
　
　
　
　
　
仝
上
、
三
拾
円
。

　
　
　
下
等
　
建
坪
、
三
拾
坪
。
仝
上
。

　
　
　
　
　
　
仝
上
、
八
円
四
拾
銭
。』

新
築
上
等
一
坪
凡
拾
三
圓
、
中
等
九
円
、
下
等
三
円
。
木
材
ハ
多
ク
部
内
ニ
テ

弁
ス
ベ
シ
ト
雖
ト
モ
、
亦
少
ク
、
大
沼
郡
ヨ
リ
需
ム
ル
ア
リ
。

日
用
必
需
ノ
物
品
、
味
噌
、
醤
油
、
野
菜
ノ
如
キ
ハ
、
部
内
ニ
テ
弁
ス
。
然
レ

ト
モ
、
多
量
ニ
用
ユ
ル
ト
キ
、
又
、
呉
服
、
反
物
ノ
類
ハ
、
他
ノ
供
給
ヲ
仰
ク

故
ニ
髙
價
ナ
リ
。

部
内
ニ
冠
タ
ル
財
産
家
一
人
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、
他
部
ノ
財
産
家
ニ
比
ス
レ
ハ
、
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他
ニ
在
学
ノ
モ
ノ
ナ
シ
。

　
　
　
　
　
（
九
）
　
宗
教

宗
教
ハ
、
一
般
ニ
行
ハ
レ
ス
。
殊
ニ
掲
ク
ベ
キ
ナ
シ
。

真
言
宗
、
三
、
臨
済
宗
、
四
、
曹
洞
宗
、
四
、
浄
土
宗
、
一
ニ
シ
テ
、
計
』

十
二
ケ
寺
ア
リ
。

教
會
所
、
臨
済
宗
、
一
ケ
所
ア
リ
。

基
督
教
行
ハ
レ
ス
。

　
　
　
　
　
（
十
）
物
價

米
、
壹
石
ニ
付
、
金
四
円
五
拾
銭
。
大
麦
、
壹
石
ニ
付
、
金
三
円
三
拾
銭
。

酒
、
仝
、
　
　
　
金
拾
三
円
。
　
　
塩
、
三
斗
入
壹
俵
、
金
七
拾
五
銭
。

味
噌
、
壱
貫
匁
、
金
壹
円
。
　
　
　
醤
油
、
壱
石
、
金
六
円
五
拾
銭
。

石
油
、
壱
斗
、
金
壹
円
拾
五
銭
。
　
木
材
、
尺
貫
壱
本
、
金
六
拾
五
銭
。

大
工
、
壱
人
自
食
、
金
拾
七
銭
。
　
土
方
、
一
人
自
食
、
金
拾
五
銭
。

耕
夫
、
一
人
自
食
、
金
拾
三
銭
。

魚
類
、
其
他
絹
布
等
ハ
、
他
地
方
ノ
輸
入
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
價
不
廉
ナ
リ
。

野
菜
、
平
常
部
内
ノ
産
出
ヲ
用
ユ
レ
ハ
、
別
ニ
髙
價
ナ
ラ
ス
ト
雖
ト
モ
、
坂
下

地
方
ヨ
リ
輸
入
ス
ル
ト
キ
ハ
、
不
廉
ナ
リ
。』

　
　
　
　
　
（
十
一
）

　
衛
生

地
方
病
ナ
シ
。
通
常
最
モ
多
キ
ハ
胃
病
ト
ス
。
傳
染
病
ノ
流
行
亦
ナ
シ
ト
雖
ト

モ
、
十
八
年
中
、
飯
谷
銅
山
鑛
夫
ニ
天
然
痘
、
其
他
、
腸
窒
扶
斯
病
ヲ
發
生
セ

シ
コ
ト
ア
リ
シ
モ
、
甚
シ
キ
傳
播
ニ
至
ラ
ス
。

紙
、
弐
百
九
拾
八
束
。

銅
、
弐
千
貫
匁
。

牧
畜

　
馬
、
三
百
五
頭
。
但
、
内
國
種
。

産
馬
ナ
シ
。
南
部
三
春
地
方
ヨ
リ
購
入
ス
ト
雖
ト
モ
、
僅
少
ナ
リ
。
取
引
ハ
、

牛
馬
賣
買
免
許
人
ノ
手
ヲ
経
ル
ヲ
常
ト
セ
リ
。

産
馬
會
社
ノ
方
法
ニ
随
フ
ト
雖
ト
モ
、
年
賦
金
ノ
怠
納
者
ア
リ
。

　
鶏
、
千
百
十
羽
。

　
　
　
　
　
（
七
）
　
職
業

農
、
五
百
二
十
五
戸
。

商
、
二
十
九
戸
。

工
、
十
八
戸
。』

雑
業
、
十
八
戸
。

　
　
別
掲

　
　
　
酒
造
家
、
二
戸
。

　
　
　
菓
子
屋
、
二
十
戸
。

　
　
　
　
　
（
八
）
　
學
事

尋
常
小
學
校
、
一
。

學
齢
児
童
、
六
百
六
十
四
人
。
内
、
男
、
三
百
三
十
八
人
、
女
、
三
百
二
十
六
人
。

就
学
生
、
弐
百
六
十
七
人
。
内
、
男
、
二
百
九
人
、
女
、
五
十
八
人
。

不
就
学
児
童
、
三
百
九
十
七
人
。
内
、
男
、
百
二
十
九
人
、
女
、
二
百
六
十
八
人
。
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河
沼
郡
物
價
表

物
品
　
　
　
　
　
相
庭
　
　
　
　
　
　
　
物
品
　
　
　
　
　
　
相
庭

米
　
　
壱
石
　
　
四
円
拾
六
銭
六
厘
　
　
水
油
　
　
壱
石
　
　
拾
七
円
七
拾
銭

大
麦
　
仝
　
　
　
弐
円
　
　
　
　
　
　
　
石
油
　
　
仝
　
　
　
拾
壱
円

小
麦
　
仝
　
　
　
三
円
九
拾
六
銭
八
厘
　
薪
　
　
　
一
棚
　
　
壱
円
四
拾
五
銭

大
豆
　
仝
　
　
　
三
円
九
拾
九
銭
四
厘
　
炭
　
　
　
拾
貫
匁
　
弐
拾
五
銭

小
豆
　
仝
　
　
　
四
円
三
拾
八
銭
四
厘
　
美
ノ
紙
　
百
枚
　
　
四
拾
銭

蕎
麦
　
一
貫
目
　
弐
円
四
拾
八
銭
壱
厘
　
半
紙
　
　
仝
　
　
　
拾
銭

実
綿
　
仝
　
　
　
弐
拾
八
銭
八
厘
　
　
　
白
砂
糖
　
和
百
斤
　
八
円
三
拾
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
仝
　
　
八
円

藍
葉
　
仝
　
　
　
弐
拾
壱
銭
九
厘
　
　
　
赤
砂
糖
　
和
百
斤
　
五
円
弐
拾
銭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
洋
仝
　
　
五
円

菜
種
　
壱
石
　
　
三
円
六
拾
三
銭
弐
厘
　
清
酒
　
　
壱
石
　
　
拾
貮
円
五
拾
銭

煙
草
葉
　
一
貫
目
　
弐
拾
六
銭
九
厘
　
　
醤
油
　
　
仝
　
　
　
拾
円

茶
　
　
一
貫
目
　
弐
円
七
拾
銭
　
　
　
　
鰹
節
　
　
一
貫
目
　
壱
円
三
拾
銭
』

繭
　
　
壱
石
　
　
三
拾
円
五
拾
銭
　
　
　
千
草
絹
　
壱
反
　
　
弐
円

生
糸
　
一
斤
　
　
五
円
六
拾
七
銭
　
　
　
塩
　
　
　
壱
石
　
　
弐
円
五
拾
銭

白
木
綿

　
一
反

　
三
拾
弐
銭

　
　
　
　
　
乾
鮑

　
　
一
貫
目

　
壱
円
弐
拾
銭

縮
緬

　
　
壱
尺

　
弐
拾
銭

　
　
　
　
　
　
木
材

　
　
尺
貫

　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壱
本

　
　
八
拾
五
銭
』

出
産
、
九
十
二
人
ニ
シ
テ
、
死
亡
、
七
十
二
人
。
近
年
甚
シ
キ
増
減
ヲ
見
ス
。

生
命
年
齢
平
均
、
四
拾
五
年
。

婚
姻
、
男
ハ
十
九
年
、
女
ハ
十
七
、八
年
ヲ
以
テ
普
通
ト
ナ
ス
ノ
慣
習
ナ
リ
。

　
　
　
　
　
（
十
二
）
　
犯
罪
　
　

本
部
内
、
犯
罪
處
分
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
甚
タ
稀
少
ニ
シ
テ
、
失
火
及
証
券
印
税
規

則
違
犯
者
等
ナ
リ
。』

公
賣
處
分
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
、
従
来
、
寡
ナ
ク
シ
テ
、
近
況
亦
異
ナ
ル
ナ
シ
。

身
代
限
處
分
ヲ
受
ク
ル
モ
ノ
、
前
年
稀
レ
ニ
ア
リ
シ
カ
、
近
来
ナ
シ
。

　
　
　
　
　
（
十
三
）
　
諸
税
金
及
協
議
費

国
税
、
三
千
六
百
拾
圓
五
拾
七
銭
三
厘
。

地
方
税
、
千
七
百
六
拾
九
圓
七
拾
壹
銭
七
厘
。

町
村
費
、
千
百
七
拾
四
円
弐
拾
九
銭
九
厘
。

協
議
費
、
六
百
五
円
弐
拾
五
銭
六
厘
。

　
　
　
　
　
（
十
四
）
　
雑
件

本
部
内
、
農
夫
ハ
耕
地
寡
少
ナ
ル
ヲ
以
テ
、
農
閑
、
山
業
、
或
ハ
紙
漉
業
、
炭

焼
等
ヲ
営
ム
ア
リ
。
其
積
雪
ニ
ア
リ
テ
ハ
、
草
履
、
草
鞋
ヲ
造
リ
、
又
、
萱
手

職
、
或
ハ
鑛
山
等
ヘ
出
稼
ス
ル
モ
ノ
』
ア
リ
。
女
子
ハ
、
紡
績
、
裁
縫
ニ
従
事

セ
リ
。
又
、
越
後
地
方
ヨ
リ
来
リ
テ
、
日
稼
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ア
リ
。

起
臥
ハ
、
朝
五
時
ニ
起
キ
、
夜
十
時
、
或
ハ
十
一
時
ニ
臥
ス
。
夜
業
、
男
子
ハ

藁
細
工
、
女
子
ハ
紡
績
等
ヲ
ナ
ス
ヲ
常
ト
ス
。期
日
休
業
、
二
、三
回
ニ
シ
テ
、

一
日
ノ
休
業
二
回
。
凡
一
時
間
半
ナ
リ
ト
ス
。』
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鍛
冶
職
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
四
銭

鋳
掛
職
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
八
銭

酒
造
稼
人
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
弐
銭
五
厘

醤
油
造
稼
人
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
銭

油
絞
職
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
八
銭

染
物
職
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
五
銭

綿
打
職
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
五
銭
』

煙
草
刻
職
　
　
　
一
日
賃
　
　
　
拾
五
銭

舩
大
工
職
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
五
銭

日
雇
人
足
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拾
五
銭

下
男
　
　
　
　
　
一
ケ
月
給
料
　
壱
円
弐
拾
銭

下
女
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
壱
円

備
考

本
表
農
作
被
雇
者
給
料
ノ
如
キ
ハ
、
低
廉
ニ
似
タ
リ
ト
雖
モ
、
其
扶
持
タ
ル
雇

主
ヨ
リ
給
與
ス
ル
ヲ
以
テ
也
。』

　
　
　
　
　
河
沼
郡
農
産
物
収
穫
表

種
類

　
　
収
量

米
　
　
　
六
万
四
千
三
百
三
拾
石
七
斗
五
升

麦
　
　
　
四
千
八
百
五
拾
八
石
五
斗
壱
升

　
　
　
　
河
沼
郡
農
工
及
諸
雇
賃
銭
表

業
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賃
銭

農
作
年
雇
　
男
　
一
ケ
月
給
料
　
一
円
三
十
三
銭

　
　
　
　
　
女
　
　
　
　
　
　
　
一
円

農
作
日
雇
　
男
　
一
日
賃
　
　
　
八
銭

　
　
　
　
　
女
　
　
　
　
　
　
　
六
銭

養
蚕
　
　
　
男
　
仝
　
　
　
　
　
拾
銭

　
　
　
　
　
女
　
　
　
　
　
　
　
八
銭

機
織
　
　
　
男
　
一
ケ
月
給
料

　
　
　
　
　
女
　
　
　
　
　
　
　
一
円

大
工
　
　
　
　
　
一
日
賃
　
　
　
拾
三
銭
三
厘

左
官
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
四
銭
三
厘

桶
工
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
四
銭

石
工
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
四
銭

木
挽
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
四
銭

屋
根
職
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
四
銭

畳
刺
　
　
　
　
　
仝
　
　
　
　
　
拾
八
銭

建
具
職

　
　
　
　
一
日
賃

　
　
　
拾
四
銭

経
師
職

　
　
　
　
仝

　
　
　
　
　
拾
五
銭

指
物
職

　
　
　
　
仝

　
　
　
　
　
拾
三
銭
三
厘

和
服
仕
立

　
　
　
仝

　
　
　
　
　
拾
銭
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三
百
圓

水
油
　
　
　
　
壹
萬
四
千
四
百
貫
目
　
六
千
圓
　
　
　
　
弐
貫
四
百
ニ
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壹
圓

紙
　
　
　
　
　
三
千
束
　
　
　
　
　
　
千
五
百
圓
　
　
　
壹
束
ニ
付

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
拾
銭

　
　
　
　
　
　
輸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
入

品
種
　
　
　
　
個
数
　
　
　
　
　
　
　
代
價
　
　
　
　
　
一
個
ノ
代
金

塩
　
　
　
　
　
壹
萬
五
千
俵
　
　
　
　
壹
萬
弐
千
圓
　
　
壹
俵
、
三
斗
五
升
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
拾
銭

生
、
乾
魚
類
　
七
千
個
　
　
　
　
　
　
貮
萬
千
圓
　
　
　
壹
個
、
拾
貫
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
圓

砂
糖
　
　
　
　
四
千
個
　
　
　
　
　
　
壹
萬
六
千
圓
　
　
仝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
圓

太
物
　
　
　
　
千
個
　
　
　
　
　
　
　
五
萬
圓
　
　
　
　
仝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
拾
圓
』

石
油
　
　
　
　
四
百
個
　
　
　
　
　
　
千
八
拾
圓
　
　
　
壹
個
、
弐
斗
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貮
圓
七
拾
銭

竹
　
　
　
　
　
壹
萬
貫
目

　
　
　
　
　
千
百
圓

　
　
　
　
壹
貫
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拾
壹
銭

麻
　
　
　
　
　
五
百
貫
目

　
　
　
　
　
五
百
五
拾
圓

　
　
壹
貫
目

楮
　
　
　
壱
万
六
千
百
拾
九
貫
三
百
三
十
三
匁

大
豆
　
　
六
千
七
百
四
拾
弐
石

煙
草
葉
　
七
千
拾
五
貫
四
百
五
拾
三
匁

生
糸
　
　
六
百
七
拾
三
貫
八
百
八
十
八
匁

蕎
麦
　
　
弐
千
五
百
弐
石
六
升
弐
合

實
綿
　
　
四
万
八
千
百
拾
四
貫
弐
百
匁

藍
葉
　
　
三
万
四
千
六
百
九
拾
五
貫
弐
百
匁

菜
種
　
　
三
千
弐
百
八
拾
壹
石
三
斗
弐
升
三
合

繭
　
　
　
三
百
九
拾
壱
石
壱
斗
壱
升
六
合

蚕
卵
紙
　
百
四
拾
三
枚

備
考

　 

本
表
ハ
、
明
治
十
七
年
ヨ
リ
仝
十
九
年
ニ
至
ル
三
ケ
年
間
ノ
収
穫
ヲ
平
均

シ
、
一
ケ
年
ノ
産
額
ヲ
算
出
シ
タ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。』

　
　
　
　
　
河
沼
郡
重
要
品
輸
出
入
髙
及
金
髙
表
　

　
　
　
　
　
　
輸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
出

品
種

　
　
　
　
個
数

　
　
　
　
　
　
　
代
價

　
　
　
　
　
一
個
ノ
代
金

米
　
　
　
　
　
六
万
俵

　
　
　
　
　
　
拾
萬
五
千
圓

　
　
壹
俵
、
四
斗
五
升
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
壹
圓
七
拾
五
銭

生
糸

　
　
　
　
四
拾
個

　
　
　
　
　
　
壹
萬
貮
千
圓

　
　
壹
個
、
九
貫
目



- 60 -

明
治
二
〇
年
「
民
度
調
　
河
沼
郡
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
料

明
治
二
〇
年
「
民
度
調
　
河
沼
郡
」
と
そ
の
作
成
に
関
わ
る
史
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壹
圓
拾
銭

畳
表
　
　
　
　
壹
萬
貮
千
枚
　
　
　
　
千
八
百
圓
　
　
　
壹
枚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拾
五
銭

桑
苗
　
　
　
　
三
萬
五
千
本
　
　
　
　
四
百
五
拾
五
圓
　
千
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拾
三
圓
』


